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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含んでいない。 

２ 第81期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するが１株当たり中間純損失であるため記

載していない。 

３ 純資産額の算定にあたり、第82期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用している。 

  

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期 

会計期間 

自 平成17年 
  ２月21日 
至 平成17年 
  ８月20日 

自 平成18年
  ２月21日 
至 平成18年 
  ８月20日 

自 平成19年
  ２月21日 
至 平成19年 
  ８月20日 

自 平成17年 
  ２月21日 
至 平成18年 
  ２月20日 

自 平成18年
  ２月21日 
至 平成19年 
  ２月20日 

売上高 (百万円) 1,962,320 2,118,725 2,271,122 4,040,600 4,345,308 

経常利益 (百万円) 73,141 84,183 75,028 175,989 188,303 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

(百万円) △20,267 23,168 23,807 28,932 57,656 

純資産額 (百万円) 612,837 951,358 1,218,324 676,151 1,200,783 

総資産額 (百万円) 2,887,269 3,235,608 3,602,555 2,928,682 3,534,346 

１株当たり純資産額 (円) 845.45 941.14 1,153.27 932.50 1,141.40 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は１株当たり 
中間純損失(△) 

(円) △27.96 31.96 29.77 39.61 77.31 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― 31.91 29.77 39.56 77.30 

自己資本比率 (％) 21.2 21.1 25.6 23.1 25.8 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 97,751 109,691 106,826 137,054 141,644 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △84,698 △270,594 △161,016 △166,793 △364,248 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 42,343 112,274 △80,801 35,785 314,348 

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 332,255 239,201 248,140 285,387 382,851 

従業員数 
［外、平均臨時雇用者数］ 

(人) 
52,597 

［149,600］
59,652

［165,636］
69,837

［177,915］
54,161 

［153,601］
63,163

［167,953］



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含んでいない。 

２ 第81期中、第82期中及び第81期、第82期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載していない。 

３ 純資産額の算定にあたり、第82期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用している。 

  

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期 

会計期間 

自 平成17年 
  ２月21日 
至 平成17年 
  ８月20日 

自 平成18年
  ２月21日 
至 平成18年 
  ８月20日 

自 平成19年
  ２月21日 
至 平成19年 
  ８月20日 

自 平成17年 
  ２月21日 
至 平成18年 
  ２月20日 

自 平成18年
  ２月21日 
至 平成19年 
  ２月20日 

売上高 (百万円) 870,742 892,395 932,865 1,785,379 1,836,255 

経常利益 (百万円) 9,918 15,197 18,367 31,117 44,045 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

(百万円) △12,183 13,257 13,616 2,282 24,452 

資本金 (百万円) 101,798 101,798 199,054 101,798 198,791 

発行済株式総数 (千株) 725,409 725,409 800,446 725,409 800,208 

純資産額 (百万円) 400,765 425,309 630,504 425,064 629,340 

総資産額 (百万円) 1,100,928 1,191,844 1,399,565 1,092,668 1,377,952 

１株当たり純資産額 (円) 552.88 586.75 787.70 586.41 786.63 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間純損失
(△) 

(円) △16.81 18.29 17.03 3.15 32.79 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― ― 17.03 ― ― 

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 15 15 

自己資本比率 (％) 36.4 35.7 45.0 38.9 45.7 

従業員数 
［外、平均臨時雇用者数］ 

(人) 
13,566 

［57,170］
13,916

［59,282］
14,736

［63,417］
13,321 

［58,127］
13,958

［60,622］



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はない。また、主要な関係会社の異動は「３ 関係会社の状況」に記載の通りである。 

  

３ 【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、株式の取得及び追加取得により関係会社となった主要な会社は以下の通りである。

 （注）1.㈱ポスフール、㈱ダイエー、㈱マルエツ及び㈱ベルクは有価証券報告書提出会社である。 

    2.議決権の所有割合の( )は、内書で間接所有割合である。 

    3.㈱ダイエー及び㈱ベルクは、持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであ

る。 

  

名称 住所 
資本金 
(百万円) 

事業内容 
議決権の
所有割合
(％) 

関係内容 

役員の兼任等(人) 
資金
援助 

営業上 
の取引 

設備の 
賃貸借 
関係 

当社
役員 

当社
社員 

転籍

(連結子会社） 
  

        

㈱ポスフール 
札幌市 

白石区 
6,100 

総合小売事業 

(ＧＭＳ) 

(18.62) 

53.10 
1 3 3 

該当事項

なし 

商品の供

給 

該当事項

なし 

(持分法適用関
連会社） 
  

        

㈱ダイエー 
神戸市

中央区 
56,517 

総合小売事業 

(ＧＭＳ) 
15.12 2 1 ― 同上 

該当事項

なし 
同上 

            

㈱マルエツ 
東京都 

豊島区 
37,549 

総合小売事業 

(スーパーマー

ケット) 

21.11 ― ― ― 同上 同上 同上 

            

㈱ベルク 
埼玉県 

大里郡 
3,912 

総合小売事業 

(スーパーマー

ケット) 

15.00 1 ― ― 同上 
商品の供

給 
同上 



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年８月20日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループヘの出向者を含む)で

あり、[ ]は外書で、臨時従業員数である。 

２ 臨時従業員数は、パートタイマーの期中平均人員(但し、１日勤務時間８時間換算による)である。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年８月20日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、関係会社等からの受入出向者95人を含み、関係会社等への出向者812人を除いている。 

２ 従業員数の[ ]は外書で、臨時従業員数である。 

  臨時従業員数は、パートタイマーの期中平均人員(但し、１日勤務時間８時間換算による)である。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社の労働組合は、イオングループ労連イオン労働組合と称し、昭和44年10月14日に結成され、ゼンセン同

盟に加盟している。平成19年８月20日現在82,393人の組合員で、労使関係は円滑に推移しており特記すべき事項は

ない。 

連結子会社については、特記すべき事項はない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

総合小売 
  

46,229［132,334］ 

専門店 
  

9,731 ［20,084］ 

ディベロッパー 
  

863  ［528］ 

サービス等 
  

13,014 ［24,969］ 

合計 
  

69,837［177,915］ 

従業員数(人) 
14,736 

［63,417］ 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当社と連結子会社138社の連結営業収益は２兆5,251億54百万円（前年同期比107.7％）と中間連結決算開始以来11

期連続で過去 高を更新し、連結営業利益は677億61百万円（同82.3％、145億70百万円減少）、持分法適用関連会社

28社を加えた連結経常利益は750億28百万円（同89.1％、91億54百万円減少）、連結中間純利益238億７百万円（同

102.8％、６億39百万円増加）となりました。また、従来、のれん償却額は負ののれん償却額と相殺して営業外収益

に表示していましたが、当中間連結会計期間より会計基準等の変更により、販売費及び一般管理費で表示していま

す。これに伴い、連結営業利益は42億32百万円減少しましたが、連結経常利益及び連結中間純利益に与える影響はあ

りません。 

  

①総合小売事業 

（総合スーパー事業） 

当中間期は、当社と㈱マイカル等の合計で総合スーパー８店舗を出店し、４店舗を閉店しました。その結果、国内

の総合スーパーは573店舗となりました。 

当社では、既存店売上高は天候不順等もあり前中間期比99.1％となりましたが、直営荒利率は各商品グループなら

びに全体において前中間期より改善しました。また、販管費も全ての項目を計画内でコントロールできました。 

以上により、当社の営業収益１兆11億95百万円（前中間期比105.3％）と営業利益87億54百万円（同101.6％）とな

り、３期連続して増収増益となりました。経常利益については、子会社からの配当金の増加等により183億67百万円

（同120.9％）、また、中間純利益についても136億16百万円（同102.7％）となり、いずれも過去 高を達成しまし

た。 

前期より新たな成長に向けて新規出店を再開した㈱マイカルは、イオンのプライベートブランド「トップバリュ」

の拡販や需要集約、セールスの見直し等により、直営荒利益率は前中間期から改善しましたが、新店開設や既存店の

活性化及びＩＴ投資等により営業減益となりました。 

（スーパーマーケット事業等） 

国内のスーパーマーケット事業では、出店26店舗、閉店15店舗を実施し、総店舗数1,073店舗となりました。さら

に、事業競争力強化と店舗ネットワーク拡大に向けた提携・買収戦略も推進しました。 

スーパーマーケット事業各社は、「トップバリュ」の拡販と地域に必要とされる店づくりに努めてまいりました。

マックスバリュ東海㈱、マックスバリュ西日本㈱及びマックスバリュ九州㈱は増収、営業増益となりましたが、スー

パーマーケット各社合計では、営業収益3,434億42百万円（前年同期比108.2％）、営業利益82億78百万円（同

96.6％）の増収減益となりました。 

ミニストップ㈱の国内及び海外のエリアフランチャイジーを含めた店舗数は、前期末より84店舗増加し、3,058店

舗となりました。店舗数の増加や弁当、冷麺、菓子パン等のベーシックな商品やデザート、乳製品の商品開発力を強

化し、既存店売上高は101.0％と伸び、増収増益となりました。 

（アジア・中国における総合小売事業） 

当中間期は、アジア・中国では、スーパーマーケットを３店舗出店、総合スーパーを１店舗閉店し、総店舗数は60

店舗となり、営業収益992億50百万円（前年同期比102.0％）、営業利益40億86百万円（同133.4％）と増収増益とな

り、引き続き好調に推移しました。 

タイでは、平成17年６月にタイ国に定める事業再生手続を申請し再生を進めていたサイアムジャスコ（SIAM JUSCO 

CO.,LTD.）が、平成19年６月18日に裁判所より再生の終結を認定されるとともに、平成19年８月１日には社名をイオ

ンタイランド（AEON (Thailand) CO., LTD.）に変更いたしました。 



以上の結果、総合小売事業の営業収益は２兆120億48百万円（前年同期比107.0％）、営業利益は236億48百万円

（同84.3％）となりました。 

  

②専門店事業 

当中間期、専門店事業は国内海外専門店ともに増収減益となりました。 

米国のタルボット（The Talbots,Inc.）は、買収したジェイ・ジル・グループ（The J.Jill Group,Inc.）の統合

により営業収益は増収となりましたが、天候不順や全般的な消費の低迷により、既存店売上高伸び率が前中間期比

95.9%となり、営業減益となりました。 

国内専門店では、㈱メガスポーツは新規出店や既存店の改装等が寄与し増収増益となりました。また、㈱イオンフ

ォレスト、㈱ニューステップ等も増収、営業増益となりました。しかしながら㈱ブルーグラス、メガペトロ㈱等が営

業減益となりました。 

以上の結果、専門店事業の営業収益は3,184億15百万円（前年同期比112.6％）、営業利益14億55百万円（同

16.6％）となりました。 

  

③ディベロッパー事業 

ディベロッパー事業は当中間期も、ショッピングセンターの新規開発や既存ショッピングセンターのリニューアル

に継続的に取り組むことに加え、テナントの管理・運営技術の向上に努め増収となりました。 

イオンモール㈱は、前期に開設した３ヶ所のショッピングセンターが好調に推移するとともに、既存21ショッピン

グセンターの専門店売上が前中間期比102.0%となり増収増益となりました。 

㈱ダイヤモンドシティは、当中間期に開設した１ヵ所のショッピングセンターの寄与に加え、前期に実施したショ

ッピングセンターのリニューアルやテナントの入れ替え等により増収増益となりました。 

以上の結果、ディベロッパー事業の営業収益は666億31百万円（前年同期比114.5％）、営業利益157億円（同

96.3％）となりました。 

  

④サービス事業 

イオンクレジットサービス㈱は、ショッピングセンター開設効果や提携先企業の新規出店に伴う会員拡大、新たな

提携カードの会員募集強化により、新たな顧客層の開拓を行いました。また、平成19年４月27日より、首都圏のグル

ープ89店舗でイオンの電子マネー「ＷＡＯＮ（ワオン）」の発行、取り扱いが開始されたのに伴い、「イオンカード

（ＷＡＯＮ一体型）」等を発行しました。海外事業も含めた国内外の総カード会員数は54万人純増の1,776万人とな

りました。また、税金や医療費、公共料金の支払いをはじめとする新しい決済分野の開拓等利用者の利便性向上に取

り組み、カードショッピング取扱高は17%増の8,845億円と引き続き好調に推移いたしました。この結果、営業収益

は、国内のキャッシングサービスの金利引下げの影響があったものの、海外事業の成長により増収となりました。営

業利益につきましては、資金調達コストの増加や新規事業への戦略的投資等により減益となりましたが、中間純利益

は増益を確保しました。 

イオンディライト㈱は、取引先企業の経費削減等のニーズを捉えた提案活動を実施し、建築設備の経年劣化診断や

設備の入れ替え工事、省エネ機器の導入工事を多く受注した他、公的施設の管理等パブリックビジネスの受託が拡大

する等により大幅な増収増益となりました。 

チェルト㈱は、引き続き好調なリフレッシュメント事業や新規顧客の開発が進んだビジネスサプライ事業等により

増収増益となりました。 

㈱イオンファンタジーは、前期の㈱マイカルクリエイトとの経営統合後スタートした「３事業本部」体制の確立と

営業力の強化に取り組みましたが、前中間期までの業績を牽引したカードゲームのピークアウトの影響が大きく、減

益となりました。 

以上の結果、サービス等事業の営業収益は3,590億48百万円（前年同期比110.9％）、営業利益269億93百万円（同

91.9％）となりました。 



  

所在地別セグメントの業績は、日本セグメントが営業収益２兆2,372億72百万円（前年同期比107.1％）、営業利

益595億６百万円（同84.3％）、北米セグメントが営業収益1,369億75百万円（同116.0％）、営業利益35百万円（同

0.7％）、アジア等セグメントが営業収益1,535億25百万円（同107.8％）、営業利益83億22百万円（同129.1％）と

なっております。 

なお、上記の金額及びこれ以降に記載している売上高、仕入高等には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、子会社株式取得に伴う支出の減少

等の要因により、前中間連結会計期間末に比べ89億39百万円増加し、当中間連結会計期間末には2,481億40百万円

（前年同期比103.7％）となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、増加した資金は1,068億26百万円（前年同期比97.4％）となりました。 

前中間連結会計期間に比べ28億65百万円の減少となった主な要因は、前中間連結会計期間末日が銀行休業日により

その他の資産及び負債の増減額が452億91百万円減少し資金が減少した一方、営業貸付金の増加額が284億70百万円減

少したことにより支出が減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は1,610億16百万円（前年同期比59.5％）となりました。 

前中間連結会計期間に比べ1,095億78百万円の支出の減少となった主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による支出が1,695億17百万円減少した一方、投資有価証券の取得による支出が700億28百万円増加したこと

によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、減少した資金は808億１百万円となりました。 

前中間連結会計期間に比べ1,930億76百万円の減少となった主な要因は、長期借入れによる収入が1,060億６百万円

減少したことによるものであります。 

  



２ 【販売の状況】 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) コンビニエンスストアの営業収益には、加盟店の売上高（当中間連結会計期間169,275百万円)は含んでおりません。 

  

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はない。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当社と㈱ポスフールとの吸収分割契約 

この詳細については「第５ 経理の状況 ２ 中間財務諸表等 （重要な後発事象）」に記載のとおりである。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

特記事項はない。 

事業の種類別セグメントの名称等 金額(百万円) 前年同期比(％) 

総合小売事業     

 ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア 1,406,473 107.1 

 スーパーマーケット 424,231 107.8 

 コンビニエンスストア 60,266 109.2 

 その他 121,077 102.6 

総合小売事業計 2,012,048 107.0 

専門店事業 318,415 112.6 

ディベロッパー事業 66,631 114.5 

サービス等事業     

 金融サービス 81,961 106.1 

 その他 277,087 112.5 

サービス等事業計 359,048 110.9 

小計 2,756,144 108.3 

消去 △230,990 116.3 

合計 2,525,154 107.7 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、株式の取得及び追加取得により新たに連結子会社が増え、主要な設備が増加し

た。 

当該主要な連結子会社の帳簿残高は以下のとおりである。 

  

(注) 1.上記の金額は連結上の未実現損益を消去しており、また、差入保証金は連結上消去すべき債務と相殺消去後の金額に基づいて

いる。 

2.帳簿残高のうち「その他」は、「器具備品」、「建設仮勘定」、有形固定資産の「その他」、「ソフトウェア」、無形固定資

産の「その他」及び「投資その他資産」に含まれる長期前払費用であり、「差入保証金」には、１年以内回収予定額及び「店

舗賃借仮勘定」を含んでいる。 

3.従業員数の［ ］は外書で、平均臨時従業員数である。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、拡充、改修のうち、当中間連結会計期間において重要な変更の

あるものは以下のとおりである。 

  

(注) 上記の物件はイオン㈱から㈱マイカルに変更となり、事業所名は「日の出サティ」となった。 

  

会社名 
事業の種類
別セグメン
トの名称 

事業所名等 
土地

(百万円) 

建物及び
構築物 
(百万円) 

その他
(百万円) 

差入保証金
(百万円) 

合計 
(百万円) 

従業員数
(人) 

㈱ポスフール 総合小売 

ポスフール釧路店

(北海道釧路郡釧路

町)他18事業所 

4,670 13,034 4,386 19,442 41,534 
1,393 

[2,085]

㈲ティーウィン 
ディベロ

ッパー 

帯広店 

(北海道帯広市) 
1,922 4,109 7 ― 6,040 

1 

[0]

㈱ジョイ 総合小売 

ジョイスーパーセン

ター前田店(山形県

山形市) 

他16事業所 

1,343 2,769 55 250 4,419 
179 

[402]

会社名 
事業の種類
別セグメン
トの名称 

事業所名等 区分
予算金額
(百万円)

既支払額
(百万円) 

資金調達
方法 

工事開始又は
開始予定年月 

完了予定年月

㈱マイカル 総合小売 
日の出サティ(東京都 

西多摩郡日の出町) 
新設 1,483 3 自己資金 平成19年２月 平成19年11月



(2) 前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、拡充、改修のうち、当中間連結会計期間において完了したもの

は以下のとおりである。 

  

(注) ※はイオンスーパーセンター㈱(総合小売事業)に転貸している。 

  

(3) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修の計画は次のとおりである。 

  

  

(4) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の除却、売却について重要な変更はな

い。また、新たに確定した重要な設備の除却、売却の計画はない。 

  

会社名 
事業の種類別 

セグメントの名称 
事業所名等 区分 完了年月

投資額 
(百万円) 

備考

イオン㈱ ディベロッパー 
イオンスーパーセンター一関店 

(岩手県一関市) 
新設 平成19年２月 1,412 ※ 

イオン㈱ 総合小売 ジャスコ新名取店(宮城県名取市) 新設 平成19年２月 1,151   

イオン㈱ 総合小売 ジャスコ石巻店(宮城県石巻市) 新設 平成19年３月 9,399   

イオン㈱ 総合小売 ジャスコ高松店(香川県高松市) 新設 平成19年４月 10,519   

イオン㈱ 総合小売 ジャスコ大垣店(岐阜県大垣市) 新設 平成19年４月 8,816   

イオン㈱ ディベロッパー 
イオン高の原ショッピングセンター 

(京都府木津川市) 
新設 平成19年５月 7,495   

㈱マイカル 総合小売 高の原サティ(京都府木津川市) 新設 平成19年５月 1,521   

イオン㈱ 総合小売 マックスバリュ塩釜店(宮城県塩竈市) 新設 平成19年５月 1,783   

イオン㈱ 総合小売 ジャスコ館山店(千葉県館山市) 新設 平成19年５月 1,766   

イオン㈱ 総合小売 ジャスコ各務原店(岐阜県各務原市) 新設 平成19年７月 13,943   

会社名 
事業の種類別 

セグメントの名称 
事業所名等 区分

予算金額
(百万円)

既支払額
(百万円)

資金調達
方法 

工事開始 
又は開始 
予定年月 

完了予定
年月 

㈱ポスフール 総合小売 
ポスフール名寄店 

(北海道名寄市) 
新設 4,833 66 

増資資金 

及び借入金

平成19年

７月 

平成20年

４月 

イオン㈱ 総合小売 
イオン越谷レイクタウン

(埼玉県越谷市) 
新設 43,222 1,670 

自己資金 

及び借入金

平成19年

６月 

平成20年

７月 

㈱ダイヤモン

ドシティ 
ディベロッパー 

ダイヤモンドシティ・ 

ルクル 

(福岡県糟屋郡粕屋町) 

拡充 5,230 33 借入金 
平成19年

９月 

平成20年

６月 

㈱ダイヤモン

ドシティ 
ディベロッパー 

ダイヤモンドシティ・ 

クレア 

(熊本県上益城郡嘉島町)

拡充 1,600 31 借入金 
平成19年

10月 

平成20年

上期 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 提出日現在の発行数には、平成19年10月１日から半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含ま

れていない。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 2,400,000,000 

計 2,400,000,000 

種類 
中間会計期間末現在 

発行数(株) 
(平成19年８月20日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年10月31日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 800,446,214 800,446,214 
株式会社東京証券
取引所 
(市場第一部) 

― 

計 800,446,214 800,446,214 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

第１回新株予約権 

平成18年５月12日の株主総会の特別決議及び平成19年４月４日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権

は、次のとおりである。 

(注) １ 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただ
し、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行わ
れ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割または併合の比率 
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする
場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。 
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。 

２ 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成19年８月20日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年９月30日) 

新株予約権の数(個) 665 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の

数(個) 
― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数

(株) 
66,500  (注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １ 同左 

新株予約権の行使期間 平成19年５月21日～ 

平成34年５月20日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額(円) 

発行価格      １ 

資本組入額    １  (注)２ 
同左 

新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権を割り当てられた者

は、権利行使時においても、当社

の執行役（グループ会社の役員等

に就任する場合であって、当社の

執行役に準ずる者を含む。以下、

同じ。）の地位にあることを要す

る。ただし、当社の執行役を退任

した場合であっても、退任日から

５年以内に限って権利行使ができ

るものとする。 

② 新株予約権については、その数

の全数につき一括して行使するこ

ととし、これを分割して行使する

ことはできないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡し、またはこれを

担保に供することは原則としてでき

ない。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項 
― ― 



第２回新株予約権 

 平成18年10月４日付の当社代表執行役の決定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。 

  

(注) １ 本新株予約権１個の行使により当社が交付する普通株式の数は、金10,000,000円を新株予約権の行使価額で除した数と
し、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた数とする。 

(注) ２ (1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
   ① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権１個につき、行使価額に割当株式数を乗じ

た額とし、１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。 
   ② 本新株予約権の行使により当社が交付する株式１株あたりの払込金額(行使価額)は、当初金3,196円とする。ただ

し、行使価額は下記(2)又は(3)に定めるところに従い修正又は調整される。 
  (2) 行使価額の修正 
    本新株予約権は、平成18年11月６日以降、各行使の効力発生日の前日まで(当日を含む。)の３連続取引日の毎日の売

買高加重平均価格の平均値の97.5％に相当する金額(円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。)に
修正される。ただし、かかる算出の結果、修正された行使価額が本新株予約権の割当日の直前の取引日の株式会社東
京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50％に相当する金額の１円未満を切り上げた金額(以下「下
限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 

  (3) 行使価額の調整 
    本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式を発行する場合、又は自己株式の処分を行う場合等により当社

の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額(円
位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。)を調整する。 

  

  
(注) ３ 本新株予約権の行使による１株あたりの発行価格は、本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、本新株予約

権の払込金額の総額(321百万円)を加えた額を新株予約権の目的となる株式の数で除した額とし、資本組入額は、会社計
算規則第40条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額(１円未満の端数が生じたときはその端数は
切り上げる)とする。 

  
中間会計期間末現在
(平成19年８月20日) 

提出日の前月末現在 
(平成19年９月30日) 

新株予約権の数(個) 918 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の

数(個) 
― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数

(株) 
(注)１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)２ 同左 

新株予約権の行使期間 平成18年10月23日～ 

平成28年10月20日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行

する場合の株式の発行価格及び資本

組入額(円) 

(注)３ 同左 

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできな

いものとする。(注)４ 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権の譲渡については、当

社取締役会の決議による承認を要す

るものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項 
(注)５、６ 同左 

          

既発行株式数＋ 

新発行・処分

株式数 
×

１株あたりの

払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
×

時価 

既発行株式数＋新発行・処分株式数 



(注) ４ 当社は割当先との間で本新株予約権の行使に関し、次の内容のコミットメント契約を締結している。 
 (1) 割当先は、行使期間中の毎年６月と12月の第２月曜日から始まる10取引日の間に51個を基本とした新株予約権を行使す

る義務があるものとする。なお、各行使個数については、当社よりの申し入れにより調整されることがある。 
 (2) 当社は、割当先に対し、新株予約権を１個315,000円で買取請求することができるものとする。 

(注) ５ 新株予約権の消却事由及び消却の条件 
(1) 当社は、本新株予約権の割当日の翌日以降、会社法第273条第２項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同

法第273条第２項及び第274条第３項)の規定に従って、当社代表執行役が別途定める取得日の２週間前までに通知を行
った上で、当該取得日に、本新株予約権１個あたり金315,000円の価額で、残存する本新株予約権の全部又は当社代表
執行役が別途定める一部を取得することができる。残存する本新株予約権の一部を取得する場合には、当社代表執行役
は抽選その他の合理的な方法により当該一部の決定を行うものとする。 

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認されたとき又は当社が他の会社の完全子会社となる株式
交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社代表執行役の決定)で承認されたと
きは、会社法第273条第２項の規定に従って、当社代表執行役が別途定める取得日の２週間前までに通知を行った上
で、当該取得日に、本新株予約権１個あたり金315,000円の価額で、残存する本新株予約権の全部を取得することがで
きる。 

(注) ６ 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編
行為」と総称する。)を行う場合は、(注)５(2)により当社が本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発
生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して、当該本新株予約権者の有する本新株予約権に代え
て、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに揚げる株式会社(以下「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権で、本項第(1)号から第(7)号に定める内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。こ
の場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者
となるものとし、(注)１から(注)５に記載の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸
収分割又は新設分割を行う場合は、以下の条件に沿ってその効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予
約権者に対して当該本新株予約権に代えて再編対象会社の承継新株予約権を交付する旨を、吸収分割契約又は新設分割計
画において定めた場合に限るものとする。 

 (1) 交付する再編対象会社の承継新株予約権の数 
   組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。 
 (2) 承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
   再編対象会社の普通株式とする。 
 (3) 承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 
   組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)１に準じて決定する。 
 (4) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
   各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継新株予約権の行使価額に当該各承継新株予約権の目的

である株式の数を乗じて得られる金額とする。承継新株予約権の行使価額は、当該組織再編行為の効力発生日の直前に
おいて有効な本新株予約権の行使価額に準じて決定し、(注)２(2)及び２(3)に準じた修正又は調整がなされるものとす
る。 

 (5) 承継新株予約権を行使することができる期間 
   組織再編行為の効力発生日から表「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の満了日までとする。 
 (6) 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項 
   表「新株予約権の行使の条件」欄及び(注)５に準じて決定する。 
 (7) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 
   (注)３に準じて決定する。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

  

       該当事項はない。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(注) 第２回新株予約権行使によるもの 238,170株 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成19年２月21日～ 
平成19年８月20日 

238,170 800,446,214 263 199,054 263 264,963 



(5) 【大株主の状況】 

平成19年８月20日現在 

(注) １ 上記銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式が以下のとおり含まれている。 

２ 平成19年６月７日付でキャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー及びその関連会社である他４社から株式大量保

有に関する変更報告書(写)が送付され、62,861千株(所有割合7.86％)を保有している旨の報告があったが平成19年８月20

日現在の所有株式数が確認できないため上記表には含めていない。 

  

氏名又は名称 住所 
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 60,415 7.55 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 29,790 3.72 

株式会社みずほコーポレート銀
行 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 23,914 2.99 

財団法人イオン環境財団 千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 21,128 2.64 

財団法人岡田文化財団 三重県三重郡菰野町大羽根園松ヶ枝町21-６ 20,081 2.51 

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目13番２号 18,133 2.27 

オーエム04 エスエスビー ク
ライアント オムニバス 
（常任代理人 株式会社三井住
友銀行） 

338  PITT  STREET  SYDNEY  NSW  2000 
AUSTRALIA) 
（東京都千代田区丸の内１丁目13番２号） 

12,311 1.54 

ジエーピーエムシービー オム
ニバス ユーエス ペンシヨン 
トリーテイー ジヤスデツク 
380052 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

270 PARK AVENUE,NEW YORK,NY 10017,U.S.A.
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

11,596 1.45 

ジエーピーエムシービー ユー
エスエー ペンシヨン ジヤス
デツク レンド385051 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

270 PARK AVENUE,NEW YORK,NY 10017,U.S.A.
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

10,861 1.36 

メロン バンク エヌエー ア
ズ エージエント フオー イ
ツツ クライアント メロン 
オムニバス ユーエス ペンシ
ョン 
（常任代理人 香港上海銀行東
京支店） 

ONE BOSTON PLACE BOSTON,MA 02108
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号） 

10,239 1.28 

計 ― 218,471 27.29 

  

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 60,415千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 29,790 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年８月20日現在 

(注) １ 上記「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、36,300株含まれており、「議

決権の数」の欄には、当該株式に係る議決権の数363個は含まれていない。 

２ 上記「単元未満株式」の「株式数」の欄には、自己株式等が以下のとおり含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年８月20日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 
普通株式 

552,600 
(相互保有株式) 
普通株式 

177,900 

― ― 

完全議決権株式(その他)（注）1 
普通株式 

799,502,900 
7,994,666 ― 

単元未満株式     （注）2 
普通株式 

212,814 
― 一単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 800,446,214 ― ― 

総株主の議決権 ― 7,994,666 ― 

イオン㈱ 79株

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
イオン㈱ 

千葉市美浜区中瀬 
１丁目５番地１ 

552,600 ― 552,600 0.07 

(相互保有株式) 
㈱タカキュー 

東京都板橋区板橋 
３丁目９番地７号 

177,900 ― 177,900 0.02 

計 ― 730,500 ― 730,500 0.09 



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

(注) １ 上記の株価は東京証券取引所(市場第一部)によるものである。 

２ 上記の「当該中間会計期間における月別 高・ 低株価」は毎月１日より月末までのものである。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりである。 

役職の異動 

  

  

月別 平成19年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

高(円) 2,480 2,395 2,355 2,310 2,340 1,998 

低(円) 2,130 2,115 2,165 2,170 1,857 1,565 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

専務執行役 
(グループ商品担当兼商品担当) 

専務執行役 
(商品担当) 

久木邦彦 平成19年５月21日 

専務執行役 
(グループ商品担当) 

専務執行役 
(グループ商品担当兼商品担当)

久木邦彦 平成19年９月３日 

専務執行役 
(営業・商品統括担当) 

専務執行役 
(営業担当) 

村井正平 平成19年９月３日 

常務執行役 
(マーケティング担当) 

常務執行役 
(食品商品本部長) 

岡内祐一郎 平成19年９月３日 

常務執行役 
(商品担当) 

常務執行役 
(関東カンパニー支社長) 

近澤靖英 平成19年９月３日 

執行役 
(営業担当) 

執行役 
(中部カンパニー支社長) 

家坂有朋 平成19年９月３日 

執行役 
(北日本カンパニー支社長) 

執行役 
(グループ品質管理担当) 

宮地邦明 平成19年９月３日 

執行役 
(グループお客さま・品質管理

担当) 

執行役 
(グループお客さま担当) 

土谷美津子 平成19年９月14日 

執行役 
(エリア政策推進担当) 

執行役 
(北日本カンパニー支社長) 

松巾幸一 平成19年９月21日 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年２月21日から平成18年８月20日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成19年２月21日から平成19年８月20日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成している。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

なお、前中間会計期間(平成18年２月21日から平成18年８月20日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成19年２月21日から平成19年８月20日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年２月21日から平成18年８月20日まで)及び前中間会計期間(平成18年２月21日

から平成18年８月20日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計期間(平成19年２月21日か

ら平成19年８月20日まで)及び当中間会計期間(平成19年２月21日から平成19年８月20日まで)は金融商品取引法第193

条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中

間監査を受けている。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

１ 現金及び預金 ※2   249,333     261,590     398,375  

２ 受取手形及び 
  売掛金 

※ 
2,5,14 

  283,677     345,043     322,989  

３ 有価証券     4,507     7,052     4,478  

４ たな卸資産 ※2   289,108     328,055     322,182  

５ 繰延税金資産     35,679     36,234     35,773  

６ 営業貸付金 
※ 

2,5,6   482,191     515,451     507,115  

７ その他 ※7   114,766     119,938     112,875  

  貸倒引当金     △37,884     △47,167     △41,681  

流動資産合計     1,421,379 43.9   1,566,198 43.5   1,662,107 47.0

Ⅱ 固定資産                    

(1) 有形固定資産 ※1                  

１ 建物及び構築物 ※2   678,329     757,636     719,892  

２ 器具備品     109,595     118,759     117,775  

３ 土地 ※2   272,408     300,175     282,069  

４ 建設仮勘定     21,834     28,183     22,431  

５ その他     517     1,593     1,138  

有形固定資産 
合計 

    1,082,686 33.5   1,206,347 33.5   1,143,307 32.3



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(2) 無形固定資産                    

１ ソフトウェア     28,658     31,429     27,036  

２ のれん ※8   ―     85,786     ―  

３ 連結調整勘定     62,764     ―     64,286  

４ その他 ※2   46,589     31,919     48,951  

無形固定資産 
合計 

    138,012 4.3   149,135 4.1   140,273 4.0

(3) 投資その他の 
  資産 

                   

１ 投資有価証券 
※

2,3,4 
  141,793     205,564     131,355  

２ 固定化営業 
  債権 

※9   7,721     13,320     7,755  

３ 繰延税金資産     44,316     52,351     45,583  

４ 差入保証金 
※

2,3,7 
  338,159     357,910     341,785  

５ 店舗賃借 
  仮勘定 

    4,100     4,755     3,948  

６ その他 ※3   78,349     69,519     76,006  

  貸倒引当金     △21,041     △23,413     △18,840  

投資その他の 
資産合計 

    593,400 18.3   680,008 18.9   587,593 16.6

固定資産合計     1,814,099 56.1   2,035,491 56.5   1,871,174 52.9

Ⅲ 繰延資産     128 0.0   864 0.0   1,063 0.1

資産合計     3,235,608 100.0   3,602,555 100.0   3,534,346 100.0

            



  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

１ 支払手形及び 
  買掛金 

※14   521,245     559,847     517,469  

２ 短期借入金 ※2   104,939     109,341     98,979  

３ １年以内返済 
  予定の長期 
  借入金 

※2   138,065     147,756     143,546  

４ １年以内償還 
  予定の社債 

    30,000     20,199     30,000  

５ コマーシャル・ 
  ペーパー 

    51,000     3,000     6,000  

６ 未払法人税等     46,416     32,753     57,854  

７ 賞与引当金     16,036     16,406     14,701  

８ 閉店損失引当金     5,104     4,832     3,209  

９ ポイント制度 
  引当金 

    ―     5,118     3,776  

10 １年以内弁済 
  予定の更生 
  債権等 

※2,10   1,892     1,910     2,501  

11 設備支払手形 ※14   58,611     75,136     64,563  

12 1年以内リース 
  資産減損勘定 

    1,908     2,217     1,879  

13 その他 
※

3,11,12 
  303,310     305,477     287,651  

流動負債合計     1,278,531 39.5   1,283,996 35.7   1,232,134 34.9

Ⅱ 固定負債                    

１ 社債     144,078     203,065     198,509  

２ 長期借入金 ※2   539,371     545,656     564,553  

３ 繰延税金負債     20,327     13,251     17,046  

４ 退職給付引当金     44,610     49,176     46,691  

５ 役員退職慰労 
  引当金 

    1,724     777     1,999  

６ 閉店損失引当金     9,167     13,648     8,794  

７ 偶発損失引当金     1,975     1,913     1,692  

８ 利息返還損失 
  引当金 

    ―     6,997     6,989  

９ 更生債権等 ※2,10   14,424     11,758     11,911  

10 預り保証金 ※2   195,525     216,644     209,105  

11 リース資産 
  減損勘定 

    5,929     5,129     5,121  

12 その他 ※12   28,583     32,215     29,012  

固定負債合計     1,005,718 31.1   1,100,234 30.5   1,101,427 31.1

負債合計     2,284,249 70.6   2,384,231 66.2   2,333,562 66.0



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年２月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     101,798 3.1   199,054 5.5   198,791 5.6

２ 資本剰余金     167,711 5.2   264,968 7.3   264,704 7.5

３ 利益剰余金     384,735 11.9   431,930 12.0   419,438 11.9

４ 自己株式     △839 △0.0   △855 △0.0   △848 △0.0

株主資本合計     653,405 20.2   895,096 24.8   882,086 25.0

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    25,563 0.8   21,281 0.6   23,547 0.6

２ 繰延ヘッジ損益     235 0.0   △464 △0.0   △135 △0.0

３ 為替換算調整 
  勘定 

    2,914 0.1   6,477 0.2   7,139 0.2

評価・換算 
差額等合計 

    28,713 0.9   27,294 0.8   30,551 0.8

Ⅲ 新株予約権     ―     427 0.0   305 0.0

Ⅳ 少数株主持分     269,239 8.3   295,504 8.2   287,840 8.2

純資産合計     951,358 29.4   1,218,324 33.8   1,200,783 34.0

負債純資産合計     3,235,608 100.0   3,602,555 100.0   3,534,346 100.0

            



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     2,118,725 100.0   2,271,122 100.0   4,345,308 100.0

Ⅱ 売上原価     1,510,974 71.3   1,615,250 71.1   3,086,681 71.0

売上総利益     607,750 28.7   655,872 28.9   1,258,626 29.0

Ⅲ その他の営業収入     226,758 10.7   254,031 11.2   479,466 11.0

営業総利益     834,509 39.4   909,903 40.1   1,738,093 40.0

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費 

                   

１ 広告宣伝費   47,766     56,413     101,365    

２ 貸倒引当金 
  繰入額 

  20,881     22,461     41,791    

３ 従業員給料・ 
  賞与 

  246,526     279,808     535,967    

４ 賞与引当金 
  繰入額 

  16,036     16,406     14,701    

５ 法定福利厚生費   37,905     43,607     78,273    

６ 水道光熱費   39,896     43,145     80,471    

７ 減価償却費   54,503     61,881     112,367    

８ 修繕維持費   47,067     49,182     85,179    

９ 地代家賃   117,157     130,889     245,377    

10 のれん償却額   ―     4,232     ―    

11 その他   124,433 752,177 35.5 134,112 842,142 37.1 252,868 1,548,365 35.6

営業利益     82,332 3.9   67,761 3.0   189,728 4.4

Ⅴ 営業外収益                    

１ 受取利息   2,021     2,090     3,796    

２ 受取配当金   768     1,021     1,201    

３ 負ののれん 
  償却額 

  ―     5,612     ―    

４ 連結調整勘定 
  償却額 

  2,263     ―     3,865    

５ 持分法による 
  投資利益 

  ―     1,035     ―    

６ テナント退店 
  違約金受入益 

  873     1,089     1,761    

７ その他   3,783 9,711 0.5 5,321 16,170 0.7 8,913 19,539 0.4

Ⅵ 営業外費用                    

１ 支払利息   4,967     6,377     10,801    

２ 持分法による 
  投資損失 

  643     ―     5,226    

３ その他   2,248 7,859 0.4 2,525 8,902 0.4 4,935 20,963 0.5

経常利益     84,183 4.0   75,028 3.3   188,303 4.3



  

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅶ 特別利益                    

１ 固定資産売却益 ※1 825     564     2,552    

２ 投資有価証券 
  売却益 

  7,459     3,627     7,955    

３ 貸倒引当金戻入 
  益 

  900     3,842     822    

４ その他 ※2 2,011 11,197 0.5 3,565 11,599 0.5 5,733 17,064 0.4

Ⅷ 特別損失                    

１ 固定資産除却損 ※3 1,486     1,216     3,061    

２ 減損損失 ※4 24,438     16,946     32,804    

３ 閉店損失引当金 
  繰入額 

  ―     3,233     1,846    

４ その他 ※5 7,297 33,223 1.6 5,510 26,906 1.2 13,889 51,602 1.2

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益 

    62,158 2.9   59,721 2.6   153,765 3.5

法人税、住民税 
及び事業税 

  43,832     29,750     82,934    

法人税等調整額   △20,679 23,152 1.1 △9,833 19,917 0.9 △21,156 61,778 1.4

少数株主利益     15,836 0.7   15,996 0.7   34,331 0.8

中間(当期) 
純利益 

    23,168 1.1   23,807 1.0   57,656 1.3

            



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月20日残高(百万円) 101,798 167,710 376,532 △763 645,277 

中間連結会計期間中の変動額           

 平成18年４月取締役会における 
 利益配当 

    △10,872   △10,872 

 役員賞与     △321   △321 

 中間純利益     23,168   23,168 

 自己株式の取得       △75 △75 

 自己株式の処分   0   0 1 

 連結子会社の持分変動に伴う 
 減少高 

    △4,004   △4,004 

 その他     233   233 

 株主資本以外の項目の中間 
 連結会計期間中の変動額(純額) 

          

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円) 

― 0 8,203 △75 8,128 

平成18年８月20日残高(百万円) 101,798 167,711 384,735 △839 653,405 

  

評価・換算差額等 
少数株主 
持分 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年２月20日残高(百万円) 28,028 ― 2,845 30,874 232,280 908,432 

中間連結会計期間中の変動額             

 平成18年４月取締役会における 
 利益配当 

          △10,872 

 役員賞与           △321 

 中間純利益           23,168 

 自己株式の取得           △75 

 自己株式の処分           1 

 連結子会社の持分変動に伴う 
 減少高 

          △4,004 

 その他           233 

 株主資本以外の項目の中間 
 連結会計期間中の変動額(純額) △2,465 235 68 △2,161 36,958 34,797 

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円) △2,465 235 68 △2,161 36,958 42,925 

平成18年８月20日残高(百万円) 25,563 235 2,914 28,713 269,239 951,358 



当中間連結会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

  

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年２月20日残高(百万円) 198,791 264,704 419,438 △848 882,086 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △11,994   △11,994 

 中間純利益     23,807   23,807 

 新株の発行 263 263     526 

 自己株式の取得       △8 △8 

 自己株式の処分   0   1 1 

 その他     678   678 

 株主資本以外の項目の中間 
 連結会計期間中の変動額(純額) 

          

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円) 

263 263 12,491 △7 13,010 

平成19年８月20日残高(百万円) 199,054 264,968 431,930 △855 895,096 

  

評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成19年２月20日残高(百万円) 23,547 △135 7,139 30,551 305 287,840 1,200,783 

中間連結会計期間中の変動額               

剰余金の配当             △11,994 

 中間純利益             23,807 

 新株の発行             526 

 自己株式の取得             △8 

 自己株式の処分             1 

その他             678 

 株主資本以外の項目の中間 
 連結会計期間中の変動額(純額) △2,266 △328 △661 △3,256 122 7,664 4,530 

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円) △2,266 △328 △661 △3,256 122 7,664 17,540 

平成19年８月20日残高(百万円) 21,281 △464 6,477 27,294 427 295,504 1,218,324 



前連結会計年度(自 平成18年２月21日 至 平成19年２月20日) 

  

  

  

  

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月20日残高(百万円) 101,798 167,710 376,532 △763 645,277 

連結会計年度中の変動額           

平成18年４月取締役会における 
利益配当     △10,872   △10,872 

 役員賞与     △322   △322 

 当期純利益     57,656   57,656 

 増資による新株式発行 96,992 96,992     193,985 

 自己株式の取得       △85 △85 

 自己株式の処分   0   1 2 

連結子会社の持分変動に伴う 
減少高     △4,004   △4,004 

その他     449   449 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)           

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 96,992 96,993 42,906 △84 236,809 

平成19年２月20日残高(百万円) 198,791 264,704 419,438 △848 882,086 

  

評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年２月20日残高(百万円) 28,028 ― 2,845 30,874 ― 232,280 908,432 

連結会計年度中の変動額               

平成18年４月取締役会における 
利益配当             △10,872 

 役員賞与             △322 

 当期純利益             57,656 

 増資による新株式発行             193,985 

 自己株式の取得             △85 

 自己株式の処分             2 

連結子会社の持分変動に伴う 
減少高             △4,004 

その他             449 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △4,481 △135 4,293 △323 305 55,559 55,541 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △4,481 △135 4,293 △323 305 55,559 292,351 

平成19年２月20日残高(百万円) 23,547 △135 7,139 30,551 305 287,840 1,200,783 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

        

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  62,158 59,721 153,765 

減価償却費   58,407 67,550 122,663 

のれん償却額   ― 4,232 ― 

負ののれん償却額   ― △5,612 ― 

連結調整勘定償却額   △2,263 ― △3,865 

貸倒引当金の増加額   19,818 18,651 39,648 

利息返還損失引当金の 
増加額 

  ― 7 5,335

賞与引当金の増加額   3,649 2,014 2,247 

退職給付引当金の増加額   3,956 2,905 7,748 

閉店損失引当金の減少(△)
又は増加額 

  △1,682 2,076 △3,956 

受取利息及び受取配当金   △2,790 △3,111 △4,998 

支払利息   4,967 6,377 10,801 

為替差益(△)又は為替差損   △8 217 △2 

持分法による投資損失 
又は投資利益(△) 

  643 △1,035 5,226 

固定資産売却益   △825 △564 △2,552 

固定資産売除却損   2,003 2,051 5,663 

減損損失   24,438 16,946 32,804 

有価証券及び 
投資有価証券売却損益 

  △7,458 △3,627 △7,950 

売上債権の増加額   △32,352 △29,139 △72,445 

たな卸資産の増加(△) 
又は減少額 

  6,530 5,858 △23,825 

営業貸付金の増加額   △52,378 △23,908 △76,497 

仕入債務の増加額   14,740 30,319 8,212 

その他の資産 
及び負債の増減額 

  49,217 3,926 17,962 

その他   3,554 5,637 7,579 

小計   154,325 161,494 223,563 

利息及び配当金の受取額   2,732 2,554 4,527 

利息の支払額   △4,447 △6,160 △11,028 

法人税等の支払額   △42,918 △51,062 △75,417 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  109,691 106,826 141,644 



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

        

有価証券の取得による支出   △2,004 △4,087 △3,205

有価証券の売却による収入   5,495 2,000 8,155

有形固定資産等の取得 
による支出 

  △136,504 △126,296 △244,892

有形固定資産等の売却 
による収入 

  20,340 18,095 25,464

投資有価証券の取得による
支出 

  △7,498 △77,527 △11,601

投資有価証券の売却による
収入 

  10,058 4,221 12,241

優先出資証券の償還による
収入 

  ― 5,000 ―

連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
支出 

  △169,517 ― △169,517

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による収入 

  848 8,068 969

差入保証金の差入れ 
による支出 

  △13,741 △14,493 △25,823

差入保証金の返還による収
入 

  16,664 15,824 25,236

預り保証金の預り 
による収入 

  14,866 11,074 36,195

預り保証金の返還 
による支出 

  △9,332 △8,498 △18,083

その他   △269 5,601 613

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  △270,594 △161,016 △364,248



  

  
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

        

短期借入金及び 
コマーシャル・ペーパー 
の純増加又は純減少(△)額 

  43,388 △2,547 △16,215 

長期借入れによる収入   140,409 34,403 230,063 

長期借入金の 
返済による支出 

  △49,650 △81,827 △115,980 

社債の発行による収入   ― 22,770 53,583 

社債の償還による支出   △20,000 △31,710 △20,000 

株式の発行による収入   ― 509 193,096 

更生債権等の弁済額   △345 △230 △2,951 

少数株主への 
株式発行による収入 

  522 55 737 

少数株主からの 
株式の買戻しによる支出 

  △42 △1,279 △233 

配当金の支払額   △10,872 △11,994 △10,872 

少数株主への 
配当金の支払額 

  △5,190 △6,110 △8,284 

その他   14,056 △2,838 11,407 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  112,274 △80,801 314,348 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

  △877 280 2,399 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の減少(△)又は増加額 

  △49,506 △134,710 94,143 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

  285,387 382,851 285,387 

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う 
  現金同等物期首残高増加額 

  3,320
 

―
 

3,320 

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※1 239,201
 

248,140
 

382,851 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１ 連結の範囲に
関する事項 

 連結子会社の内容は次の
とおりである。 

 連結子会社の内容は次の
とおりである。 

 連結子会社の内容は次の
とおりである。 

 (1) 連結子会社数 連結子会社数   133社 
主要な連結子会社名： 
 イオン九州㈱ 
 ㈱マイカル 
 マックスバリュ東北㈱ 
 マックスバリュ西日本㈱ 
 マックスバリュ北海道㈱ 
 マックスバリュ中部㈱ 
 マックスバリュ東海㈱ 
 ミニストップ㈱ 
 ㈱コックス 
 ㈱ブルーグラス 
 チェルト㈱ 
 イオンクレジットサービス

㈱ 
 ㈱ツヴァイ 
 ㈱イオンファンタジー 
 イオンモール㈱ 
 ㈱ダイヤモンドシティ 
 ㈱ジャパンメンテナンス 
 ㈱サンデー 
 AEON STORES(HONG 
  KONG) CO.,LTD. 
 AEON CO.(M) BHD. 
 THE TALBOTS, INC. 
 AEON CREDIT SERVICE 
  (ASIA)CO.,LTD. 
 AEON THANA SINSAP 
  (THAILAND)PLC. 

連結子会社数   138社 
主要な連結子会社名： 
 イオン九州㈱ 
 ㈱マイカル 
 ㈱ポスフール 
 マックスバリュ東北㈱ 
 マックスバリュ西日本㈱ 
 マックスバリュ北海道㈱ 
 マックスバリュ中部㈱ 
 マックスバリュ東海㈱ 
 ㈱サンデー 
 ミニストップ㈱ 
 ㈱コックス 
 ㈱ブルーグラス 
 チェルト㈱ 
 イオンクレジットサービス

㈱ 
 ㈱ツヴァイ 
 ㈱イオンファンタジー 
 イオンモール㈱ 
 ㈱ダイヤモンドシティ 
 イオンディライト㈱ 
 AEON STORES(HONG 
  KONG) CO.,LTD. 
 AEON CO.(M) BHD. 
 THE TALBOTS, INC. 
 AEON CREDIT SERVICE 
  (ASIA)CO.,LTD. 
 AEON THANA SINSAP 
  (THAILAND)PLC. 

連結子会社数   129社 
 なお、連結子会社名は
「第１ 企業の概況 ４
関係会社の状況」に記載し
ているため省略した。 
  

 (2) 連結範囲の
異動 

 以下の11社を新たに連結
子会社とした。 
設立： 
 イオン総合金融準備㈱ 
 コルドンヴェール㈱ 
 AEON Credit Guarantee 
   (China) Co.,Ltd. 

 以下の９社を新たに連結
子会社とした。 
設立： 
 イオントップバリュ㈱ 
 イオン商品調達㈱ 
 イオングローバルSCM㈱ 
 TALBOTS IMPORT,LLC 
  ACS Servicing  
   (Thailand) Co.,Ltd. 
 Eternal 4 Special  
   Purpose Vehicle  
   Co.,Ltd. 

 以下の16社を新たに連結
子会社とした。 
設立： 
イオン総合金融準備㈱ 
コルドンヴェール㈱ 
AEON Credit Guarantee 
 (China) Co.,Ltd. 
ジョイフル東海㈱ 
ACS Life Insurance  
 Broker (Thailand) 
 Co.,Ltd. 
イオンベーカリーシステ
ム㈱ 
Horizon Master Trust 

   (AEON2006-1) 
  株式取得： 

 オリジン東秀㈱ 
 オリジンシステム㈱※ 
 マックスバリュ名古屋㈱ 
 The J.Jill Group,Inc. 
 PT.AEON CREDIT SERVICE 
  INDONESIA 
  ※オリジン東秀㈱の子会

社である。 

株式取得： 
 ㈱ジョイ 
  (ホームセンター) 

株式取得： 
 オリジン東秀㈱ 
 オリジンシステム㈱※ 
 マックスバリュ名古屋㈱ 
 The J.Jill Group,Inc. 
 PT.AEON CREDIT SERVICE 
  INDONESIA 
  ※オリジン東秀㈱の子会

社である。 
  株式の追加取得： 

 ㈱ダイヤモンドシティ 
 ㈱サンデー 

株式の追加取得： 
 ㈱ポスフール 
 ㈲ティーウィン 

株式の追加取得： 
 ㈱ダイヤモンドシティ 
 ㈱サンデー 
 白子商業開発㈱ 



  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

  その他※： 

 NIHON (HONG KONG) 

   CO.,LTD. 

※在外連結子会社の現地法

令の改正により連結範囲の

取扱いが変更されたことに

よるものである。 

  その他： 

 NIHON (HONG KONG) 

   CO.,LTD. 

※在外連結子会社の現地法

令の改正により連結範囲の

取扱いが変更されたことに

よるものである。 

   以下の８社を連結から除

外した。 

   以下の17社を連結から除

外した。 

  合併： 

 ㈱いいの 

 ㈱ジャパンメンテナンス 

  九州 

 ㈱ジャパンメンテナンス 

  北海道 

 ㈱マイカル商品研究所 

  合併： 

 ㈱いいの 

 ㈱ジャパンメンテナンス 

  九州 

 ㈱ジャパンメンテナンス 

  北海道 

 ㈱マイカル商品研究所 

 北大路都市開発㈱ 

 ㈱フロックス 

 ㈱イオンテクノサービス 

 ㈱マイカルイスト 

 ㈱オートマックセールス 

 ㈱マイカルクリエイト 

  清算： 

 ㈱ボンベルタ伊勢甚 

 ㈱伊勢甚友の会 

 鶴岡末広ビル㈱ 

 ㈱フォードライフ九州 

  

  清算： 

 ㈱ボンベルタ伊勢甚 

 ㈱伊勢甚友の会 

 鶴岡末広ビル㈱ 

 ㈱フォードライフ九州 

 AEONREV, INC. 

 能代中央都市開発㈱ 

 オリジンシステム㈱ 

   ㈱未来屋書店は当中間連

結会計期間中に社名変更し

た。 

(旧社名：㈱ブックバーン) 

 マックスバリュ名古屋㈱

は当中間連結会計期間中に

社名変更した。 

(旧社名：㈱ナフコはせ川) 

 ㈱生活品質科学研究所は

当中間連結会計期間中に㈱

マイカル商品研究所を吸収

合併し、社名変更した。 

(旧社名：㈱品質管理セン

ター) 

 AEON(Thailand) CO.,LTD.

は当中間連結会計期間中に

社名変更した。 

(旧社名：SIAM JUSCO CO.,

LTD.) 

 ㈱未来屋書店は当連結会

計年度中に社名変更した。 

(旧社名：㈱ブックバーン) 

 マックスバリュ名古屋㈱

は当連結会計年度中に社名

変更した。 

(旧社名：㈱ナフコはせ川) 

 ㈱生活品質科学研究所は 

当連結会計年度中に㈱マイ

カル商品研究所を吸収合併

し、社名変更した。 

(旧社名：㈱品質管理セン

ター) 

 イオンディライト㈱は当

連結会計年度中に㈱イオン

テクノサービスを吸収合併

し、社名変更した。 

(旧社名：㈱ジャパンメン

テナンス) 

 イオンディライトアカデ

ミー㈱は当連結会計年度中

に社名変更した。 

(旧社名：㈱ジャパンメン

テナンスアカデミー) 

 イオンディライトセキュ

リティ㈱は当連結会計年度

中に社名変更した。 

(旧社名：㈱ジャパンメン

テナンスセキュリティー) 



  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

       イオンディライトセレス

㈱は当連結会計年度中に社

名変更した。 

(旧社名：㈱ジャパンメン

テナンスセレス) 

 イオンディライトタワー

ズ㈱は当連結会計年度中に

社名変更した。 

(旧社名：㈱ジャパンメン

テナンスタワーズ) 

㈱イオンイーハートは当

連結会計年度中に㈱マイカ

ルイストを吸収合併し、社

名変更した。 

(旧社名：㈱グルメドール) 

 AEON CREDIT SERVICE(M) 

BERHADは当連結会計年度中

に社名変更した。 

( 旧 社 名 ： AEON  CREDIT 

SERVICE (M)SDN.BHD.) 

 (3) 主要な非連結子

会社の名称等 

非連結子会社数 ３社 

主要な非連結子会社名 

 MYCAL FINANCE 

  NETHERLANDS B.V. 

(連結の範囲から除いた理

由) 

非連結子会社は全て㈱マ

イカルの子会社で、いずれ

も小規模であり、合計の総

資産、売上高、中間純利益

(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためである。 

非連結子会社数 １社 

非連結子会社名 

 ㈱茨城ファミリーデパート 

(連結の範囲から除いた理

由) 

非連結子会社は㈱マイカ

ルの子会社で、小規模であ

り、総資産、売上高、中間

純利益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであ

る。 

非連結子会社数 １社 

非連結子会社名 

 ㈱茨城ファミリーデパート 

(連結の範囲から除いた理

由) 

非連結子会社は㈱マイカ

ルの子会社で、小規模であ

り、総資産、売上高、当期

純利益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためである。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

 持分法適用関連会社の内

容は次のとおりである。 

 持分法適用関連会社の内

容は次のとおりである。 

 持分法適用関連会社の内

容は次のとおりである。 

 (1) 持分法適用会社数 関連会社数 26社 関連会社数 28社 関連会社数 25社 

 (2) 持分法を適用した

主要な関連会社名 

主要な関連会社名： 

 ㈱ポスフール 

 ㈱中三 

 ㈱カスミ 

 ウエルシア関東㈱ 

 クラフト㈱ 

 寺島薬局㈱ 

 ㈱メディカル一光 

 ㈱タカキュー 

 ㈱やまや 

 ㈱ツルヤ靴店 

  

主要な関連会社名： 

 ㈱ダイエー 

 ㈱マルエツ 

 ㈱ベルク 

 ㈱中三 

 ㈱カスミ 

 ウエルシア関東㈱ 

 クラフト㈱ 

 寺島薬局㈱ 

 ㈱メディカル一光 

 ㈱タカキュー 

 ㈱やまや 

 ㈱ツルヤ靴店 

 主要な関連会社名は「第

１ 企業の概況 ４ 関係

会社の状況」に記載してい

るため省略した。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   以下の２社を新たに持分

法適用会社とした。 

設立： 

イオンデモンストレーシ

ョンサービス㈲ 

他１社  

 以下の４社を新たに持分

法適用会社とした。 

株式取得： 

 ㈱ダイエー 

 ㈱マルエツ 

 エイ・ジー・サービス㈱ 

追加取得： 

 ㈱ベルク 

 以下の２社を新たに持分

法適用会社とした。 

設立： 

イオンデモンストレーシ

ョンサービス㈲ 

 他１社 



  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

   以下の３社を持分法適用

会社から除外した。 

連結子会社へ移行： 

 ㈱ダイヤモンドシティ 

 ㈱サンデー 

  

合併： 

 ㈱ダイヤモンドファミリー 

 以下の１社を持分法適用

会社から除外した。 

連結子会社へ移行： 

 ㈱ポスフール 

  

 以下の４社を持分法適用

会社から除外した。 

連結子会社へ移行： 

 ㈱ダイヤモンドシティ 

 ㈱サンデー 

 白子商業開発㈱ 

合併： 

 ㈱ダイヤモンドファミリー 

 (3) 持分法を適用し

ない非連結子会

社及び関連会社 

 持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会社

(MYCAL FINANCE  

NETHERLANDS B.V.他３社)

は、全て㈱マイカルの子会

社及び関連会社で、中間純

利益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う

額)等からみて、持分法の

対象から除いても中間連結

財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外し

ている。 

 持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会社

(㈱茨城ファミリーデパー

ト他１社)は、中間純利益

(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等

からみて、持分法の対象か

ら除いても中間連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重

要性がないため、持分法の

適用範囲から除外してい

る。 

 持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社(㈱

茨城ファミリーデパート他

１社)は、全て㈱マイカル

の子会社及び関連会社で、

当期純利益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等からみて、持

分法の対象から除いても連

結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外

している。 

 (4) 債務超過会社に

対する持分額の

処理 

 債務超過会社に対する持

分額は、当該会社に対する

貸付金等を考慮して貸付金

等の消去及び流動負債その

他を計上している。 

同左 同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

(1) 連結子会社の中間会計

期間の末日は以下の会社

を除き、中間連結決算日

と一致している。 

マックスバリュ中部㈱ 

 他11社……………９月30日

TASMANIA FEEDLOT PTY.LTD.

 他１社……………12月31日

AEON STORES(HONG KONG)  

 CO.,LTD.他20社…６月30日

ローラアシュレイジャパン 

 ㈱他８社…………７月31日

THE TALBOTS,INC.他11社 

 …………７月29日(前期末

決算日翌日より26

週間後の土曜日) 

㈱マイカル、 
ミニストップ㈱ 
㈱ダイヤモンドシティ 

 他18社……………８月31日

(1) 連結子会社の中間会計

期間の末日は以下の会社

を除き、中間連結決算日

と一致している。 

マックスバリュ中部㈱ 

 他10社……………９月30日

TASMANIA FEEDLOT PTY.LTD.

 ……………………12月31日

AEON STORES(HONG KONG)  

 CO.,LTD.他23社…６月30日

ローラアシュレイジャパン 

 ㈱他９社…………７月31日

THE TALBOTS,INC.他11社 

 …………７月28日(前期末

決算日翌日より26

週間後の土曜日) 

㈱マイカル、 
ミニストップ㈱ 
 他16社……………８月31日

(1) 連結子会社の事業年度

の末日は以下の会社を除

き、連結決算日と一致し

ている。 

マックスバリュ中部㈱ 

 他９社……………３月31日

TASMANIA FEEDLOT PTY.LTD.

 他１社……………６月30日

AEON STORES(HONG KONG)  

 CO.,LTD. 

 他21社……………12月31日

ローラアシュレイジャパン 

 ㈱他９社…………１月31日

THE TALBOTS,INC.他10社 

 …………１月31日に も近

い土曜日 

㈱マイカル、 
ミニストップ㈱、 
㈱ダイヤモンドシティ 

 他16社……………２月末日



  

  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

  (2) 上記に記載した77社の

うち、マックスバリュ中

部㈱他17社については、

中間連結決算日又は中間

連結決算日から３ヶ月以

内の一定日現在で仮決算

を実施したうえ連結して

いる。又、他の59社につ

いては、中間連結決算日

との間に生じた重要な取

引について必要な調整を

行ったうえ連結してい

る。 

(2) 上記に記載した76社の

うち、マックスバリュ中

部㈱他17社については、

中間連結決算日又は中間

連結決算日から３ヶ月以

内の一定日現在で仮決算

を実施したうえ連結して

いる。又、他の58社につ

いては、中間連結決算日

との間に生じた重要な取

引について必要な調整を

行ったうえ連結してい

る。 

(2) 上記に記載した74社の

うち、マックスバリュ中

部㈱他16社については、

連結決算日又は連結決算

日から３ヶ月以内の一定

日現在で仮決算を実施し

たうえ連結している。

又、他の57社について

は、連結決算日との間に

生じた重要な取引につい

て必要な調整を行ったう

え連結している。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

 (1) 重要な資産の評価

基準及び評価方法 

      

  ① 有価証券 提出会社及び国内連結子会社

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の

市場価格等に基づく

時価法(評価差額は

全部純資産直入法に

より処理し、売却原

価は移動平均法によ

り算定) 

時価のないもの 

 移動平均法による

原価法 

提出会社及び国内連結子会社

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  同左 

  

  

  

  

  

  

時価のないもの 

同左 

提出会社及び国内連結子会社

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定) 

時価のないもの 

同左 

  在外連結子会社 

 主として移動平均法によ

る原価法によっている。 

在外連結子会社 

同左 

在外連結子会社 

同左 

  ② デリバティブ 時価法 同左 同左 

  ③ 運用目的の金銭

の信託 

時価法 同左 同左 

  ④ たな卸資産 (ａ)商品 

提出会社及び国内連結子会社

 提出会社及び主な国内連

結子会社は「企業会計原則

と関係諸法令との調整に関

する連続意見書」第四に定

める売価還元平均原価法で

あるが、一部の国内連結子

会社は主に移動平均法によ

る原価法によっている。 

(ａ)商品 

提出会社及び国内連結子会社

同左 

(ａ)商品 

提出会社及び国内連結子会社

同左 

  在外連結子会社 

 主として先入先出法によ

る低価法によっている。 

在外連結子会社 

同左 

在外連結子会社 

同左 

  (ｂ)貯蔵品 

終仕入原価法 

(ｂ)貯蔵品 

同左 

(ｂ)貯蔵品 

同左 



  

  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

      

  ① 有形固定資産 提出会社及び国内連結子会社

 経済的耐用年数に基づく

定額法 

 各資産別の耐用年数とし

て以下の年数を採用してい

る。 

 建物及び構築物 

(営業店舗)  20～39年

(事務所)   38～50年

(建物附属設備)３～18年

(構築物)   ３～20年

器具備品   ２～20年

その他 

(車両運搬具) ４～６年

提出会社及び国内連結子会社

同左 

提出会社及び国内連結子会社

同左 

  在外連結子会社 

 見積耐用年数による定額

法 

在外連結子会社 

同左 

在外連結子会社 

同左 

  ② 無形固定資産 提出会社及び国内連結子会社

 定額法 

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年以内)に基づく定額

法によっている。 

提出会社及び国内連結子会社

同左 

提出会社及び国内連結子会社

同左 

  在外連結子会社 

 見積耐用年数による定額

法 

 なお、在米子会社につ

いては、米国財務会計基

準(FASBステートメント)

NO.142(営業権及びその

他の無形固定資産)に基

づく処理方法によってお

り、商標権157百万米ド

ル(182億円)は償却を行

っていない。 

在外連結子会社 

 見積耐用年数による定額

法 

 なお、在米子会社につ

いては、米国財務会計基

準(FASBステートメント)

NO.142(のれん及びその

他の無形固定資産)に基

づく処理方法によってお

り、商標権156百万米ド

ル(185億円)は償却を行

っていない。 

在外連結子会社 

 見積耐用年数による定額

法 

 なお、在米子会社につ

いては、米国財務会計基

準(FASBステートメント)

NO.142(営業権及びその

他の無形固定資産)に基

づく処理方法によってお

り、商標権156百万米ド

ル(188億円)は償却を行

っていない。 

 (3) 重要な繰延資産

の処理方法 

 新株発行費は３年間で均

等償却している。 

株式交付費は３年間で均

等償却している。 

 株式交付費は３年間で均

等償却している。 

（追加情報） 

① 当連結会計年度から、

「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会

平成18年８月11日 実務

対応報告第19号）を適用

している。 

前連結会計年度におい

て繰延資産の内訳として

表示していた「新株発行

費」は、当連結会計年度

より「株式交付費」とし

て表示する方法に変更し

ている。 



  

  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

      ② 平成18年11月８日に一

般募集による新株式発行

(70,000千株)、並びに同

年12月５日に第三者割当

に よ る 新 株 式 の 発 行

(4,591千株)を、１株当

たりの発行価額2,593.6

円、募集価格2,704円と

して行っている。本発行

に係る引受契約において

は、発行価額の総額をも

って引受価額の総額と

し、引受手数料は支払わ

ないこととされており、

従って、株式交付費には

本発行に係る引受手数料

は含まれていない。ま

た、発 行 価 額 の う ち

1,296.8円を資本金に、

1,296.8円を資本準備金

に組み入れている。 

 (4) 重要な引当金の

計上基準 

      

  ① 貸倒引当金 提出会社及び国内連結子会社

 売上債権等の貸倒れによ

る損失に備え、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。 

 なお、金融サービス業を

営む連結子会社は、営業債

権等の貸倒れによる損失に

備え、一般債権及び貸倒懸

念債権毎にそれぞれ過去の

貸倒実績等を勘案して当該

会社が定めた一定の基準に

より算出した必要額を計上

している。 

提出会社及び国内連結子会社

同左 

提出会社及び国内連結子会社

同左 

  在外連結子会社 

 主として、売掛債権の年

齢に応じて一定率を計上し

ている。 

在外連結子会社 

同左 

在外連結子会社 

同左 

  ② 賞与引当金  従業員及びパートタイマ

ーに支給する賞与に備え、

支給見込額のうち当中間連

結会計期間に負担する金額

を計上している。 

同左  従業員及びパートタイマ

ーに支給する賞与に備え、

支給見込額のうち当連結会

計年度に負担する金額を計

上している。 



  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

  ③ ポイント制度引

当金 

―  提出会社及び一部の連

結子会社が実施するポイ

ント制度において、ポイ

ントの使用により発生す

る費用負担に備え、当中

間連結会計期間末におけ

る将来使用見込額を計上

している。 

  

 一部の連結子会社が実

施するポイント制度にお

いて、ポイントの使用に

より発生する費用負担に

備え、当連結会計年度末

における将来使用見込額

を計上している。 

（追加情報） 

 従来、流動負債の「その

他」に含めて表示していた

が、重要性が増してきたた

め当連結会計年度末より

「ポイント制度引当金」と

して区分掲記している。 

なお、前連結会計年度末に

おける当該金額は2,475百

万円である。 

  ④ 退職給付引当金  提出会社及び国内連結子

会社は、従業員の退職給付

に備え、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上してい

る。 

 なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間内の一定

の年数(10年)による定額法

により翌連結会計年度から

費用処理することとしてい

る。 

 在米子会社については、

米国財務会計基準(FASBス

テートメント)NO.87(年金

の会計処理)等に基づく処

理方法によっている。 

同左  提出会社及び国内連結子

会社は、従業員の退職給付

に備え、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上している。 

 なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間内の一定

の年数(10年)による定額法

により翌連結会計年度から

費用処理することとしてい

る。 

 在米子会社については、

米国財務会計基準(FASBス

テートメント)NO.87(年金

の会計処理)等に基づく処

理方法によっている。 

  ⑤ 役員退職慰労引

当金 

 一部の国内連結子会社

は、役員の退職慰労金の支

出に備え、内規に基づく当

中間連結会計期間末要支給

額を計上している。 

同左  一部の国内連結子会社

は、役員の退職慰労金の支

出に備え、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を

計上している。 

  ⑥ 閉店損失引当金  提出会社及び国内連結子

会社は、店舗閉店に伴い発

生する損失に備え、店舗閉

店により合理的に見込まれ

る中途解約違約金及び原状

回復費等の閉店関連損失見

込額を計上している。 

同左 同左 

  ⑦ 偶発損失引当金  将来発生する可能性のあ

る偶発損失に備え、偶発事

象毎に個別のリスク等を勘

案し、合理的に算出した負

担損失見込額を計上してい

る。 

同左 同左 



  

  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

  ⑧ 利息返還損失引

当金 

―  金融サービス業を営む一

部の連結子会社は、将来の

利息返還の請求に備え、過

去の返還実績等を勘案した

必要額を計上している。 

 金融サービス業を営む一

部の連結子会社は、将来の

利息返還の請求に備え、過

去の返還実績等を勘案した

必要額を計上している。 

（追加情報） 

「消費者金融会社等の利息

返還請求による損失に係る

引当金の計上に関する監査

上の取扱い」（日本公認会

計士協会 平成18年10月13

日 業種別委員会報告第37

号）が公表され、利息返還

損失引当金の算定方法及び

合理的見積期間の考え方が

整理されたことを受け、当

連結会計年度より当該引当

金計上額の見積方法を変更

した。これにより金額的重

要性が増してきたため、前

連結会計年度は流動負債の

「その他」に含まれていた

当該引当金を当連結会計年

度より「利息返還損失引当

金」として区分掲記してい

る。 

なお、前連結会計年度にお

ける当該金額は224百万円

である。また、期首時点に

おける当該報告に基づく引

当金計上額と前連結会計年

度の見積方法による引当金

計上額（期首貸倒引当金か

らの振替額1,430百万円含

む）との差額2,402百万円

は特別損失に計上してい

る。 

 (5) 重要な外貨建の資

産又は負債の本邦

通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

している。なお、在外連結

子会社の資産及び負債は、

各社の中間決算日直物為替

相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて

いる。 

同左  外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

いる。なお、在外連結子会

社の資産及び負債は、各社

の決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めている。 



  

  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 (6) 重要なリース取引

の処理方法 

 提出会社及び国内連結子

会社は、リース物件の所有

権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナ

ンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理に

よっている。 

 なお、在米子会社につい

ては、米国財務会計基準

(FASBステートメント)NO. 

13(リースの会計処理)に基

づく処理方法によってい

る。 

同左 同左 

 (7) 重要なヘッジ会計

の方法 

      

  ① ヘッジ会計の 

       方法 

 原則として繰延ヘッジ処

理によっている。ただし、

振当処理の要件を満たす為

替予約及び通貨スワップに

ついては、振当処理によっ

ている。また、特例処理の

要件を満たす金利スワップ

については特例処理によっ

ている。 

同左 同左 

  ② ヘッジ手段と 

       ヘッジ対象 

為替予約 

…外貨建金銭債権債務及び

外貨建取引等 

通貨スワップ 

…外貨建借入金 

金利スワップ 

…借入金 

為替予約 

…外貨建金銭債権債務及び

外貨建取引等 

通貨スワップ 

…外貨建借入金 

金利スワップ 

…借入金及び社債 

同左 

  ③ ヘッジ方針  為替予約及び通貨スワッ

プは為替変動リスクを回避

する目的で、また、金利ス

ワップは金利変動リスクを

回避する目的で行ってい

る。なお、デリバティブ取

引については管理規定に基

づき、担当執行役又は担当

取締役の承認を得て行って

いる。 

同左 同左 

  ④ ヘッジの有効性

評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を

比較し、両者の変動額を基

礎にして判断している。た

だし、特例処理によってい

る金利スワップについては

有効性の評価を省略してい

る。 

同左 同左 

 (8) その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの重要な事項 

      

  ① 消費税等の会計

処理 

税抜方式を採用している。 同左 同左 



  

  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

  ② 連結調整勘定の

償却に関する事

項 

 連結調整勘定の償却につ

いては、発生日以後、投資

効果の発現する期間(５年

～20年)で均等償却し、少

額なものは発生時に一括償

却している。 

 連結調整勘定が発生した

主な会社別の当初金額と償

却期間は次のとおりであ

る。 

㈱ダイヤモンドシティ 

連結調整勘定(借方) 

55,625百万円  20年 

オリジン東秀㈱ 

連結調整勘定(借方) 

 41,903百万円  20年 

㈱マイカル 

 連結調整勘定(貸方) 

  95,763百万円  ９年 

なお、ジェイ・ジル・グ

ループ社の取得により生じ

た連結調整勘定(借方) 

221百万米ドル(256億円)

は、米国財務会計基準(FASB

ステートメント) No.142 

(営業権及びその他の無形

固定資産)に基づき償却を

行っていない。 

―  連結調整勘定の償却につ

いては、発生日以後、投資

効果の発現する期間(５年

～20年)で均等償却し、少

額なものは発生時に一括償

却している。 

 連結調整勘定が発生した

主な会社別の当初金額と償

却期間は次のとおりであ

る。 

㈱ダイヤモンドシティ 

連結調整勘定(借方) 

55,625百万円  20年 

オリジン東秀㈱ 

連結調整勘定(借方) 

 41,903百万円  20年 

㈱マイカル 

 連結調整勘定(貸方) 

  95,763百万円  ９年 

なお、ジェイ・ジル・グ

ループ社の取得により生じ

た連結調整勘定(借方) 

211百万米ドル(256億円)

は、米国財務会計基準(FASB

ステートメント) No.142 

(営業権及びその他の無形

固定資産)に基づき償却を

行っていない。 

  ③ のれん及び負の

のれんの償却に

関する事項 

―  のれん及び負ののれんの

償却については、発生日以

後、投資効果の発現する期

間(５年～20年)で均等償却

し、少額なものは発生時に

一括償却している。 

 のれん及び負ののれんが

発生した主な会社別の当初

金額と償却期間は次のとお

りである。 

㈱ダイヤモンドシティ 

のれん 

55,625百万円  20年 

オリジン東秀㈱ 

のれん 

 41,903百万円  20年 

㈱マイカル 

 負ののれん 

  95,763百万円  ９年 

 なお、ジェイ・ジル・グ

ループ社の取得により生じ

たのれん211百万米ドル

(252億円)は、米国財務会

計基準(FASBステートメン

ト) No.142(のれん及びそ

の他の無形固定資産)に基

づき償却を行っていない。 

― 



  

  

会計処理の変更 

  

  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

５ 中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書
(連結キャッシュ・
フロー計算書)にお
ける資金の範囲 

 資金(現金及び現金同等
物)は、現金、要求払預金
及び取得日から３ヶ月以内
に満期(又は償還期限)の到
来する容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わ
ない短期投資である。 

同左 同左 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
 当中間連結会計期間より、「貸借
対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」（企業会計基準第５号
平成17年12月９日）及び「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準等の適用指針」（企業会計基準
適用指針第８号 平成17年12月９
日）を適用している。 
 従来の資本の部の合計に相当する
金額は681,883百万円である。 
 なお、中間連結財務諸表規則の改
正により、当中間連結会計期間にお
ける中間連結貸借対照表の純資産の
部については、改正後の中間連結財
務諸表規則により作成している。 

(企業結合に係る会計基準等) 
 当中間連結会計期間から「企業結
合に係る会計基準」(企業会計審議
会 平成15年10月31日)及び「事業
分離等に関する会計基準」(企業会
計基準委員会 平成17年12月27日
企業会計基準第７号)並びに「企業
結合会計基準及び事業分離等会計基
準に関する適用指針」(企業会計基
準委員会 平成17年12月27日 終
改正平成18年12月22日 企業会計基
準適用指針第10号)を適用してい
る。従来、借方の連結調整勘定の償
却額と貸方の連結調整勘定の償却額
は相殺して営業外収益に表示してい
たが、当該会計基準等の適用に伴
い、当中間連結会計期間から「のれ
ん償却額」は販売費及び一般管理費
に含め、「負ののれん償却額」は営
業外収益に計上している。これによ
り、従来と比較して販売費及び一般
管理費、営業外収益はそれぞれ
4,232百万円増加し、営業利益が同
額減少している。経常利益及び税金
等調整前中間純利益に与える影響は
ない。なお、セグメントに与える影
響については、「セグメント情報」
に記載している。 
 この適用に伴う中間連結財務諸表
の表示に関する変更は以下のとおり
である。 
 (中間連結貸借対照表) 

   無形固定資産の「連結調整勘
定」及び「営業権」は、当中間
連結会計期間から「のれん」と
して表示している。 

 (中間連結損益計算書) 
   営業外収益の「連結調整勘定

償却額」は、当中間連結会計期
間から販売費及び一般管理費の
「のれん償却額」及び営業外収
益の「負ののれん償却額」とし
て表示している。 

 (中間連結キャッシュ・フロー計
算書) 

  「連結調整勘定償却額」は、当
中間連結会計期間から「のれん
償却額」及び「負ののれん償却
額」として表示している。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
 当連結会計年度より、「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準」（企業会計基準第５号 平成
17年12月９日）及び「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」（企業会計基準適用
指針第８号 平成17年12月９日）を
適用している。 
 従来の資本の部の合計に相当する
金額は912,773百万円である。 
 なお、連結財務諸表規則の改正に
より、当連結会計年度における連結
貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の連結財務諸表規則によ
り作成している。 



表示方法の変更 

  

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

― (中間連結貸借対照表) 

１ 無形固定資産の「その他」に含めていた「営業権」

は、当中間連結会計期間から「のれん」として表示し

ている。なお、前中間連結会計期間の無形固定資産の

「その他」に含まれる「営業権」は、17,188百万円で

ある。 

２ 流動負債の「その他」に含めていた「ポイント制度

引当金」については、当中間連結会計期間において重

要性が増したため、区分掲記した。 

  なお、前中間連結会計期間における当該金額は

4,809百万円である。 

３ 流動負債の「その他」に含めていた「利息返還損失

引当金」については、当中間連結会計期間において重

要性が増したため、固定負債に区分掲記した。 

  なお、前中間連結会計期間における当該金額は382

百万円である。 

(中間連結損益計算書) 

１ 前中間連結会計期間までは独立科目として表示して

いた特別利益の「閉店損失引当金戻入益」（当中間連

結会計期間145百万円）は、当中間連結会計期間にお

いて、特別利益の「その他」に含めて表示している。 

２ 前中間連結会計期間までは独立科目として表示して

いた特別利益の「災害による保険金受入」（当中間連

結会計期間17百万円）は、当中間連結会計期間におい

て、特別利益の「その他」に含めて表示している。 

(中間連結損益計算書) 

  特別損失の「その他」に含めていた「閉店損失引当

金繰入額」については、当中間連結会計期間において

重要性が増したため、区分掲記した。 

  なお、前中間連結会計期間における当該金額は

1,370百万円である。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

項目 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

※１ 有形固定資産

減価償却累計

額 

  752,581百万円   844,257百万円   786,227百万円

※２ 担保に供して

いる資産及び

対応する債務 

(担保に供している資産) 

(対応する債務) 

 なお、担保に供している

資 産 の う ち 更 生 担 保 権

12,230百万円に対応するも

のは以下のとおりである。 

建物等 103,351百万円

土地 70,414 

差入保証金 1,080 

投資有価証券 29 

現金及び預金 4 

計 174,879 

短期借入金 12,110百万円

長期借入金 

(１年以内返

済予定分を

含む) 

92,565 

更生債権等

(更生担保

権)(１年以

内弁済予定

分を含む) 

12,230 

預り保証金 1,824 

計 118,730 

建物等 7,208百万円

土地 3,003 

差入保証金 598 

計 10,811 

(担保に供している資産) 

(対応する債務) 

 なお、担保に供している

資 産 の う ち 更 生 担 保 権

9,969百万円に対応するも

のは以下のとおりである。 

建物等 102,144百万円

土地 72,232 

売掛金及び

営業貸付金
20,873 

投資有価証券 29 

差入保証金 25 

商品 14 

現金及び預金 4 

計 195,321 

短期借入金 13,790百万円

長期借入金 

(１年以内返

済予定分を

含む) 

115,873 

更生債権等

(更生担保

権)(１年以

内弁済予定

分を含む) 

9,969 

預り保証金 1,813 

計 141,447 

建物等 7,057百万円

土地 3,003 

計 10,061 

(担保に供している資産) 

(対応する債務) 

 なお、担保に供している

資産のうち更生担保権

10,568百万円に対応するも

のは以下のとおりである。 

建物等 99,727百万円 

土地 67,353 

売掛金及び

営業貸付金 
19,695 

差入保証金 633 

投資有価証券 17 

現金及び預金 4 

計 187,432 

短期借入金 12,990百万円

長期借入金 

(１年以内返

済予定分を

含む) 

107,767 

更生債権等

(更生担保

権)(１年以

内弁済予定

分を含む) 

10,568 

預り保証金 2,362 

計 133,689 

建物等 7,005百万円

土地 3,003 

差入保証金 598 

計 10,608 

※３ 前払式証票の

規制等に関す

る法律に基づ

き担保に供し

ている資産及

び対応する債

務 

(担保に供している資産) 

(対応する債務) 

投資その他の資産その他 

  3,000百万円

投資有価証券 3百万円

差入保証金 10百万円

流動負債その他(商品券) 

  2,123百万円

(担保に供している資産) 

(対応する債務) 

投資有価証券 2,096百万円

差入保証金 10百万円

流動負債その他(商品券) 

  2,182百万円

(担保に供している資産) 

(対応する債務) 

投資その他の資産その他 

  3,000百万円

差入保証金 10百万円

投資有価証券 3百万円

流動負債その他(商品券) 

  2,143百万円

※４ 宅地建物取引

業法に基づき

担保に供して

いる資産 

(担保に供している資産) 

投資有価証券 29百万円

(担保に供している資産) 

投資有価証券 29百万円

(担保に供している資産) 

投資有価証券 29百万円

※５ 売掛金及び 

   営業貸付金 

(1)受取手形及び売掛金残

高と営業貸付金残高に金

融サービス業を営む連結

子会社が債権流動化に伴

い保有した信託受益権

が、それぞれ1,200百万

円及び9,650百万円含ま

れている。 

(1)受取手形及び売掛金残

高と営業貸付金残高に金

融サービス業を営む連結

子会社が債権流動化に伴

い保有した信託受益権

が、それぞれ381百万円

及び9,799百万円含まれ

ている。 

(1)受取手形及び売掛金残

高と営業貸付金残高に金

融サービス業を営む連結

子会社が債権流動化に伴

い保有した信託受益権

が、それぞれ342百万円

及び6,787百万円含まれ

ている。 



  

  

次へ 

項目 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

  (2)金融サービス業を営む

連結子会社は、割賦売掛

金のうちカードショッピ

ングの１回払い債権の一

部（54,347百万円）をコ

ンチェルト・レシーバブ

ルズ・コーポレーション

に売却している。 

(2)金融サービス業を営む

連結子会社は、割賦売掛

金のうちカードショッピ

ングの１回払い債権の一

部（54,347百万円）をコ

ンチェルト・レシーバブ

ルズ・コーポレーション

に売却しており、割賦売

掛金及び営業貸付金の一

部(8,180百万円)を売却

している。 

(2)金融サービス業を営む

連結子会社は、割賦売掛

金のうちカードショッピ

ングの１回払い債権の一

部(40,217百万円)をコン

チェルト・レシーバブル

ズ・コーポレーションに

売却している。 

※６ 営業貸付金  金融サービス業を営む連

結子会社の営業債権であ

る。 

同左 同左 

※７ 差入保証金 提出会社及び一部の連結

子会社(以下提出会社等と

いう)は、建設協力金によ

り建設された店舗の賃借に

係る差入保証金につき、店

舗賃貸借契約の一部である

金銭消費貸借契約条項に基

づく返還請求権を特別目的

会社(ジェイ・ワン アセ

ッツコーポレーション他１

社)に売却している。提出

会社等が当該取引に伴い会

計上売却処理した差入保証

金(当中間連結会計期間末

未償還残高58,299百万円)

については、原債務者が支

払不能等に陥った場合等の

特定の事由が発生した場

合、返還請求権を提出会社

等に売り渡す選択権が付与

されている。 

 また、特別目的会社が選

択権を行使した場合に解約

することとなるヘッジ目的

の金利スワップ契約の解約

損益は提出会社等に帰属す

る。なお、当中間連結会計

期間末現在の当該金利スワ

ップ契約の時価評価差益の

総額は390百万円である。 

提出会社及び一部の連結

子会社(以下提出会社等と

いう)は、建設協力金によ

り建設された店舗の賃借に

係る差入保証金につき、店

舗賃貸借契約の一部である

金銭消費貸借契約条項に基

づく返還請求権を特別目的

会社(ジェイ・ワン アセ

ッツコーポレーション他１

社)に売却している。提出

会社等が当該取引に伴い会

計上売却処理した差入保証

金(当中間連結会計期間末

未償還残高47,686百万円)

については、原債務者が支

払不能等に陥った場合等の

特定の事由が発生した場

合、返還請求権を提出会社

等に売り渡す選択権が付与

されている。 

 また、特別目的会社が選

択権を行使した場合に解約

することとなるヘッジ目的

の金利スワップ契約の解約

損益は提出会社等に帰属す

る。なお、当中間連結会計

期間末現在の当該金利スワ

ップ契約の時価評価差損の

総額は220百万円である。 

提出会社及び一部の連結

子会社(以下提出会社等と

いう)は、建設協力金によ

り建設された店舗の賃借に

係る差入保証金につき、店

舗賃貸借契約の一部である

金銭消費貸借契約条項に基

づく返還請求権を特別目的

会社(ジェイ・ワン アセ

ッツコーポレーション他１

社)に売却している。提出

会社等が当該取引に伴い会

計上売却処理した差入保証

金(当連結会計年度末未償

還残高51,187百万円)につ

いては、原債務者が支払不

能等に陥った場合等の特定

の事由が発生した場合、返

還請求権を提出会社等に売

り渡す選択権が付与されて

いる。 

 また、特別目的会社が選

択権を行使した場合に解約

することとなるヘッジ目的

の金利スワップ契約の解約

損益は提出会社等に帰属す

る。なお、当連結会計年度

末現在の当該金利スワップ

契約の時価評価差益の総額

は８百万円である。 

※８ のれん及び負の

のれんの表示 

― のれん及び負ののれん

は、相殺表示している。相

殺前の金額は次のとおりで

ある。 

のれん 142,667百万円

負ののれん 56,880 

差引 85,786 

― 

※９ 固定化営業債権  財務諸表等規則第32条第

１項第10号にいう「破産債

権、再生債権、更生債権そ

の他これらに準ずる債権」

である。 

同左 同左 



  

  
  

項目 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

※10 更生債権等 平成17年12月31日付で更

生手続を終結した㈱マイカ

ル他１社が、当初の更生計

画に基づき、今後弁済予定

の債務である。 

なお、更生債権等の内訳

は以下のとおりである。 

一般更生債権 4,087百万円 

(うち１年以内弁済予定 

231百万円) 

更生担保権 12,230百万円 

(うち１年以内弁済予定 

1,661百万円) 

平成17年12月31日付で更

生手続を終結した㈱マイカ

ルが、当初の更生計画に基

づき、今後弁済予定の債務

である。 

なお、更生債権等の内訳

は以下のとおりである。 

一般更生債権 3,698百万円 

(うち１年以内弁済予定 

248百万円) 

更生担保権 9,969百万円 

(うち１年以内弁済予定 

1,661 百万円) 

平成17年12月31日付で更

生手続を終結した㈱マイカ

ルが当初の更生計画に基づ

き、今後弁済予定の債務で

ある。 

なお、更生債権等の内訳

は以下のとおりである。 

一般更生債権 3,844百万円 

(うち１年以内弁済予定 

241百万円) 

更生担保権  10,568百万円 

(うち１年以内弁済予定 

2,260百万円) 

※11 流動負債その他  提出会社はペイオフリス

クを回避するため、特定店

舗における売上現金を金融

機関に預け入れることによ

り発生する寄託金元本返還

請求権を譲渡しており、こ

のうち中間期末日後に発生

する寄託金元本返還請求権

に係る譲渡代金1,775百万

円が含まれている。 

 提出会社はペイオフリス

クを回避するため、特定店

舗における売上現金を金融

機関に預け入れることによ

り発生する寄託金元本返還

請求権を譲渡しており、こ

のうち中間期末日後に発生

する寄託金元本返還請求権

に係る譲渡代金1,699百万

円が含まれている。 

 提出会社はペイオフリス

クを回避するため、特定店

舗における売上現金を金融

機関に預け入れることによ

り発生する寄託金元本返還

請求権を譲渡しており、こ

のうち期末日以後に発生す

る寄託金元本返還請求権に

係る譲渡代金1,833百万円

が含まれている。 

※12 流動負債その他

及び固定負債そ

の他 

 将来債権の流動化による

資金調達額が流動負債の

「その他」に5,400百万円

及び固定負債の「その他」

に8,700百万円含まれてい

る。 

 将来債権の流動化による

資金調達額が流動負債の

「その他」に4,950百万円

及び固定負債の「その他」

に3,750百万円含まれてい

る。 

 将来債権の流動化による

資金調達額が流動負債の

「その他」に5,400百万円

及び固定負債の「その他」

に6,000百万円含まれてい

る。 

 13 貸出コミットメ

ント 

(1) 提出会社は、ジェイ・

ワン アセッツコーポレ

ーションに対して、以下

のバックアップライン契

約を締結している。 

  同社が当該契約に基づ

く借入を行う目的は同社

が発行するコマーシャ

ル・ペーパーの決済資金

等の調達に限定されてい

る。また、提出会社が所

要資金を十分に貸出する

ことができない場合は、

不足額について取引金融

機関が貸出を行うことと

されている。なお、同社

に破産等の特定の事由が

発生した場合には、提出

会社は貸出の実行を拒絶

することが認められてい

る。 

貸出極度枠 80,000百万円

貸出実行残高 ― 

差引： 

貸出枠残高 
80,000 

(1)    同左 (1)    同左 



  

  

項目 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

  (2) 金融サービス業を営む

連結子会社は、クレジッ

トカード業務に附帯する

キャッシング業務等を行

っている。当該業務にお

ける貸出コミットメント

に係る貸出未実行残高は

次のとおりである。 

  なお、上記には流動化

の対象とした債権に係る

金額を含んでいる。 

  また、当該貸出コミッ

トメント契約において、

借入人の資金使途、信用

状態等に関する審査が貸

出の条件となっているた

め、必ずしも全額が貸出

実行されるものではな

い。 

貸出コミッ

トメント 

総額 

4,812,584百万円

貸出実行額 423,545 

差引： 

貸出未実 

行残高 

4,389,038 

(2) 金融サービス業を営む

連結子会社は、クレジッ

トカード業務に附帯する

キャッシング業務等を行

っている。当該業務にお

ける貸出コミットメント

に係る貸出未実行残高は

次のとおりである。 

  なお、上記には流動化

の対象とした債権に係る

金額を含んでいる。 

  また、当該貸出コミッ

トメント契約において、

借入人の資金使途、信用

状態等に関する審査が貸

出の条件となっているた

め、必ずしも全額が貸出

実行されるものではな

い。 

貸出コミッ

トメント 

総額 

5,140,564百万円

貸出実行額 441,961 

差引： 

貸出未実 

行残高 

4,698,603 

(2) 金融サービス業を営む

連結子会社は、クレジッ

トカード業務に附帯する

キャッシング業務等を行

っている。当該業務にお

ける貸出コミットメント

に係る貸出未実行残高は

次のとおりである。 

  なお、上記には、流動

化の対象とした債権に係

る金額を含んでいる。 

  また、当該貸出コミッ

トメント契約において、

借入人の資金使途、信用

状態等に関する審査が貸

出の条件となっているた

め、必ずしも全額が貸出 

 実行されるものではな

い。 

貸出コミッ

トメント 

総額 

5,022,052百万円

貸出実行額 433,297 

差引： 

貸出未実 

行残高 

4,588,754 

  (3) ディベロッパー事業を

営む連結子会社は、平成

13年７月５日付けでペト

リュース・ファンディン

グ・コーポレーション

（特別目的会社）へ建設

協力金返還請求権を譲渡

したことに伴い、当該建

設協力金の回収遅延等を

原因として同社に資金不

足が生じた場合には、同

社へ信用供与するバック

アップライン契約(貸出

極度額当中間連結会計期

間末6,000百万円)を締結

している。当中間連結会

計期間末ではコミットメ

ントを履行した実績はな

い。 

(3) ディベロッパー事業を

営む連結子会社は、平成

13年７月５日付けでペト

リュース・ファンディン

グ・コーポレーション

（特別目的会社）へ建設

協力金返還請求権を譲渡

したことに伴い、当該建

設協力金の回収遅延等を

原因として同社に資金不

足が生じた場合には、同

社へ信用供与するバック

アップライン契約(貸出

極度額当中間連結会計期

間末5,500百万円)を締結

している。当中間連結会

計期間末ではコミットメ

ントを履行した実績はな

い。 

(3) ディベロッパー事業を

営む連結子会社は、平成

13年７月５日付けでペト

リュース・ファンディン

グ・コーポレーション

（特別目的会社）へ建設

協力金返還請求権を譲渡

したことに伴い、当該建

設協力金の回収遅延等を

原因として同社に資金不

足が生じた場合には、同

社へ信用供与するバック

アップライン契約(貸出

極度額当連結会計年度末 

6,000百万円)を締結して

いる。当連結会計年度末

ではコミットメントを履

行した実績はない。 



  

  
  

項目 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

※14 中間期末日

満期手形の

処理方法 

 中間期末日満期手形の会

計処理は、手形交換日をも

って決済処理している。従

って、当中間期末日は金融

機関が休日であったため、

次のとおり中間期末日満期

手形が中間期末残高に含ま

れている。 

受取手形 172百万円

支払手形 3,576 

設備支払手形 83 

― ― 

 15 偶発債務 (借入債務等の保証額) 

(1) 取引先等の借入金に対

する保証 

㈱北谷町物産
 公社 

1,231百万円 

ADELAIDE BLUE  
 GUM PTY LTD. 

380 

丸之内商店街
 振興組合 

45 

計 1,658 

(借入債務等の保証額) 

(1) 取引先等の借入金に対

する保証 

㈱北谷町物産
 公社 

1,133百万円

ADELAIDE BLUE  
 GUM PTY LTD. 

480

丸之内商店街
 振興組合 

30

計 1,644

(借入債務等の保証額) 

(1) 取引先等の借入金に対

する保証 

㈱北谷町物産 
 公社 

1,182百万円

ADELAIDE BLUE  
 GUM PTY LTD. 

404 

丸之内商店街 
 振興組合 

45 

計 1,632 

  (2) 経営指導念書等 

  提出会社は、主要な関

連会社の資金調達に関連

して、各社の健全な財政

状態の維持責任を負うこ

と等を約した経営指導念

書等を金融機関等に対し

て差入れている。なお、

上記経営指導念書等のう

ち、「債務保証及び保証

類似行為の会計処理及び

表示に関する監査上の取

扱い」(平成11年２月22日 

日本公認会計士協会監査

委員会報告第61号)に基づ

く保証類似行為に該当す

るものはない。 

(2) 経営指導念書等 

同左 

(2) 経営指導念書等 

同左 

  (3)特別目的会社等との取引 

① 提出会社は、フォレス

ター特定目的会社との間

で、同社が提出会社に賃

貸する建物の建設資金の

調達のために発行した社

債の元本相当額(8,700百

万円)を、建物の賃貸借期

間終了時に同社へ支払

い、当該建物の処分価額

の一部等を同社から受取

ることを約した契約を締

結している。 

(3)特別目的会社等との取引 

①    同左 

(3)特別目的会社等との取引 

①    同左 



  

  

前へ   次へ 

項目 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

  ② 提出会社は、(有)ネオ

パス・エフアイエス（特

別目的会社)と建物賃貸借

契約を締結しているが、

解約不能期間終了時にお

いて同社が土地信託受益

権を売却し売却損失が発

生した場合には、当該売

却損失のうち4,400百万円

を限度額として同社に支

払う契約を締結してい

る。但し、当該土地信託

受益権の売却額が取得価

額の50％を下回る場合に

は、提出会社は上記の限

度額に加え、売却額が取

得価額の50％を下回った

額の半分(最大で5,150百

万円)についても、同社に 

 支払う契約となっている。 

②    同左 ②    同左 

  ③ (有)タカクラ・ファン

ディング・コーポレーシ

ョン(特別目的会社)他１

社は、提出会社及び一部

の連結子会社(以下提出会

社等という)に賃貸する建

物の建設資金等を金融機

関より借入れているが、

提出会社等は当該金融機

関との間で、当該特別目

的会社が支払不能に陥っ

た場合等の特定の事由が

生じた場合には、当該金

融機関が当該特別目的会

社に対する貸付債権の一

部(当中間連結会計期間末

現在9,405百万円)を提出

会社等に売り渡すことが

できる旨の契約を締結し

ている。なお、当該契約

により提出会社等が貸付

債権を取得した場合に

は、提出会社等は当該特

別目的会社との建物賃貸

借契約(当中間連結会計期

間末現在の解約不能期間

の未経過リース料13,913

百万円)を終了することが

できる。 

③ (有)タカクラ・ファン

ディング・コーポレーシ

ョン(特別目的会社)他１

社は、提出会社及び一部

の連結子会社(以下提出会

社等という)に賃貸する建

物の建設資金等を金融機

関より借入れているが、

提出会社等は当該金融機

関との間で、当該特別目

的会社が支払不能に陥っ

た場合等の特定の事由が

生じた場合には、当該金

融機関が当該特別目的会

社に対する貸付債権の一

部(当中間連結会計期間末

現在 12,414百万円)を提

出会社等に売り渡すこと

ができる旨の契約を締結

している。なお、当該契

約により提出会社等が貸

付債権を取得した場合に

は、提出会社等は当該特

別目的会社との建物賃貸

借契約(当中間連結会計期

間末現在の解約不能期間

の未経過リース料19,908

百万円)を終了することが

できる。 

③ (有)タカクラ・ファン

ディング・コーポレーシ

ョン(特別目的会社)他１

社は、提出会社及び一部

の連結子会社(以下提出会

社等という)に賃貸する建

物の建設資金等を金融機

関より借入れているが、

提出会社等は当該金融機

関との間で、当該特別目

的会社が支払不能に陥っ

た場合等の特定の事由が

生じた場合には、当該金

融機関が当該特別目的会

社に対する貸付債権の一

部(当連結会計年度末現在

12,991百万円)を提出会社

等に売り渡すことができ

る旨の契約を締結してい

る。なお、当該契約によ

り提出会社等が貸付債権

を取得した場合には、提

出会社等は当該特別目的

会社との建物賃貸借契約

(当連結会計年度末現在の

解約不能期間の未経過リ

ース料21,249百万円)を終

了することができる。 

  



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

※１ 固定資産売却益

の主な内訳 

河北物件 
(宮城県石巻市) 

242百万円

海南物件 
(和歌山県海南市) 

129 

その他 454 
計 825 

土地売却
(鹿児島市東開町)

99百万円

千葉ニュータウン
ＳＣ物件 
(千葉県印西市) 

93

その他 371
計 564

Kinta city SC 
(マレーシア) 

1,079百万円

河北物件  
(宮城県石巻市)

247 

海南物件
(和歌山県海南市)

129 

その他 1,095 
計 2,552 

※２ 特別利益その他

の主な内訳 

差入保証金 

回収益 
738百万円

その他 1,272 

計 2,011 

差入保証金 

回収益 
1,781百万円

その他 1,784 

計 3,565 

災害による 
保険金収入 

1,069百万円

差入保証金 
回収益 

855 

その他 3,808 
計 5,733 

※３ 固定資産除却損

の主な内訳 

建物及び 
構築物除却損 

551百万円

器具備品 
除却損 

380 

無形固定資産
除却損 

343 

その他 212 

計 1,486 

建物及び 
構築物除却損 

895百万円

器具備品 
除却損 

205

無形固定資産
除却損 

68

その他 46

計 1,216 

建物及び 
構築物除却損 

1,253百万円

器具備品 
除却損 

1,419 

ソフトウェア
除却損 

290 

その他 97 

計 3,061 



  

  

前へ   次へ 

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

※４ 減損損失  提出会社及び連結子会社

は、当中間連結会計期間にお

いて、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上してい

る。 

 提出会社及び連結子会社

は、当中間連結会計期間にお

いて、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上してい

る。 

 提出会社及び連結子会社

は、当連結会計年度におい

て、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上してい

る。 

  (1)減損損失を認識した資産

グループの概要 

①総合小売事業 

用途 種類 場所 件数 
金額 

(百万円) 

店舗 
土地及び 
建物等 

北日本 31 3,866 
関東 92 4,730 
中部 29 6,929 

西日本 44 5,398 

店舗 建物等 
大韓

民国 
108 192 

遊休 
資産 

土地及び 
建物等 

中部他 6 97 

合計 310 21,215 

(1)減損損失を認識した資産

グループの概要 

①総合小売事業 

用途 種類 場所 件数
金額

(百万円)

店舗
土地及び

建物等 

北日本 64 3,740

関東 72 1,843

中部 50 2,420

西日本 92 5,356

店舗 建物等

台湾 1 515

大韓

民国 
66 165

遊休

資産

土地及び

建物等 
西日本

他 
8 549

合計 353 14,590

(1)減損損失を認識した資産

グループの概要 

①総合小売事業 

用途 種類 場所 件数 
金額 

(百万円)

店舗
土地及び 
建物等 

北日本 52 9,183

関東 132 5,112

中部 56 7,002

西日本 62 7,385

店舗 建物等
大韓 
民国 

183 150

遊休

資産

土地及び 
建物等 

中部他 15 360

合計 500 29,194

②専門店事業 

用途 種類 場所 件数 
金額 

(百万円) 

店舗 建物等 

北日本 15 181 
関東 156 1,266 
中部 16 451 

西日本 25 549 
遊休 
資産 

土地 西日本 4 3 

合計 216 2,452 

②専門店事業 

用途 種類 場所 件数
金額

(百万円)

店舗 建物等

北日本 24 236

関東 148 961

中部 15 60

西日本 32 260

合計 219 1,519

②専門店事業 

用途 種類 場所 件数 
金額 

(百万円)

店舗 建物等

北日本 19 216

関東 182 1,397

中部 20 478

西日本 36 593

遊休

資産
土地 西日本 4 3

合計 261 2,689



  

  

  

前へ   次へ 

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

  ③ディベロッパー事業 

用途 種類 場所 件数 
金額 

(百万円) 

店舗 
土地及び 
建物等 

関東 1 579 

合計 1 579 

③ディベロッパー事業 

用途 種類 場所 件数
金額

(百万円)

店舗
土地及び

建物等 
西日本 1 756

合計 1 756

③ディベロッパー事業 

用途 種類 場所 件数 
金額 

(百万円)

店舗
土地及び 
建物等 

関東 1 579

合計 1 579

④サービス等事業 

用途 種類 場所 件数 
金額 

(百万円) 

店舗 建物等 

北日本 7 8 
関東 15 74 
中部 8 61 

西日本 13 46 
合計 43 191 

④サービス等事業 

用途 種類 場所 件数
金額

(百万円)

店舗 建物等

北日本 2 3

関東 8 13

中部 4 28

西日本 8 34

合計 22 79

④サービス等事業 

用途 種類 場所 件数 
金額 

(百万円)

店舗 建物等

北日本 11 14

関東 28 156

中部 11 70

西日本 31 99

合計 81 341



  

  

前へ   次へ 

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

  (2)減損損失の認識に至った経

緯 

 店舗における営業活動から

生ずる損益が継続してマイナ

スまたは継続してマイナスと

なる見込みである資産グルー

プ及び、遊休状態にあり今後

の使用目処が立っていない資

産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損

失に計上している。 

(2)減損損失の認識に至った経

緯 

同左 

(2)減損損失の認識に至った経

緯 

同左 

  (3)減損損失の金額 

※その他には、無形固定資産、

投資その他の資産の「その他」

に含まれている長期前払費用を

含んでいる。 

種類 
金額 

(百万円) 

建物及び構築物 14,397 

土地 6,289 

器具備品 1,549 

リース資産 1,423 

その他※ 779 

合計 24,438 

(3)減損損失の金額 

※その他には、無形固定資産、

投資その他の資産の「その他」

に含まれている長期前払費用を

含んでいる。 

種類
金額

(百万円) 

建物及び構築物 10,541 

土地 815 

器具備品 3,037 

リース資産 1,233 

その他※ 1,317 

合計 16,946 

(3)減損損失の金額 

※その他には、無形固定資産、

投資その他の資産の「その他」

に含まれている長期前払費用を

含んでいる。 

種類 
金額 

(百万円) 

建物及び構築物 19,459 

土地 7,132 

器具備品 2,817 

リース資産 1,898 

その他※ 1,497 

合計 32,804 

  (4)資産のグルーピングの方

法 

 キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、主とし

て店舗を基礎とし、また遊休

資産については物件単位毎に

グルーピングしている。 

(4)資産のグルーピングの方

法 

同左 

(4)資産のグルーピングの方

法 

同左 

  (5)回収可能価額の算定方法 

 資産グループの回収可能価

額は正味売却価額または使用

価値により測定している。正

味売却価額は、土地について

は不動産鑑定士による不動産

鑑定評価基準または固定資産

税評価額等を基に算定した金

額により、その他の固定資産

については取引事例等を勘案

した合理的な見積りにより評

価している。また、使用価値

は、将来キャッシュ・フロー

を2.1～10.4％で割り引いて

算定している。 

(5)回収可能価額の算定方法 

 資産グループの回収可能価

額は正味売却価額または使用

価値により測定している。正

味売却価額は、土地について

は不動産鑑定士による不動産

鑑定評価基準または固定資産

税評価額等を基に算定した金

額により、その他の固定資産

については取引事例等を勘案

した合理的な見積りにより評

価している。また、使用価値

は、将来キャッシュ・フロー

を2.7～11.86％で割り引いて

算定している。 

(5)回収可能価額の算定方法 

 資産グループの回収可能価

額は正味売却価額または使用

価値により測定している。正

味売却価額は、土地について

は不動産鑑定士による不動産

鑑定評価基準または固定資産

税評価額等を基に算定した金

額により、その他の固定資産

については取引事例等を勘案

した合理的な見積りにより評

価している。また、使用価値

は、将来キャッシュ・フロー

を2.1～10.4％で割り引いて

算定している。 



  

  

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

  

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

※５ 特別損失その他

の主な内訳 

(注)在外子会社の連結範囲
の変更に伴う損失は、香港
の現地法令の改正により連
結範囲が変更となったこと
に伴う連結子会社の期首剰
余金修正額である。 

貸倒引当金繰入
額 

1,377百万円

閉店損失引当金
繰入額 

1,370 

在外子会社の連
結範囲の変更に
伴う損失 

1,034 

その他 3,515 

計 7,297 

店舗閉店関係損 820百万円

その他 4,690 

計 5,510 

固定資産売却損 2,163百万円

利息返還損失 
引当金繰入額 

2,402 

店舗閉店関係損 1,386 

貸倒引当金繰入
額 

1,301 

在外子会社の 

1,047 連結範囲の変更 

に伴う損失 
流動化債権譲渡
損 

1,023 

その他 4,564 

計 13,889 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１ 発行済株式の種類及び総数並び
に自己株式の種類及び株式数に関
する事項 

(注)１ 当中間連結会計期間増加自
己株式数は、単元未満株式
の買取及び関連会社が保有
する当社株式数のうち持分
に相当する株式数の変動に
よるものである。 

２ 当中間連結会計期間減少自
己株式数は、単元未満株式
の売却によるものである。 

  発行済株
式の種類 

自己株式
の種類 

普通株式 普通株式
前連結会計年度
末株式数(千株) 

725,409 545

当中間連結会計
期間増加株式数
(千株) 

― 84

当中間連結会計
期間減少株式数
(千株) 

― 0

当中間連結会計
期間末株式数
(千株) 

725,409 630

１ 発行済株式の種類及び総数並び
に自己株式の種類及び株式数に関
する事項 

(注)１ 当中間連結会計期間増加発
行済株式総数は、新株予約
権の行使によるものであ
る。 

  ２ 当中間連結会計期間増加自
己株式数は、単元未満株式
の買取及び関連会社が保有
する当社株式数のうち持分
に相当する株式数の変動に
よるものである。 

３ 当中間連結会計期間減少自
己株式数は、単元未満株式
の売却によるものである。 

  発行済株
式の種類

自己株式
の種類 

普通株式 普通株式
前連結会計年度
末株式数(千株)

800,208 633

当中間連結会計
期間増加株式数
(千株) 

238 5

当中間連結会計
期間減少株式数
(千株) 

― 0

当中間連結会計
期間末株式数 
(千株) 

800,446 637

１ 発行済株式の種類及び総数並び
に自己株式の種類及び株式数に関
する事項 

(注)１ 当連結会計年度増加発行済
株式総数は、一般募集によ
る新株式発行、第三者割当
による新株式発行及び新株
予約権の行使によるもので
ある。 

２ 当連結会計年度増加自己株
式数は、単元未満株式の買
取及び関連会社が保有する
当社株式数のうち持分に相
当する株式数の変動による
ものである。 

３ 当連結会計年度減少自己株
式数は、単元未満株式の売
却によるものである。 

発行済株
式の種類 

自己株式
の種類 

普通株式 普通株式
前連結会計年度
末株式数(千株)

725,409 545

当連結会計年度
増加株式数 
(千株) 

74,798 88

当連結会計年度
減少株式数 
(千株) 

― 0

当連結会計年度
末株式数(千株)

800,208 633

  ２ 新株予約権に関する事項

区分 新株予約権
の内訳 

新株予約権の
目的となる
株式の種類

当中間
連結会 
計期間 
末残高 
(百万円)

提出会社 

第２回新株
予約権 普通株式 289

ストック・
オプション
としての新
株予約権 

― 138

合計 427

  



  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

２ 配当に関する事項 

 配当金支払額 

平成18年４月５日開催の取締役

会において次のとおり決議した。 

 普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額 10,872百万円

②１株当たり配当額 15円

③基準日 平成18年２月20日

④効力発生日 平成18年４月19日

３ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

平成19年４月４日開催の取締役

会において次のとおり決議した。 

 普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額 11,994百万円

②１株当たり配当額 15円

③基準日 平成19年２月20日

④効力発生日 平成19年４月20日

２ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

平成18年４月５日開催の取締役

会において次のとおり決議した。 

 普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額 10,872百万円

②１株当たり配当額 15円

③基準日 平成18年２月20日

④効力発生日 平成18年４月19日

  (2)基準日が当中間連結会計期間に属

する配当のうち、配当の効力発生

日が当中間連結会計期間後となる

もの 
― 

(2)基準日が当連結会計年度に属する

配当のうち、配当の効力発生日が

翌連結会計年度となるもの 

 平成19年４月４日開催の取締役 

会において、次のとおり決議した。

普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額 11,994百万円

②配当の原資 利益剰余金

③１株当たり配当額 15円

④基準日 平成19年２月20日

⑤効力発生日 平成19年４月20日

  (3)配当制限(分配制限) 

第１回利払繰延条項・期限前償

還条項付（劣後特約付）無担保社

債及び第２回利払繰延条項・期限

前償還条項付（劣後特約付）無担

保社債について、当該社債の契約

上の特定事由に抵触し利払が繰り

延べまたは利払原資が制限される

場合、当該期間中は配当及び自己

株式の取得等は行わないこととし

ている。 

(3)配当制限(分配制限) 

第１回利払繰延条項・期限前償

還条項付（劣後特約付）無担保社

債及び第２回利払繰延条項・期限

前償還条項付（劣後特約付）無担

保社債について、当該社債の契約

上の特定事由に抵触し利払が繰り

延べまたは利払原資が制限される

場合、当該期間中は配当及び自己

株式の取得等は行わないこととし

ている。 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

  

現金及び預金 249,333百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△9,662 

有価証券 84 

負の現金同等物 
としての当座借越 

△181 

保険料預り金 △372 

現金及び 
現金同等物 

239,201 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

  

現金及び預金 261,590百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△11,986 

負の現金同等物 
としての当座借越 

△959 

保険料預り金 △504 

現金及び 
現金同等物 

248,140 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 398,375百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△11,519 

負の現金同等物 
としての当座借越 

△3,620 

保険料預り金 △383 

現金及び 
現金同等物 

382,851 



(リース取引関係) 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(借手側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借手側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借手側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額 

  

  
取得価額
相当額 

(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 

相当額
(百万円)

建物 
及び 

構築物 
19,968 6,176 5,220 8,570

器具 
備品 87,963 49,169 5,913 32,881

(有形固 
定資産) 
その他 

2,522 1,113 4 1,403

合計 110,453 56,459 11,138 42,855

  

  
取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

減損損失
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高 
相当額

(百万円)
建物 
及び 
構築物 

20,523 6,943 5,438 8,141

器具 
備品 79,680 44,410 6,687 28,581

(有形固 
定資産) 
その他 

1,917 955 4 957

合計 102,120 52,309 12,130 37,680

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額
(百万円)

建物
及び 

構築物
20,524 6,490 5,220 8,813

器具
備品 77,661 43,213 5,574 28,873

(有形固
定資産)
その他

2,043 1,019 8 1,014

合計 100,229 50,723 10,803 38,702

②未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間期

末残高 

１年内 17,183百万円

１年超 35,514 

合計 52,698 

リース資産減損 

勘定中間期末残高 
7,838 

②未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間期

末残高 

１年内 16,035百万円

１年超 30,875 

合計 46,910 

リース資産減損 

勘定中間期末残高
7,346 

②未経過リース料期末残高相当額及

びリース資産減損勘定期末残高 

１年内 16,053百万円

１年超 32,555 

合計 48,608 

リース資産減損 

勘定期末残高 
7,001 

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 10,722百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
1,344 

減価償却費相当額 8,998 

支払利息相当額 632 

減損損失 1,423 

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 10,171百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
1,290 

減価償却費相当額 7,723 

支払利息相当額 598 

減損損失 1,233 

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 20,139百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
2,634 

減価償却費相当額 16,501 

支払利息相当額 1,247 

減損損失 1,898 

④減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

いる。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっている。 

  

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 105,550百万円

１年超 711,740 

合計 817,290 

１年内 122,719百万円

１年超 803,024 

合計 925,743 

１年内 116,679百万円

１年超 771,538 

合計 888,218 



  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(貸主側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(貸主側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(貸主側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 138百万円

１年超 652 

合計 791 

―  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 92百万円

１年超 309 

合計 401 

 上記は、転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料中間

期末残高相当額である。 

 なお、借主側の残高はほぼ同

額であり、借主側の未経過リー

ス料中間期末残高相当額に含ま

れている。 

  

   上記は、転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末

残高相当額である。 

 なお、借主側の残高はほぼ同

額であり、借主側の未経過リー

ス料期末残高相当額に含まれて

いる。 

  

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 
― １年内 786百万円

１年超 1,493 

合計 2,279 

１年内 786百万円

１年超 1,886 

合計 2,673 



(有価証券関係) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 前中間連結会計期間の株式の取得原価(43,313百万円)は、減損処理(149百万円)を行ったため、減損処理後の取得原価となっ

ている。 

当中間連結会計期間の株式の取得原価(51,038百万円)は、減損処理(18百万円)を行ったため、減損処理後の取得原価となっ

ている。 

前連結会計年度の株式の取得原価(42,632百万円)は、減損処理(148百万円)を行ったため、減損処理後の取得原価となってい

る。 

  

種類 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

中間連結
貸借対照
表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借
対照表 
計上額 
(百万円)

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円)

国債・地方債等 992 990 △1 3,083 3,076 △6 990 986 △3 

合計 992 990 △1 3,083 3,076 △6 990 986 △3 

種類 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

取得原価
(百万円) 

中間連結
貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円)

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円)

(1) 株式 43,313 89,304 45,990 51,038 91,336 40,297 42,632 85,845 43,213 

(2) 債券 3,036 3,030 △5 6,116 6,094 △22 4,030 4,019 △10 

   国債・地方債等 32 32 △0 1,117 1,117 0 32 32 0 

   社債 3,003 2,998 △4 4,998 4,977 △21 3,998 3,987 △10 

(3) その他 1,938 1,932 △5 350 364 14 389 380 △8 

合計 48,287 94,267 45,980 57,505 97,795 40,289 47,052 90,245 43,193 



３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結(連結)貸借対照表計上額 

  

  

  

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

(1) 通貨関連 

(注) １ 時価の算定方法 

当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格を使用している。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は注記の対象から除いている。 

  

(2) 金利関連 

(注) １ 時価の算定方法 

当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格を使用している。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は注記の対象から除いている。 

  

前へ   次へ 

種類 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

中間連結貸借
対照表計上額(百万円) 

中間連結貸借
対照表計上額(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

その他有価証券       

(1) 非上場株式 9,111 6,817 7,269 

(2) 匿名組合出資金 1,215 423 428 

(3) その他 87 2 ― 

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

区分 取引の種類 
契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

市場取 
引以外 
の取引 

通貨スワップ
取引 

14,865 15 15 ― ― ― ― ― ― 

市場取 
引以外 
の取引 

為替予約取引 ― ― ― 258 244 △13 ― ― ― 

合計 14,865 15 15 258 244 △13 ― ― ― 

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

区分 取引の種類 
契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

市場取 
引以外 
の取引 

金利スワップ
取引 

309 △3 △3 1,080 △1 △1 ― ― ― 

合計 309 △3 △3 1,080 △1 △1 ― ― ― 



(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

１．国内連結子会社 

(1) ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費(その他)  ７百万円 

  

(2) 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  

  

２．在外連結子会社 

(1) ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  

(注) 在外連結子会社の本邦通貨への換算時に使用した期中平均為替相場により換算している。 

  

(2) 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  

  

前へ   次へ 

会社名 イオン㈱ 

年度 平成19年 

付与対象者の区分及び数 執行役30名

株式の種類別の 
ストック・オプション付与数 

普通株式 66,500株 

付与日 平成19年４月21日 

権利確定条件 ― 

対象勤務期間 ― 

権利行使期間 平成19年５月21日から平成34年５月20日まで

権利行使価格(円) 1 

付与日における公正な 
評価単価(円) 

2,085

会社名 THE TALBOTS,INC. 

科目名 売上原価 販売費および一般管理費 

金額(百万円) 93 897 

(注) (776千米ドル) (7,477千米ドル) 

会社名 THE TALBOTS,INC. 

付与対象者の区分 取締役及び従業員 

株式の種類別の 
ストック・オプション付与数 

普通株式 1,283,200株 

付与日 報酬委員会の定める日 

権利確定条件及び対象勤務期間 
付与日より１年経過日毎に、勤務していることを条件に３分の１ずつ３年
に亘ってそれぞれ権利株数が確定する。 

権利行使期間 付与日から10年間 

加重平均による権利行使価格 
(米ドル) 

24.86 

付与日における公正な評価単価 
(米ドル) 

8.05 



前連結会計年度(自 平成18年２月21日 至 平成19年２月20日) 

１．国内連結子会社 

(1) ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの内容 

  

  

(2) ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

  

  

会社名 オリジン東秀㈱ オリジン東秀㈱ オリジン東秀㈱ オリジン東秀㈱ 

年度 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 

付与対象者の区分及
び数 

取締役１名、監査役
２名及び従業員138
名、子会社取締役１
名及び従業員３名 

従業員162名及び子
会社従業員４名 
  
  

取締役12名及び従業
員128名、子会社取
締役２名及び従業員
１名 

取締役12名、監査役
４名及び従業員174
名、子会社従業員４
名 

ストック・オプショ
ン数 

普通株式 102,000株 普通株式 91,500株 普通株式 106,500株 普通株式 176,000株 

付与日 平成14年６月22日 平成15年６月21日 平成16年６月19日 平成17年６月18日 

権利確定条件 ― ― ― ― 

対象勤務期間 ― ― ― ― 

権利行使期間 
平成16年７月１日か
ら平成19年６月30日
まで 

平成17年７月１日か
ら平成20年６月30日
まで 

平成18年７月３日か
ら平成21年６月30日
まで 

平成19年７月２日か
ら平成22年６月30日
まで 

会社名 オリジン東秀㈱ オリジン東秀㈱ オリジン東秀㈱ オリジン東秀㈱ 

年度 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 

権利確定前(株)         

 前連結会計年度末 ― ― ― ― 

 付与 ― ― ― ― 

 失効 ― ― ― ― 

 権利確定 ― ― ― ― 

 未確定残 ― ― ― ― 

権利確定後(株)         

 前連結会計年度末 32,700 9,000 82,500 147,000 

 権利確定 ― ― ― ― 

 権利行使 1,000 500 ― ― 

 失効 1,500 1,500 9,500 17,500 

 未行使残 30,200 7,000 73,000 129,500 



② 単価情報 

  

  

(3) ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

該当事項はない。 

  

２．在外連結子会社 

(1) ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  

(注) 在外連結子会社の本邦通貨への換算時に使用した期中平均為替相場により換算している。 

  

(2) ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの内容 

  

  

会社名 オリジン東秀㈱ オリジン東秀㈱ オリジン東秀㈱ オリジン東秀㈱ 

年度 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 

権利行使価格 (円) 2,469 1,393 1,875 2,090 

行使時平均株価(円) 2,993 2,985 ― ― 

付与日における公正
な評価単価  (円) 

― ― ― ― 

会社名 THE TALBOTS,INC. 

科目名 売上原価 販売費および一般管理費 

金額(百万円) 303 1,800 

(注) (2,594千米ドル) (15,402千米ドル) 

会社名 THE TALBOTS,INC. 

付与対象者の区分 取締役及び従業員 

付与日 報酬委員会の定める日 

権利確定条件及び対象勤務期間 
付与日より１年経過日毎に、勤務していることを条件に３分の１ずつ３年
に亘ってそれぞれ権利株数が確定する。 

権利行使期間 付与日から10年間 

権利行使価格 7.41米ドル～51.13米ドル 

加重平均による公正な評価単価 

(直近３年度) 

  

平成18年度  8.85米ドル 

平成17年度 12.14米ドル 

平成16年度 16.67米ドル 



② ストック・オプションの数 

  

  

③ 単価情報 

  

  

(3) ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  

(注) ※１ 予想残存期間に対応する期間の株価実績に基づき算定している。 

※２ ストック・オプションにかかる過去の実績率に基づいて算定している。 

※３ 配当額÷株価(付与日)に基づき算定している。 

※４ 予想残存期間に対応する期間に対応する米国ゼロクーポン債の利回りである。 

  
なお、THE TALBOTS,INC.については、ストック・オプションの会計処理は米国会計基準ＳＦＡＳ第123Ｒ号を適用
している。 

  

前へ     

会社名 THE TALBOTS,INC. 

株式の種類 普通株式 

未決済株(権利未確定株及び未行使
残株) 

  

 前連結会計年度末(株) 
 (内、権利確定株) 

7,908,596
(5,968,324) 

 付与 1,092,600

 権利行使 267,168

 失効 295,098

 当連結会計年度末(株) 
 (内、権利確定株) 

8,438,930
(6,412,945) 

会社名 THE TALBOTS,INC. 

区分 権利行使 未決済残高 

権利行使価格(米ドル) 14.15 28.44 

会社名   THE TALBOTS,INC. THE TALBOTS,INC. THE TALBOTS,INC. 

年度   平成16年度 平成17年度 平成18年度 

使用した評価技法   ブラック・ショールズ式 ブラック・ショールズ式 ブラック・ショールズ式 

株価変動性 (※１) 54.8％ 47.9％ 41.8％ 

予想残存期間 (※２) ６年 4.2年 4.5年 

予想配当 (※３) 1.3％ 1.5％ 2.0％ 

無リスク利子率 (※４) 3.7％ 4.0％ 4.7％ 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成18年２月21日 至平成18年８月20日) 

  

当中間連結会計期間(自平成19年２月21日 至平成19年８月20日) 

  

前連結会計年度(自平成18年２月21日 至平成19年２月20日) 

(注) １ 事業区分の方法 

事業は、グループ内の事業展開を基準として区分している。 

２ 各事業区分の主要な内容 

(1) 総合小売事業…………ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア(GMS)、スーパーマーケット、コンビニエンスストア及び

百貨店等 

(2) 専門店事業……………婦人服、ファミリーカジュアルファッション、ヘルス＆ビューティー及び靴等を販売する専門店

(3) ディベロッパー事業…商業施設を開発・賃貸運営するディベロッパー 

(4) サービス等事業………金融、アミューズメント、外食、店舗メンテナンス、卸売業等 

３ 会計処理の変更 

    「会計処理の変更」に記載のとおり、提出会社及び一部の連結子会社は当中間連結会計期間から企業結合に係る会計基準

等を適用している。 

  これにより営業利益は総合小売事業が1,597百万円、専門店事業が1,059百万円、ディベロッパー事業が1,391百万円、サ

ービス等事業が184百万円減少している。 

  

  
総合小売 
(百万円) 

専門店 
(百万円) 

ディベ
ロッパー 
(百万円) 

サービス等
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益               
(1) 外部顧客に対する 

営業収益 
1,862,888 281,444 41,688 159,462 2,345,483 ― 2,345,483 

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

16,694 1,303 16,527 164,168 198,692 △198,692 ― 

計 1,879,583 282,747 58,215 323,630 2,544,176 △198,692 2,345,483 

営業費用 1,851,541 273,969 41,917 294,248 2,461,676 △198,524 2,263,151 

営業利益 28,042 8,778 16,298 29,381 82,500 △168 82,332 

  
総合小売 
(百万円) 

専門店 
(百万円) 

ディベ
ロッパー 
(百万円) 

サービス等
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益               
(1) 外部顧客に対する 

営業収益 
1,993,729 317,017 47,561 166,845 2,525,154 ― 2,525,154 

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

18,319 1,397 19,070 192,203 230,990 △230,990 ― 

計 2,012,048 318,415 66,631 359,048 2,756,144 △230,990 2,525,154 

営業費用 1,988,400 316,960 50,931 332,055 2,688,347 △230,954 2,457,392 

営業利益 23,648 1,455 15,700 26,993 67,797 △36 67,761 

  
総合小売 
(百万円) 

専門店 
(百万円) 

ディベ
ロッパー 
(百万円) 

サービス等
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益               
(1) 外部顧客に対する 

営業収益 
3,801,701 607,076 90,871 325,126 4,824,775 ― 4,824,775 

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

34,700 2,589 36,120 337,225 410,635 △410,635 ― 

計 3,836,401 609,665 126,992 662,351 5,235,410 △410,635 4,824,775 

営業費用 3,761,216 593,447 88,454 600,765 5,043,882 △408,835 4,635,047 

営業利益 75,184 16,218 38,538 61,586 191,528 △1,800 189,728 



【所在地別セグメント情報】 
前中間連結会計期間(自平成18年２月21日 至平成18年８月20日) 

  

当中間連結会計期間(自平成19年２月21日 至平成19年８月20日) 

  

前連結会計年度(自平成18年２月21日 至平成19年２月20日) 

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっている。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域……北  米：米国、カナダ 

アジア等：中華人民共和国、大韓民国、台湾、マレーシア、タイ、 

シンガポール、インドネシア、オーストラリア 

２ 前連結会計年度において、中国・マレーシア地域の店舗展開が進んでいること等、アジア地域へのグループ戦略の比重が

大きくなってきたため、セグメントの名称を「その他の地域」から「アジア等」に変更した。 

３ 「アジア等」に含まれる一部の連結子会社において、コンセッショナリー契約における取扱高を前中間連結会計期間は総

額表示としていたが、前連結会計年度において純額表示に変更している。これにより、前中間連結会計期間の表示に比し

て営業収益が15,124百万円減少している。 

４ 会計処理の変更 

  「会計処理の変更」に記載のとおり、提出会社及び一部の連結子会社は当中間連結会計期間から企業結合に係る会計基準

等を適用している。 

  これにより営業利益は日本において3,650百万円、アジア等において582百万円減少している。 

  

  
日本 

(百万円) 
北米

(百万円) 
その他の地域
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益             
(1) 外部顧客に 

対する営業収益 
2,087,799 117,157 140,526 2,345,483 ― 2,345,483 

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

885 896 1,829 3,612 △3,612 ― 

計 2,088,685 118,053 142,356 2,349,096 △3,612 2,345,483 

営業費用 2,018,093 112,764 135,911 2,266,769 △3,617 2,263,151 

営業利益 70,591 5,289 6,445 82,326 5 82,332 

  
日本 

(百万円) 
北米

(百万円) 
アジア等
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益             
(1) 外部顧客に 

対する営業収益 
2,236,634 136,094 152,425 2,525,154 ― 2,525,154 

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

638 881 1,099 2,619 △2,619 ― 

計 2,237,272 136,975 153,525 2,527,773 △2,619 2,525,154 

営業費用 2,177,766 136,940 145,202 2,459,909 △2,516 2,457,392 

営業利益 59,506 35 8,322 67,864 △103 67,761 

  
日本 

(百万円) 
北米

(百万円) 
アジア等
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益             
(1) 外部顧客に 

対する営業収益 
4,300,522 257,957 266,295 4,824,775 ― 4,824,775 

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

1,234 1,883 3,780 6,899 △6,899 ― 

計 4,301,757 259,841 270,076 4,831,674 △6,899 4,824,775 

営業費用 4,137,912 250,479 253,784 4,642,176 △7,129 4,635,047 

営業利益 163,845 9,361 16,291 189,497 230 189,728 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成18年２月21日 至平成18年８月20日) 

  

当中間連結会計期間(自平成19年２月21日 至平成19年８月20日) 

  

前連結会計年度(自平成18年２月21日 至平成19年２月20日) 

(注) １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法……………地理的近接度によっている。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域……北  米：米国、カナダ 

２ 前連結会計年度において、中国・マレーシア地域の店舗展開が進んでいること等、アジア地域へのグループ戦略の比重が

大きくなってきたため、セグメントの名称を「その他の地域」から「アジア等」に変更した。 

３ 海外営業収益は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高及びその他の営業収入の合計額であ

る。 

４ 「アジア等」に含まれる一部の連結子会社において、コンセッショナリー契約における取扱高を前中間連結会計期間は総

額表示としていたが、前連結会計年度において純額表示に変更している。これにより、前中間連結会計期間の表示に比し

て海外営業収益が15,124百万円減少している。 
  

  北米 その他の地域 合計 

Ⅰ 海外営業収益(百万円) 117,157 140,526 257,684 

Ⅱ 連結営業収益(百万円) ― ― 2,345,483 

Ⅲ 連結営業収益に占める海外 
営業収益の割合(％) 

5.0 6.0 11.0 

  北米 アジア等 合計 

Ⅰ 海外営業収益(百万円) 136,094 152,425 288,519 

Ⅱ 連結営業収益(百万円) ― ― 2,525,154 

Ⅲ 連結営業収益に占める海外 
営業収益の割合(％) 

5.4 6.0 11.4 

  北米 アジア等 合計 

Ⅰ 海外営業収益(百万円) 257,957 266,295 524,252 

Ⅱ 連結営業収益(百万円) ― ― 4,824,775 

Ⅲ 連結営業収益に占める海外 
営業収益の割合(％) 

5.3 5.5 10.9 

                  アジア等：中華人民共和国、大韓民国、台湾、マレーシア、タイ、

シンガポール、インドネシア、オーストラリア 



(１株当たり情報) 

  

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり中間(当期)純利益 

  

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 941円14銭 1,153円27銭 1,141円40銭 

１株当たり中間(当期)純利益 31円96銭 29円77銭 77円31銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 
31円91銭 29円77銭 77円30銭 

  前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の
純資産の部の合計額(百万円) 

951,358 1,218,324 1,200,783 

普通株式に係る純資産額(百万円) 682,119 922,391 912,638 

差額の主な内訳(百万円) 
 少数株主持分 

269,239 295,504 287,840 

普通株式の発行済株式数(千株) 725,409 800,446 800,208 

普通株式の自己株式数(千株) 630 637 633 

１株当たり純資産の算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

724,779 799,808 799,574 

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

中間(当期)純利益(百万円) 23,168 23,807 57,656 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円) 23,168 23,807 57,656 

普通株式の期中平均株式数(千株) 724,821 799,660 745,767 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純
利益の算定に用いられた中間(当期)純利
益調整額(百万円) 
(持分法適用関連会社の新株予約権及び転
換社債) 

35 0 3 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間(当期)純利益の算定
に含まれなかった潜在株式の概要 

― 潜在株式の種類
 イオン㈱ 
 第２回新株予約権 
潜在株式の数 918個 
 この詳細について
は、「第４ 提出会社
の状況 １ 株式等の
状況 (2)新株予約権等
の状況」に記載のとお
りである。 

潜在株式の種類 
 イオン㈱ 
 第２回新株予約権 
潜在株式の数 969個
 この詳細について
は、「第４ 提出会
社の状況 １ 株式
等の状況 (2)新株予
約権等の状況」に記
載のとおりである。 



(重要な後発事象) 

  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１ 提出会社は、平成18年９月20日

付の代表執行役社長の決定に基づ

き、利払繰延条項・期限前償還条

項付（劣後特約付）無担保社債

（適格機関投資家限定）を発行し

た。その概要は次のとおりであ

る。 

  

「第１回」 

(1) 発行総額 45億円 

(2) 発行価格  

  額面100円につき100円 

(3) 利率 

(4) 払込期日 平成18年９月29日 

(5) 償還期限 平成68年９月29日 

 但し、平成23年９月29日もし

くはそれ以降に到来する本社債

の利払い期日又は本社債につい

て著しく不利益な税務上の取扱

を受けた場合には期限前償還す

ることができる。 

(6) 資金使途 

短期債務返済資金に充当 

(7) 重要な特約 

①劣後特約 

 提出会社に破産手続き開始等

の事由が発生した場合、本社債

は全ての一般債権者に対して劣

後する。 

②利払特約 

 提出会社の財務状況が一定程

度以上悪化した場合等には、利

払いを 長で10年間繰り延べる

ことができ、また、提出会社の

財務状況がさらに悪化した場合

には利払いの原資が新株発行等

によって調達される資金に限定

される。 

 なお、この場合には、提出会

社は剰余金の配当及び自己株式

の取得等は行わない。 

③借換制限 

 償還等が行われる際は本社債

と同等以上の資本性を認める手

段によって資金調達を行うもの

とする。 

払込期日の翌日から 

平成28年９月29日まで 

     ：年3.25％ 

平成28年９月29日の翌日以降 

     ：６ケ月ユーロ円 

      ライボー＋2.40％

１ 自己株式の取得 

提出会社は、平成19年10月４日

開催の取締役会において、会社法

第459条第１項第１号及び提出会社

定款の定めに基づき自己株式を取

得することを決議し、次のとおり

取得した。 

  

(1) 自己株式の取得の目的：経営環

境の変化に対応した機動的な資本

政策を実行するため。 

(2) 取得した株式の種類：普通株式 

(3) 取得方法：東京証券取引所の

TosTNet-2（終値取引）による買

付け  

(4) 取得した株式の総数： 

   34,692,200株 

(5) 取得価額の総額：60,676百万円 

(6) 取得日：平成19年10月19日 

(参考)平成19年10月４日開催の取締

役会における決議内容 

(1) 取得する株式の種類：普通株式 

(2) 取得する株式の総数： 

   35,000,000株(上限) 

(3) 取得価額の総額： 

   70,000百万円(上限) 

(4) 取得する期間：平成19年10月５

日より平成19年12月28日まで 

  

２ 新規事業の開始及び連結子会社

の異動 

  連結子会社であるイオン総合金

融準備㈱（平成19年10月５日に社

名を「㈱イオン銀行」へ変更）

は、平成19年10月19日に24,000百

万円の第三者割当増資を実施し、

提出会社は4,800百万円を引き受け

た。その結果、同社は提出会社の

100％子会社から関連会社となって

いる。また、同社は平成19年10月

11日に金融庁から銀行業の営業免

許を取得し、同年10月15日に事業

を開始した。同社の概要及び事業

の内容は次のとおりである。 

(1) 会社の概要 

①名  称：㈱イオン銀行 

②資本の額：16,250百万円 

③引受後の議決権比率：36.0％ 

④従業員数：402名（平成19年10

月１日現在） 

  

株式の取得 

平成19年３月９日、提出会社は

丸紅㈱及び㈱ダイエーと株式譲渡

契約を締結し、同年３月16日に株

式を譲り受けた。その概要は次の

とおりである。 

(1) 株式の取得の旨及び目的 

提出会社、㈱ダイエー及び丸紅

㈱は、平成18年10月13日に締結し

た資本・業務提携の独占交渉に関

する覚書に基づき協議・検討を行

った結果、提出会社と㈱ダイエー

が共通に有するお客さま第一主義

の基本理念のもと、互いの暖簾を

尊重しつつ協力・協業していくこ

とにより、両社が、さらなる企業

価値の向上を達成することが可能

であるとの結論に至り、平成19年

３月９日、３社は資本・業務提携

契約を締結した。この業務提携契

約の締結を受けて、提出会社は、

丸紅㈱より㈱ダイエー株式の一部

を譲り受け、㈱ダイエーより㈱マ

ルエツ株式の一部を譲り受けるこ

とに合意した。 

(2) 株式取得の相手会社の名称 

㈱ダイエー株式：丸紅㈱ 

㈱マルエツ株式：㈱ダイエー 

(3) 取得した株式の企業の名称、事

業内容、規模 

名  称：㈱ダイエー 

事業内容：総合小売事業 

規  模： 

 なお、上記の数値は、㈱ダイエ

ーが関東財務局長に提出した平成

18年８月期の半期報告書及び平成

18年２月期の有価証券報告書のう

ち、①～③は、㈱ダイエー単独の

経営指標等に基づき、④～⑧は、

㈱ダイエーの連結経営指標等に基

づいている。 

  平成18年 
８月期 

平成18年
２月期 

①資本の額(百万円) 56,517 56,517

②従業員数(名) 6,019 6,979

③店舗数(店) ― 210

④売上高(百万円) 551,530 1,431,508

⑤経常利益(百万円) 19,600 24,268

⑥当期(中間)純利益

  (百万円) 
13,353 413,160

⑦総資産(百万円) 1,235,598 1,343,307

⑧純資産(百万円) 161,021 112,632



  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

「第２回」 

(1) 発行総額 265億円 

(2) 発行価格  

  額面100円につき100円 

(3) 利率 

(4) 払込期日 平成18年９月29日 

(5) 償還期限 平成68年９月29日 

 但し、平成23年９月29日もし

くはそれ以降に到来する本社債

の利払い期日又は本社債につい

て著しく不利益な税務上の取扱

を受けた場合には期限前償還す

ることができる。 

(6) 資金使途  

短期債務返済資金に充当 

(7) 重要な特約 

①劣後特約 

  提出会社に破産手続き開始等

の事由が発生した場合、本社債

は全ての一般債権者に対して劣

後する。 

②利払特約 

 提出会社の財務状況が一定程

度以上悪化した場合等には、利

払いを 長で10年間繰り延べる

ことができ、また、提出会社の

財務状況がさらに悪化した場合

には利払いの原資が新株発行等

によって調達される資金に限定

される。 

 なお、この場合には、提出会

社は剰余金の配当及び自己株式

の取得等は行わない。 

③借換制限 

 償還等が行われる際は本社債

と同等以上の資本性を認める手

段によって資金調達を行うもの

とする。 

払込期日の翌日から 

平成28年９月29日まで 

     ：６ケ月ユーロ円 

      ライボー＋1.40％

平成28年９月29日の翌日以降 

     ：６ケ月ユーロ円 

      ライボー＋2.40％

(2) 事業の内容 

  イオンのショッピングセンター

内で気軽に資産運用やローンの借

り入れについてご相談いただける

店舗（インストアブランチ）を開

設するとともに、イオン銀行が発

行するキャッシュカード（イオン

バン クカ ード）に電子 マネ ー

“WAON”を搭載するなど幅広いサ

ービスを提供する「リテール・フ

ルバンキング」を展開する予定で

ある。 

①業務内容 

・普通預金、定期預金、積立定期

預金等の預金受入業務 

・年金保険等の保険商品の販売 

・投資信託の販売 

・住宅ローン、カードローン等の

ローン商品の販売 

②営業形態 

・イオンが展開するショッピング

センター内へのインストアブラ

ンチの開設 

・イオンが展開するショッピング

センター、スーパーマーケット

内へのATMの設置 

・インターネットバンキング、モ

バイルバンキングの取り扱い 

  

名  称：㈱マルエツ 

事業内容：スーパーマーケット事業 

規  模： 

 なお、上記の数値は、㈱マルエ

ツが関東財務局長に提出した平成

18年８月期の半期報告書及び平成

18年２月期の有価証券報告書のう

ち、①～③は、㈱マルエツ単独の

経営指標等に基づき、④～⑧は、

㈱マルエツの連結経営指標等に基

づいている。 

(4) 株式取得の時期 

 平成19年３月16日 

(5) 取得した株式の数、取得価額及

び取得後の持分比率 

 名称：㈱ダイエー 

 取得した株式の数： 

    甲種類株式 29,860,000株 

 取得価額：１株当たり1,550円、 

    総額46,283百万円 

 取得後の持分比率：15.00％ 

 取得後の議決権比率：15.12％ 

 (注)1.甲種類株式29,860,000株は、

       平成19年５月10日以降、発行

価額と同額(但し、一定の調

整が加えられることがあ

る。)にて、㈱ダイエーの普

通株式に転換請求することが

できる。また、甲種類株式は

株主総会において議決権を有

し、利益配当請求権は有さ

ず、残余財産請求権は普通株

式に劣後する。 

   2.取得後の持分比率及び議決権

比率は、㈱ダイエーの平成18

年８月期の半期報告書に記載

されている発行済株式総数及

び総株主の議決権の数を基準

に算出している。 

  平成18年 
８月期 

平成18年
２月期 

①資本の額(百万円) 37,549 37,549

②従業員数(名) 3,345 3,355

③店舗数(店) 194 201

④売上高(百万円) 161,379 323,313

⑤経常損益(百万円) 2,082 △1,141

⑥当期(中間)純損益

  (百万円) 
1,747 △9,631

⑦総資産(百万円) 124,541 130,346

⑧純資産(百万円) 39,902 38,178



  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

２ 提出会社は、平成18年10月４日

付の代表執行役社長の決定に基づ

き、第２回新株予約権を発行し

た。その概要は次のとおりであ

る。 

(1) 募集の方法 

 第三者割当の方法によりすべ

ての新株予約権を新光証券株式

会社に割り当てる。 

(2) 発行価額の総額 

 321百万円 

(3) 新株予約権の発行総数 

 1,020個 

(4) 割当日及び払込期日 

 平成18年10月20日 

(5) 新株予約権の目的となる株式の

種類及び数 

①種類 普通株式 

②数 

新株予約権１個の行使により

提出会社が交付する普通株式の

数は、金10,000,000円を新株予

約権の行使価額で除した数と

し、１株未満の端数が生じたと

きはこれを切り捨てた数とす

る。本新株予約権の行使により

交付する普通株式の総数は、割

当株式数に本新株予約権の総数

を乗じた数とする。 

(6) 行使価額 

 3,196円(新株予約権の行使時点

における提出会社普通株式の株価

により、修正され、かつ、一定の

調整を行う。) 

(7) 新株予約権の行使期間 

平成18年10月23日から平成28年10

月20日 

(8) 発行の目的 

 平成18年９月29日に発行された

提出会社第１回及び第２回利払繰

延条項・期限前償還条項付（劣後

特約付）無担保社債の利払いに充

当するため。 

(9) その他 

 提出会社は割当先との間で、上

記(8)記載の社債の利払に合わ

せ、割当先が本新株予約権を行使

する義務を負うコミットメント契

約を締結した。 

   名称：㈱マルエツ 

  取得した株式の数： 

    普通株式 26,201,000株 

  取得価額：１株当たり630円、 

    総額16,506百万円 

 取得後の持分比率：20.33％ 

 取得後の議決権比率：21.27％ 

 (注)取得後の持分比率及び議決権

比率は、㈱マルエツの平成18

年８月期の半期報告書に記載

されている発行済株式総数及

び総株主の議決権の数を基準

に算出している。 

(6) 支払資金の調達及び支払方法 

 対価の支払いは平成18年11月の

新株発行により調達した資金の一

部を含む手許現金にて充当してい

る。 

(7) その他重要な特約等 

  ①役員・従業員の人事交流 

  (㈱ダイエー) 

 提出会社は、㈱ダイエーに取

締役２名、監査役１名を派遣す

る予定であり、また業務提携の

推進に必要な従業員の人材交流

を推進する予定である。 
 ②議決権行使及び株式の譲渡等の

制限(㈱ダイエー) 
提出会社は、丸紅㈱、丸紅リ

テールインベストメント㈱(以

下「MRI」という。)及び丸紅フ

ーズインベストメント㈱(以下

「MFI」という。)の間で締結し

た平成19年３月９日付株主間契

約書に基づき、提出会社が有す

る29,860,000株、丸紅㈱が有す

る36,645,394株、MRIが有する

19,903,900株及びMFIが有する

1,739,150株につき、一定の要

件が満たされるまでは、一定の

事項につき特定の方法で議決権

を行使すること、並びに一定の

要件が満たされるまでは株式の

譲渡等が禁じられること等につ

いて合意している。 



  

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

３ 提出会社は㈱ダイエー及び㈱マ

ルエツとの資本・業務提携を検討

しており、平成18年10月13日付

で、丸紅㈱及び㈱ダイエーとの間

で覚書を締結した。その概要は次

のとおりである。 

(1) 株式取得 

 ①丸紅㈱が保有するダイエー甲種

類株式の15％(発行済株式総数

ベース)程度の譲渡について誠

実に協議、検討及び交渉を行

う。 

 ②㈱ダイエーが保有するマルエツ

普通株式の20％(発行済株式総

数ベース)程度の譲渡について

誠実に協議、検討及び交渉を行

う。 

 ③丸紅㈱、㈱ダイエー及び提出会

社は、当該提携及び株式譲渡に

関して、互いに独占交渉権を付

与する。 

(2) その他 

 本覚書の 長の期限は平成19年

３月末日である。 

  

４ 提出会社は、平成18年10月18日

に代表執行役社長が下記(1)に記

載の一般募集による新株式の発行

及び下記(2)に記載の第三者割当

による新株式の発行を決定し、平

成18年11月８日に下記(1)に記載

の一般募集により新株式70百万株

を発行した。 

(1) 一般募集(国内一般募集及び海

外募集) 

発行する株式の種類及び数 

発行日   平成18年11月８日 

資金の使途 国内における店舗の

新設及び増設費用、

重要な後発事象３に

記載した㈱ダイエー

株式及び㈱マルエツ

株式の取得資金並び

に店舗の新設を目的

とする中国子会社へ

の投融資 

 普通株式    70,000,000株

発行価額 １株につき2,593.60円

発行総額     181,552百万円

発行価額のうち資本へ組み入れる

額        90,776百万円

    



  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はない。 

  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(2) 第三者割当 

発行する株式の種類及び数 

申込期間  平成18年12月４日 

発行予定日 平成18年12月５日 

資金の使途 国内における店舗の

新設及び増設費用、

重要な後発事象３に

記載した㈱ダイエー

株式及び㈱マルエツ

株式の取得資金並び

に店舗の新設を目的

とする中国子会社へ

の投融資 

 上記(1)の国内一般募集にあた

り、事務主幹事会社である野村證券

㈱は提出会社の普通株式6,300,000

株を一般株主から借入れて売出して

おり、上記(2)の第三者割当増資は

この借入れた株式の返却に必要な株

式を野村證券㈱に取得させるために

行われるものである。なお、野村證

券㈱が借入れた株式の返却を目的と

して、㈱東京証券取引所において提

出会社の普通株式を取得し、その株

式を当該借入れた株式の返却に充当

した場合には、充当した株式数を

6,300,000株から控除して株式を発

行することとなる。 

 普通株式 上限 6,300,000株

発行価額 １株につき2,593.60円

発行総額 上限 16,339百万円

発行価額のうち資本へ組み入れる

額 上限 8,169百万円

    



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

１ 現金及び預金     53,318     84,587     220,084  

２ 受取手形     372     418     486  

３ 売掛金     15,956     17,119     16,534  

４ たな卸資産     110,874     119,381     120,499  

５ その他 ※４   54,262     75,297     52,535  

貸倒引当金     △200     △228     △233  

流動資産合計     234,584 19.7   296,577 21.2   409,907 29.7

Ⅱ 固定資産                    

(1)有形固定資産 ※１                  

１ 建物 ※２   235,082     274,124     242,374  

２ 土地 ※２   89,154     101,456     92,093  

３ その他     58,510     66,727     59,579  

有形固定資産 
合計 

    382,747 32.1   442,308 31.6   394,047 28.6

(2)無形固定資産     16,633 1.4   14,734 1.0   15,156 1.1

(3)投資その他の 
資産 

                   

１ 投資有価証券 ※３   80,134     81,169     77,043  

２ 関係会社株式     278,528     359,280     282,502  

３ 差入保証金  ※４   159,205     154,868     156,779  

４ その他     63,408     70,174     64,659  

貸倒引当金     △23,526     △20,414     △23,207  

投資その他の 
資産合計 

    557,750 46.8   645,079 46.1   557,777 40.5

固定資産合計     957,131 80.3   1,102,122 78.7   966,981 70.2

Ⅲ 繰延資産                    

１  新株発行費     128  
 

－

864

 
  

－ 

1,063 

 

２ 株式交付費   －      

   繰延資産合計   128 0.0   864 0.1   1,063 0.1

資産合計     1,191,844 100.0   1,399,565 100.0   1,377,952 100.0

            



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

１ 支払手形 ※６   19,371     20,476     23,582  

２ 買掛金     160,776     166,654     162,767  

３ 短期借入金     700     －     －  

４ １年以内返済予 
  定の長期借入金 

※２   26,385     19,710     16,047  

５ １年以内償還予
定の社債 

    20,000     －     20,000  

６ コマーシャル・ 
  ペーパー 

    35,000     －     －  

７ 未払法人税等     12,717     5,764     19,579  

８ 預り金 ※７   115,005     125,164     100,621  

９ 賞与引当金     7,539     6,879     6,301  

10 閉店損失引当金     3,242     2,355     1,923  

11 その他 ※５   115,780     147,643     115,793  

流動負債合計     516,519 43.3   494,649 35.3   466,617 33.9

Ⅱ 固定負債                    

１ 社債     60,000     91,000     91,000  

２ 長期借入金 ※２   76,747     58,049     71,722  

３ 退職給付引当金     9,877     12,861     11,558  

４ 投資等損失 
  引当金 

    6,665     6,468     8,124  

５ 閉店損失引当金     418     630     115  

６ 偶発損失引当金     1,975     1,565     1,692  

７ 預り保証金     92,353     100,356     95,754  

８ その他     1,976     3,479     2,026  

固定負債合計     250,014 21.0   274,411 19.6   281,994 20.4

負債合計     766,534 64.3   769,060 54.9   748,611 54.3



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成18年８月20日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年２月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     101,798 8.5   199,054 14.2   198,791 14.4

２ 資本剰余金                    

(1) 資本準備金   167,707     264,963     264,700    

(2) その他資本 
  剰余金 

  3     4     4    

資本剰余金合計     167,711 14.1   264,968 18.9   264,704 19.2

３ 利益剰余金                    

(1) 利益準備金   11,770     11,770     11,770    

(2) その他利益 
  剰余金 

                   

特別償却積立金   844     874     833    

固定資産圧縮 
積立金 

  9,089     8,505     8,703    

固定資産圧縮 
特別勘定積立
金 

  64     20     －    

別途積立金   98,500     105,500     98,500    

繰越利益剰余
金 

  14,762     21,176     26,418    

利益剰余金合計     135,030 11.3   147,846 10.6   146,225 10.6

４ 自己株式   

  

△768 △0.0

 

△783 △0.0

  

△777 △0.0

株主資本合計   403,771 33.9 611,086 43.7 608,944 44.2

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  

  

21,538  

 

19,267  

  

20,240  

２ 繰延ヘッジ損益   －   △277   △149  

評価・換算差額
等合計 

  21,538 

－ 

1.8 18,990

427

1.3 20,091 

305 

1.5

Ⅲ 新株予約権   － 0.1 0.0

純資産合計   425,309 35.7 630,504 45.1 629,340 45.7

負債純資産合計   1,191,844 100.0 1,399,565 100.0 1,377,952 100.0

        



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成18年２月21日 
至 平成18年８月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年２月21日 
至 平成19年８月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年２月21日 
至 平成19年２月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 ※１   892,395 100.0   932,865 100.0   1,836,255 100.0

Ⅱ 売上原価     659,815 73.9   690,914 74.1   1,353,484 73.7

売上総利益     232,580 26.1   241,951 25.9   482,771 26.3

Ⅲ その他の営業収入     58,029 6.5   68,330 7.4   124,009 6.7

営業総利益     290,609 32.6   310,281 33.3   606,781 33.0

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費 

※２   281,997 31.6   301,527 32.4   573,204 31.2

営業利益     8,612 1.0   8,754 0.9   33,576 1.8

Ⅴ 営業外収益 ※３   9,565 1.0   13,070 1.4   17,486 1.0

Ⅵ 営業外費用 ※４   2,979 0.3   3,457 0.3   7,017 0.4

経常利益     15,197 1.7   18,367 2.0   44,045 2.4

Ⅶ 特別利益 ※５   29,185 3.3   6,766 0.7   29,896 1.6

Ⅷ 特別損失 ※6,7   23,389 2.6   8,521 0.9   32,243 1.7

税引前中間 
（当期）純利益 

    20,993 2.4   16,612 1.8   41,698 2.3

法人税、住民税 
及び事業税 

  11,071     3,496     20,922    

法人税等調整額   △3,335 7,736 0.9 △499 2,996 0.3 △3,675 17,246 1.0

中間（当期） 
純利益 

    13,257 1.5   13,616 1.5   24,452 1.3

            



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

  

  

  

株 主 資 本 
評価・換算差

額等 

純 

資 

産 

合 

計 

資 

本 

金 

資本剰余金 利益剰余金 

自 

己 

株 

式 

株 

主 

資 

本 

合 

計 

そ 
の 
他 
有 
価 
証 
券 
評 
価 
差 
額 
金 

評 
価 
・ 
換 
算 
差 
額 
等 
合 
計 

資 

本 

準 

備 

金 

そ
の 
他 
資 
本 
剰 
余 
金 

資
本 
剰 
余 
金 
合 
計 

利 

益 

準 

備 

金 

そ
の 
他 
利 
益 
剰 
余 
金 

利
益 
剰 
余 
金 
合 
計 

(注)1 

平成18年２月20日残高(百万円) 101,798 167,707 3 167,710 11,770 120,875 132,645 △763 401,390 23,673 23,673 425,064 

中間会計期間中の変動額                         

平成18年4月取締役会決議に基づく利益処

分による任意積立金取崩項目(注)2           － －   －     － 

平成18年4月取締役会決議に基づく利益処

分項目(注)3           △10,872 △10,872   △10,872     △10,872 

当中間会計期間に係る特別償却積立金の

積立額           － －   －     － 

当中間会計期間に係る特別償却積立金の

取崩額           － －   －     － 

当中間会計期間に係る固定資産圧縮積立

金の取崩額           － －   －     － 

当中間会計期間に係る固定資産圧縮特別

勘定積立金の積立額           － －   －     － 

 中間純利益           13,257 13,257   13,257     13,257 

 自己株式の取得               △5 △5     △5 

 自己株式の処分     0 0       0 1     1 

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額(純額)                   △2,134 △2,134 △2,134 

中間会計期間中の変動額合計(百万円) － － 0 0 － 2,384 2,384 △4 2,380 △2,134 △2,134 245 

平成18年８月20日残高(百万円) 101,798 167,707 3 167,711 11,770 123,260 135,030 △768 403,771 21,538 21,538 425,309 



(注)1.その他利益剰余金の内訳 

    (注)2.平成18年4月取締役会決議に基づく利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりである。 

          任意積立金取崩額 

          1.特別償却積立金取崩額       291百万円  

          2.固定資産圧縮積立金取崩額     404百万円 

          3.固定資産圧縮特別勘定積立金取崩額 361百万円 

    (注)3.平成18年4月取締役会決議に基づく利益処分項目は次のとおりである。 

          1.配当金             10,872百万円 

          2.任意積立金 

           (1)特別償却積立金         209百万円 

           (2)固定資産圧縮積立金       361百万円 

           (3)固定資産圧縮特別勘定積立金    2百万円  

            合計             11,446百万円 

項 目 
特別償却 

積立金 

固定資産 

圧縮積立金 

固定資産 

圧縮特別勘定 

積立金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 
合 計 

平成18年２月20日残高(百万円) 961 9,329 361 98,500 11,723 120,875 

中間会計期間中の変動額             

平成18年4月取締役会決議に基づく 
利益処分による任意積立金取崩項目 
(注)2 

△291 △404 △361   1,057 － 

平成18年4月取締役会決議に基づく 
利益処分項目(注)3 

209 361 2   △11,446 △10,872 

当中間会計期間に係る特別償却積 
立金の積立額 

108       △108 － 

当中間会計期間に係る特別償却積 
立金の取崩額 

△143       143 － 

当中間会計期間に係る固定資産圧 
縮積立金の取崩額   △196     196 － 

当中間会計期間に係る固定資産圧 
縮特別勘定積立金の積立額     61   △61 － 

中間純利益         13,257 13,257 

自己株式の取得             

自己株式の処分             

株主資本以外の項目の中間会計期 
間中の変動額(純額)             

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △116 △239 △297 － 3,038 2,384 

平成18年８月20日残高(百万円) 844 9,089 64 98,500 14,762 123,260 



当中間会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

  

  

株 主 資 本 評価・換算差額等 

新 

株 

予 

約 

権 

純 

資 

産 

合 

計 

資 

本 

金 

資本剰余金 利益剰余金 

自 

己 

株 

式 

株 

主 

資 

本 

合 

計 

そ 
の 
他 
有 
価 
証 
券 
評 
価 
差 
額 
金 

繰
延 
ヘ 
ッ 
ジ 
損 
益 

評 
価 
・ 
換 
算 
差 
額 
等 
合 
計 

資 

本 

準 

備 

金 

そ 
の 
他 
資 
本 
剰 
余 
金 

資 
本 
剰 
余 
金 
合 
計 

利 

益 

準 

備 

金 

そ
の 
他 
利 
益 
剰 
余 
金 

(注) 

利
益 
剰 
余 
金 
合 
計 

平成19年２月20日残高 
(百万円) 

198,791 264,700 4 264,704 11,770 134,455 146,225 △777 608,944 20,240 △149 20,091 305 629,340 

中間会計期間中の変動

額                             

特別償却積立金の積立

額           － －   －         － 

特別償却積立金の取崩

額           － －   －         － 

固定資産圧縮積立金の

積立額           － －   －         － 

固定資産圧縮積立金の

取崩額           － －   －         － 

固定資産圧縮特別勘定

積立金の積立額           － －   －         － 

別途積立金の積立額           － －   －         － 

剰余金の配当           △11,994 △11,994   △11,994         △11,994

中間純利益           13,616 13,616   13,616         13,616 

自己株式の取得               △7 △7         △7 

自己株式の処分     0 0       1 1         1 

新株の発行 263 263   263         526         526 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額(純額) 
                  △973 △127 △1,100 122 △978 

中間会計期間中の変動

額合計(百万円) 
263 263 0 263 ― 1,621 1,621 △6 2,141 △973 △127 △1,100 122 1,163 

平成19年８月20日残高 
(百万円) 

199,054 264,963 4 264,968 11,770 136,076 147,846 △783 611,086 19,267 △277 18,990 427 630,504 



(注) その他利益剰余金の内訳 

     

  

次へ 

項 目 
特別償却 

積立金 

固定資産 

圧縮積立金 

固定資産 

圧縮特別勘定 

積立金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 
合 計 

平成19年２月20日残高(百万円) 833 8,703 － 98,500 26,418 134,455 

中間会計期間中の変動額             

特別償却積立金の積立額 149       △149 － 

特別償却積立金の取崩額 △108       108 － 

固定資産圧縮積立金の積立額   0     △0 － 

固定資産圧縮積立金の取崩額   △198     198 － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立額     20   △20 － 

別途積立金の積立額       7,000 △7,000 － 

剰余金の配当         △11,994 △11,994 

中間純利益         13,616 13,616 

自己株式の取得             

自己株式の処分             

新株の発行             

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額(純額) 
            

中間会計期間中の変動額合計(百万円) 41 △197 20 7,000 △5,242 1,621 

平成19年８月20日残高(百万円) 874 8,505 20 105,500 21,176 136,076 



前事業年度(自 平成18年２月21日 至 平成19年２月20日) 
  

  

次へ 

  

株 主 資 本 評価・換算差額等 

新 

株 

予 

約 

権 

純 

資 

産 

合 

計 

資 

本 

金 

資本剰余金 利益剰余金 

自 

己 

株 

式 

株 

主 

資 

本 

合 

計 

そ 
の 
他 
有 
価 
証 
券 
評 
価 
差 
額 
金 

繰
延 
ヘ 
ッ 
ジ 
損 
益 

評 
価 
・ 
換 
算 
差 
額 
等 
合 
計 

資 

本 

準 

備 

金 

そ 
の 
他 
資 
本 
剰 
余 
金 

資 
本 
剰 
余 
金 
合 
計 

利 

益 

準 

備 

金 

そ
の 
他 
利 
益 
剰 
余 
金 

利
益 
剰 
余 
金 
合 
計 

(注)1 

平成18年２月20日残高 
(百万円) 

101,798 167,707 3 167,710 11,770 120,875 132,645 △763 401,390 23,673 － 23,673 － 425,064 

事業年度中の変動額                             

平成18年4月取締役会決議

に基づく利益処分による

任意積立金取崩項目(注)2 
          － －   －         － 

平成18年4月取締役会決議

に基づく利益処分項目

(注)3 
          △10,872 △10,872   △10,872         △10,872 

当事業年度に係る特別償

却積立金の積立額           － －   －         － 

当事業年度に係る特別償

却積立金の取崩額           － －   －         － 

当事業年度に係る固定資

産圧縮積立金の積立額           － －   －         － 

当事業年度に係る固定資

産圧縮積立金の取崩額           － －   －         － 

当事業年度に係る固定資

産圧縮特別勘定積立金の

積立額 
          － －   －         － 

当事業年度に係る固定資

産圧縮特別勘定積立金の

取崩額 
          － －   －         － 

当期純利益           24,452 24,452   24,452         24,452 

増資による新株式発行 96,992 96,992   96,992         193,985         193,985 

自己株式の取得               △14 △14         △14 

自己株式の処分     0 0       1 2         2 

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)                   △3,432 △149 △3,582 305 △3,276 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

96,992 96,992 0 96,993 － 13,579 13,579 △13 207,553 △3,432 △149 △3,582 305 204,276 

平成19年２月20日残高 
(百万円) 

198,791 264,700 4 264,704 11,770 134,455 146,225 △777 608,944 20,240 △149 20,091 305 629,340 



(注)1.その他利益剰余金の内訳 

    (注)2.平成18年4月取締役会決議に基づく利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりである。 

          任意積立金取崩額 

          1.特別償却積立金取崩額       291百万円  

          2.固定資産圧縮積立金取崩額     404百万円 

          3.固定資産圧縮特別勘定積立金取崩額 361百万円 

    (注)3.平成18年4月取締役会決議に基づく利益処分項目は次のとおりである。 

          1.配当金             10,872百万円 

          2.任意積立金 

           (1)特別償却積立金         209百万円 

           (2)固定資産圧縮積立金       361百万円 

           (3)固定資産圧縮特別勘定積立金    2百万円   

            合計             11,446百万円 

  

  

    

  

前へ   次へ 

項 目 
特別償却 

積立金 

固定資産 

圧縮積立金 

固定資産 

圧縮特別勘定 

積立金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 
合 計 

平成18年２月20日残高(百万円) 961 9,329 361 98,500 11,723 120,875 

事業年度中の変動額             

平成18年4月取締役会決議に基づく 
利益処分による任意積立金取崩項目 
(注)2 

△291 △404 △361   1,057 － 

平成18年4月取締役会決議に基づく 
利益処分項目(注)3 

209 361 2   △11,446 △10,872 

当事業年度に係る特別償却積立金 
の積立額 

240       △240 － 

当事業年度に係る特別償却積立金 
の取崩額 

△286       286 － 

当事業年度に係る固定資産圧縮積 
立金の積立額   71     △71 － 

当事業年度に係る固定資産圧縮積 
立金の取崩額   △654     654 － 

当事業年度に係る固定資産圧縮特 
別勘定積立金の積立額     61   △61 － 

当事業年度に係る固定資産圧縮特 
別勘定積立金の取崩額     △64   64 － 

当期純利益         24,452 24,452 

増資による新株発行             

自己株式の取得             

自己株式の処分             

株主資本以外の項目の事業年度中 
の変動額(純額)             

事業年度中の変動額合計(百万円) △127 △626 △361 － 14,695 13,579 

平成19年２月20日残高(百万円) 833 8,703 － 98,500 26,418 134,455 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

      

(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  
時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2) デリバティブ  時価法 同左 同左 

(3) 運用目的の金銭

の信託 

 時価法 同左 同左 

(4) たな卸資産 ① 商品 

「企業会計原則と関係

諸法令との調整に関する

連続意見書」第四に定め

る売価還元平均原価法 

① 商品 

同左 

① 商品 

同左 

  ② 貯蔵品 

終仕入原価法 

② 貯蔵品 

同左 

② 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

      

(1) 有形固定資産 経済的耐用年数に基づく

定額法 

各資産別の耐用年数とし

て以下の年数を採用してい

る。 

建物 

(営業店舗)   20～39年

(事務所)    38～50年

(建物附属設備) ３～18年

構築物     ３～20年

車両運搬具   ４～６年

器具備品    ２～20年

同左 

  

同左 

(2) 無形固定資産 定額法 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては社内にお

ける利用可能期間(５年以

内)に基づく定額法によっ

ている。 

同左 同左 

(3) 長期前払費用 定額法 同左 同左 



  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

３ 繰延資産の処理方

法 

(1) 新株発行費 

  

  

  

３年間で均等償却してい

る。 

  

  

― 

  

  

― 

(2) 株式交付費  ― ３年間で均等償却してい

る。 

同左 

(3) 社債発行費  支出時に全額費用として

処理することとしている。 

―  支出時に全額費用として

処理することとしている。 

４ 引当金の計上基準       

(1) 貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによ

る損失に備え、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上している。 

同左 同左 

(2) 賞与引当金 従業員及びパートタイマ

ーに支給する賞与に備え、

支給見込額のうち当中間会

計期間に負担する金額を計

上している。 

同左 従業員及びパートタイマ

ーに支給する賞与に備え、

支給見込額のうち当事業年

度に負担する金額を計上し

ている。 

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備

え、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生し

ていると認められる額を計

上している。 

なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間内の一定

の年数(10年)による定額法

により翌事業年度から費用

処理することとしている。 

        同左 従業員の退職給付に備

え、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当事業

年度末において発生してい

ると認められる額を計上し

ている。 

なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間内の一定

の年数(10年)による定額法

により翌事業年度から費用

処理することとしている。 

(4) 投資等損失引当

金 

関係会社等に対する投資

等に伴う損失に備え、当該

会社の実情を勘案し、出資

金額及び貸出等債権金額を

超える当社負担損失見込額

を計上している。 

同左 同左 

(5) 閉店損失引当金 店舗閉店に伴い発生する

損失に備え、店舗閉店によ

り合理的に見込まれる中途

解約違約金及び原状回復費

等の閉店関連損失見込額を

計上している。 

    同左 同左 

(6) 偶発損失引当金  将来発生する可能性のあ

る偶発損失に備え、偶発事

象毎に個別のリスク等を勘

案し、合理的に算出した当

社負担損失見込額を計上し

ている。 

        同左 同左 



  

  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

５ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

いる。 

同左 外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処

理している。 

６ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

いる。 

同左 同左 

７ ヘッジ会計の方法       

(1) ヘッジ会計の方

法 

原則として繰延ヘッジ処

理によっている。ただし、

振当処理の要件を満たす為

替予約については、振当処

理によっている。また、特

例処理の要件を満たす金利

スワップについては特例処

理によっている。 

同左 同左 

(2) ヘッジ手段とヘ

ッジ対象 

為替予約………外貨建金銭

債権債務及

び外貨建取

引等 

金利スワップ…借入金 

為替予約………外貨建金銭

債権債務及

び外貨建取

引等 

金利スワップ…借入金及び

社債 

同左 

(3) ヘッジ方針 為替予約は為替変動リス

クを回避する目的で、ま

た、金利スワップは金利変

動リスクを回避する目的で

行っている。なお、デリバ

ティブ取引については管理

規定に基づき、担当執行役

の承認を得て行っている。 

同左 同左 

        



  

  

前へ   次へ 

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(4) ヘッジの有効性

評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動の累計を

比較し、両者の変動額を基

礎にして判断している。た

だし、特例処理によってい

る金利スワップについては

有効性の評価を省略してい

る。 

同左 同左 

８ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項 

      

(1) 「法人税、住民

税及び事業税」

並びに「法人税

等調整額」の計

上方法 

 中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当期において予定して

いる固定資産圧縮積立金等

の積立て及び取崩しを前提

として、当中間会計期間に

係る金額を算定している。 

同左 ― 

(2) 消費税等の会計

処理 

税抜方式を採用してい

る。 

なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のうえ

流動負債の「その他」に含

めて計上している。 

同左 税抜方式を採用してい

る。 



会計処理の変更 

  

  

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用している。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、425,309百万円である。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間財務諸表等

規則により作成している。 

（企業結合に係る会計基準等） 

当中間会計期間より「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会 平

成15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準第７

号 平成17年12月27日)並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」(企業会計基準

適用指針第10号 改正平成18年12月

22日)を適用している。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月

９日）を適用している。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、629,185百万円である。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、改正

後の財務諸表等規則により作成し

ている。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

項目 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

※１ 有形固定資産減
価償却累計額 

  333,392百万円   346,308百万円   338,586百万円

※２ 担保に供してい
る資産及び対応
する債務 

(担保に供している資産) 

(対応する債務) 

建物 8,231百万円

土地 7,991 

計 16,222 

長期借入金 
(１年以内 
返済予定分 

含む) 

4,405百万円

(担保に供している資産) 

(対応する債務) 

建物 7,143百万円

土地 7,991 

計 15,134 

長期借入金
(１年以内 
返済予定分

含む) 

3,603百万円

(担保に供している資産) 

(対応する債務) 

建物 8,014百万円

土地 7,991 

計 16,005 

長期借入金 
(１年以内 
返済予定分 

含む) 

3,952百万円

※３ 宅地建物取引業
法に基づき担保
に供している資
産 

(担保に供している資産) 

投資有価証券 14百万円

(担保に供している資産) 

投資有価証券 14百万円

(担保に供している資産) 

投資有価証券 14百万円

※４ 差入保証金  当社及び一部の子会社
は、建設協力金により建設
された店舗の賃借に係る差
入保証金につき、店舗賃貸
借契約の一部である金銭消
費貸借契約条項に基づく返
還請求権を特別目的会社
（ジェイ・ワン アセッツ
コーポレーション他1社）
に売却している。当社及び
子会社が当該取引に伴い会
計上売却処理した差入保証
金(当中間会計期間末未償
還残高58,299百万円)につ
いては、原債務者が支払不
能等に陥った場合等の特定
の事由が発生した場合、返
還請求権を当社に売り渡す
選択権が付与されている。
なお、子会社が売却処理し
た差入保証金(当中間会計
期間末未償還残高8,009百
万円)については、選択権
行使により当社が買い取っ
た返還請求権を当該子会社
に売り渡す選択権が付与さ
れている。 
 また、特別目的会社が選
択権を行使した場合に解約
することとなるヘッジ目的
の金利スワップ契約の解約
損益は当社に帰属するが、
当社が子会社に対し返還請
求権を売り渡す選択権を行
使した場合には、対応する
金利スワップ解約損益は当
該子会社に帰属することと
なる。なお、当中間会計期
間末現在の当該金利スワッ
プ契約の時価評価差益の総
額は390百万円(うち子会社
帰属分80百万円の評価差
損)である。 

 当社及び一部の子会社
は、建設協力金により建設
された店舗の賃借に係る差
入保証金につき、店舗賃貸
借契約の一部である金銭消
費貸借契約条項に基づく返
還請求権を特別目的会社
（ジェイ・ワン アセッツ
コーポレーション他1社）
に売却している。当社及び
子会社が当該取引に伴い会
計上売却処理した差入保証
金(当中間会計期間末未償
還残高47,686百万円)につ
いては、原債務者が支払不
能等に陥った場合等の特定
の事由が発生した場合、返
還請求権を当社に売り渡す
選択権が付与されている。
なお、子会社が売却処理し
た差入保証金(当中間会計
期間末未償還残高6,692百
万円)については、選択権
行使により当社が買い取っ
た返還請求権を当該子会社
に売り渡す選択権が付与さ
れている。 
 また、特別目的会社が選
択権を行使した場合に解約
することとなるヘッジ目的
の金利スワップ契約の解約
損益は当社に帰属するが、
当社が子会社に対し返還請
求権を売り渡す選択権を行
使した場合には、対応する
金利スワップ解約損益は当
該子会社に帰属することと
なる。なお、当中間会計期
間末現在の当該金利スワッ
プ契約の時価評価差損の総
額は220百万円(うち子会社
帰属分205百万円の評価差
損)である。 

 当社及び一部の子会社
は、建設協力金により建設
された店舗の賃借に係る差
入保証金につき、店舗賃貸
借契約の一部である金銭消
費貸借契約条項に基づく返
還請求権を特別目的会社
（ジェイ・ワン アセッツ
コーポレーション他1社）
に売却している。当社及び
子会社が当該取引に伴い会
計上売却処理した差入保証
金(当事業年度末未償還残
高53,485百万円)について
は、原債務者が支払不能等
に陥った場合等の特定の事
由が発生した場合、返還請
求権を当社に売り渡す選択
権が付与されている。な
お、子会社が売却処理した
差入保証金(当事業年度末
未償還残高7,632百万円)に
ついては、選択権行使によ
り当社が買い取った返還請
求権を当該子会社に売り渡
す選択権が付与されてい
る。 
 また、特別目的会社が選
択権を行使した場合に解約
することとなるヘッジ目的
の金利スワップ契約の解約
損益は当社に帰属するが、
当社が子会社に対し返還請
求権を売り渡す選択権を行
使した場合には、対応する
金利スワップ解約損益は当
該子会社に帰属することと
なる。なお、当事業年度末
現在の当該金利スワップ契
約の時価評価差益の総額は 
8百万円(うち子会社帰属分
140百万円の評価差損)であ
る。 



  

  

項目 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

※５ 流動負債その
他 

当社はペイオフリスクを
回避するため、特定店舗に
おける売上現金を金融機関
に預け入れることにより発
生する寄託金元本返還請求
権を譲渡しており、このう
ち中間会計期間末日以後に
発生する寄託金元本返還請
求権にかかる譲渡代金1,775
百万円が含まれている。 

当社はペイオフリスクを回
避するため、特定店舗におけ
る売上現金を金融機関に預け
入れることにより発生する寄
託金元本返還請求権を譲渡し
ており、このうち中間会計期
間末日以後に発生する寄託金
元本返還請求権にかかる譲渡
代金1,699百万円が含まれて
いる。 

当社はペイオフリスクを
回避するため、特定店舗に
おける売上現金を金融機関
に預け入れることにより発
生する寄託金元本返還請求
権を譲渡しており、このう
ち期末日以後に発生する寄
託金元本返還請求権にかか
る譲渡代金1,833百万円が
含まれている。 

※６ 中間期末日満
期手形の処理
方法 

中間期末日満期手形の会
計処理は、手形交換日をも
って決済処理している。従
って、当中間期末日は金融
機関が休日であったため、
次のとおり中間期末日満期
手形が中間期末残高に含ま
れている。 
支払手形   356百万円 

― ― 

※７ 預り金 

  

  

  

  

  

― 
  

当社は関係会社の余裕資金
の有効活用を目的として一部
の関係会社との間で金銭消費
寄託契約を締結しており、当
該契約により寄託された金額
92,960百万円（前中間会計期
間末65,730百万円）を預り金
に計上している。 

当社は関係会社の余裕資
金の有効活用を目的として
一部の関係会社との間で金
銭消費寄託契約を締結して
おり、当該契約により寄託
された金額77,980百万円
（前事業年度54,670百万
円）を預り金に計上してい
る。 

８ 貸出コミットメ

ント 

  

当 社 は、ジ ェ イ・ワ ン 
アセッツコーポレーション
に対して、以下のバックア
ップライン契約を締結して
いる。 

 同社が当該契約に基づく

借入を行う目的は同社が発

行するコマーシャル・ペー

パーの決済資金等の調達に

限定されている。また、当

社が所要資金を十分に貸出

することができない場合

は、不足額について取引金

融機関が貸出を行うことと

されている。なお、同社に

破産等の特定の事由が発生

した場合には、当社は貸出

の実行を拒絶することが認

められている。 

貸出極度枠 80,000百万円

貸出実行 

残高 
― 

差引： 

貸出枠残高
80,000 

  同左    同左 



  

  

前へ   次へ 

項目 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

 ９ 偶発債務 (1) 関係会社の金融機関か

らの借入金等に対する

保証 

山崎商業開発 

㈱ 
207百万円

SIAM JUSCO 

CO.,LTD. 
39 

計 247 

(1) 関係会社の金融機関か

らの借入金等に対する

保証 

AEON

（Thailand）

CO.,LTD. 

44百万円

    

    

(1) 関係会社の金融機関か

らの借入金等に対する

保証 

山崎商業開発

㈱ 
104百万円

SIAM JUSCO 

CO.,LTD. 
46 

計 150 

  (2) 取引先等の借入金に対

する保証 

ADELAIDE 

BLUE GUM 

PTY LTD. 

380百万円

丸之内商店街 

振興組合 
45 

計 426 

(2) 取引先等の借入金に対

する保証 

ADELAIDE 

BLUE GUM 

PTY LTD. 

480百万円

丸之内商店街

振興組合 
30

計 510

(2) 取引先等の借入金に対

する保証 

ADELAIDE 

BLUE GUM 

PTY LTD. 

404百万円

丸之内商店街 

振興組合 
45 

計 449 

  (3) 関係会社の金融機関か

らの借入金等に対する

保証予約 

新商業都市㈱ 1,680百万円

やしろ商業開
発㈱ 

918 

笠間商業開発
㈱ 

613 

㈱名張セント
ラルパーク 

587 

名張ショッピ
ングセンター
開発㈱ 

574 

㈱橘百貨店 85 

計 4,459 

(3) 関係会社の金融機関か

らの借入金等に対する

保証予約 

新商業都市㈱ 1,540百万円

やしろ商業開
発㈱ 

840

笠間商業開発
㈱ 

530

㈱名張セント
ラルパーク 

518

名張ショッピ
ングセンター
開発㈱ 

510

㈱橘百貨店 78

計 4,017

(3) 関係会社の金融機関か

らの借入金等に対する

保証予約 

新商業都市㈱ 1,610百万円

やしろ商業開
発㈱ 

879 

笠間商業開発
㈱ 

564 

㈱名張セント
ラルパーク 

548 

名張ショッピ
ングセンター
開発㈱ 

546 

㈱橘百貨店 80 

計 4,228 

  (4) 経営指導念書等 

 主要な関係会社の資金調

達に関連して、各社の健全

な財政状態の維持責任を負

うこと等を約した経営指導

念書等を金融機関等に対し

て差入れている。なお、上

記経営指導念書等のうち、

「債務保証及び保証類似行

為の会計処理及び表示に関

する監査上の取扱い」(平

成11年２月22日 日本公認

会計士協会監査委員会報告

第61号)に基づく保証類似

行為に該当するものはな

い。 

(4) 経営指導念書等 

同左 

(4) 経営指導念書等 

同左 



  

  

項目 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

  (5) 特別目的会社等との取

引 

① 当社は、フォレスター

特定目的会社との間で、同

社が当社に賃貸する建物の

建設資金の調達のために発

行した社債の元本相当額

(8,700百万円)を、建物の

賃貸借期間終了時に同社へ

支払い、当該建物の処分価

額の一部等を同社から受取

ることを約した契約を締結

している。 

(5) 特別目的会社等との取

引 

①    同左 

(5) 特別目的会社等との取

引 

①    同左 

  

②  当社は、(有 )ネオパ

ス・エフアイエス（特別目

的会社）と建物賃貸借契約

を締結しているが、解約不

能期間終了時において同社

が土地信託受益権を売却し

売却損失が発生した場合に

は、当該売却損失のうち

4,400百万円を限度額とし

て同社に支払う契約を締結

している。但し、当該土地

信託受益権の売却額が取得

価額の50％を下回る場合に

は、当社は上記の限度額に

加え、売却額が取得価額の

50％を下回った額の半分

（最大で5,150百万円）に

ついても、同社に支払う契

約となっている。 

②    同左 ②    同左 

  

  ③ (有)タカクラ・ファン

ディング・コーポレーショ

ン（特別目的会社）は、当

社に賃貸する建物の建設資

金を金融機関より借入れて

いるが、当社は当該金融機

関との間で、当該特別目的

会社が支払不能に陥った場

合等の特定の事由が生じた

場合には、当該金融機関が

当該特別目的会社に対する

貸付債権の一部（当中間会

計期間末現在 5,408百万

円）を当社に売り渡すこと

ができる旨の契約を締結し

ている。なお、当該契約に

より当社が貸付債権を取得

した場合には、当社は当該

特別目的会社との建物賃貸

借契約(当中間会計期間末

現在の解約不能期間の未経

過リース料6,952百万円)を

終了することができる。 

③ (有)タカクラ・ファン

ディング・コーポレーショ

ン（特別目的会社）は、当

社に賃貸する建物の建設資

金を金融機関より借入れて

いるが、当社は当該金融機

関との間で、当該特別目的

会社が支払不能に陥った場

合等の特定の事由が生じた

場合には、当該金融機関が

当該特別目的会社に対する

貸付債権の一部（当中間会

計期間末現在 4,923 百万

円）を当社に売り渡すこと

ができる旨の契約を締結し

ている。なお、当該契約に

より当社が貸付債権を取得

した場合には、当社は当該

特別目的会社との建物賃貸

借契約(当中間会計期間末

現在の解約不能期間の未経

過リース料5,936百万円)を

終了することができる。 

③ (有)タカクラ・ファン

ディング・コーポレーショ

ン（特別目的会社）は、当

社に賃貸する建物の建設資

金を金融機関より借入れて

いるが、当社は当該金融機

関との間で、当該特別目的

会社が支払不能に陥った場

合等の特定の事由が生じた

場合には、当該金融機関が

当該特別目的会社に対する

貸付債権の一部（当事業年

度末現在5,165百万円）を

当社に売り渡すことができ

る旨の契約を締結してい

る。なお、当該契約により

当社が貸付債権を取得した

場合には、当社は当該特別

目的会社との建物賃貸借契

約(当事業年度末現在の解

約不能期間の未経過リース

料6,444百万円)を終了する

ことができる。 



  

  

項目 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末 

   ④ (有)メビウスアルファ
（特別目的会社）は、当社
の子会社であるイオン九州
㈱に賃貸する建物の建設資
金等を金融機関より借り入
れているが、イオン九州㈱
は、当該金融機関との間
で、当該特別目的会社が支
払不能に陥った場合等の特
定の事由が生じた場合に
は、当該金融機関は、当該
特別目的会社に対する貸付
債権の一部(当中間会計期
間末現在 3,997百万円)を
イオン九州㈱に売り渡すこ
とができる旨の契約を締結
している。 
 当該契約によりイオン九
州㈱が貸付債権を取得した
場合には、イオン九州㈱は
当該特別目的会社との建物
賃貸借契約(当中間会計期
間末現在の解約不能期間の
未経過リース料6,960百万
円)を終了することができ
る。 
 なお、当社は、イオン九
州㈱が当社の連結子会社で
なくなった場合等の特定の
事由が生じた場合には当社
がこれらのイオン九州㈱の
契約上の地位を承継するこ
とを約した契約を締結して
いる。 

④ (有)メビウスアルファ
（特別目的会社）は、当社
及び当社の子会社であるイ
オン九州㈱(以下、当社等
という)に賃貸する建物の
建設資金等を金融機関より
借り入れているが、当社等
は、当該金融機関との間
で、当該特別目的会社が支
払不能に陥った場合等の特
定の事由が生じた場合に
は、当該金融機関は、当該
特別目的会社に対する貸付
債権の一部(当中間会計期
間末現在7,491百万円)を当
社等に売り渡すことができ
る旨の契約を締結してい
る。 
 当該契約により当社等が
貸付債権を取得した場合に
は、当社等は当該特別目的
会社との建物賃貸借契約
(当中間会計期間末現在の
解約不能期間の未経過リー
ス料13,971百万円)を終了
することができる。 
 なお、当社は、イオン九
州㈱が当社の子会社でなく
なった場合等の特定の事由
が生じた場合には当社がこ
れらのイオン九州㈱の契約
上の地位を承継することを
約した契約を締結してい
る。 

④ (有)メビウスアルファ
（特別目的会社）は、当社
及び当社の子会社であるイ
オン九州㈱(以下、当社等
という)に賃貸する建物の
建設資金等を金融機関より
借り入れているが、当社等
は、当該金融機関との間
で、当該特別目的会社が支
払不能に陥った場合等の特
定の事由が生じた場合に
は、当該金融機関は、当該
特別目的会社に対する貸付
債権の一部(当事業年度末
現在7,826百万円)を当社等
に売り渡すことができる旨
の契約を締結している。 
 当該契約により当社等が
貸付債権を取得した場合に
は、当社等は当該特別目的
会社との建物賃貸借契約
(当事業年度末現在の解約
不能期間の未経過リース料
14,804百万円)を終了する
ことができる。 
 なお、当社は、イオン九
州㈱が当社の子会社でなく
なった場合等特定の事由が
生じた場合には当社がこれ
らのイオン九州㈱の契約上
の地位を承継することを約
した契約を締結している。 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

※１ 売上高のうち 

   商品供給高 

  

29,322百万円 

  

36,976百万円 

  

62,307百万円 

※２ 減価償却実施額 

有形固定資産 

無形固定資産 

計 

  

14,162百万円

3,441 

17,604 

  

15,740百万円

3,170 

18,910 

  

29,108百万円

6,867 

35,975 

※３ 営業外収益の

うち 

受取利息 

受取配当金 

  

  

359百万円

7,333 

  

  

649百万円

10,439 

  

  

912百万円

12,617 

※４ 営業外費用の

うち 

   支払利息 

  

  

1,761百万円 

  

  

2,221百万円 

  

  

4,037百万円 

※５ 特別利益のう

ち主要なもの 

関係会社 
株式売却益 

20,892百万円

投資有価証
券売却益 

6,109 

貸倒引当金
戻入益 

2,885百万円

投資有価証
券売却益 

2,350 

関係会社株
式売却益 

20,892百万円

投資有価証
券売却益 

6,116 

※６ 特別損失のう

ち主要なもの 

減損損失 17,360百万円 減損損失 5,410百万円 減損損失 20,914百万円
投資等損失 
引当金繰入額 

5,865 



  

  

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

※７ 減損損失 

当中間会計期間におい

て、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上して

いる。 

   

当中間会計期間におい

て、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上して

いる。 

   

 当事業年度において、以

下の資産グループについて

減損損失を計上している。 

   

  (1)減損損失を認識した資

産グループの概要 

用途 種類 場所 
店

舗

数 

金額 
(百万円)

店舗 
土 地 及
び 建 物
等 

北日本 11 2,891

店舗 
土 地 及
び 建 物
等 

関東 7 4,320

店舗 
土 地 及
び 建 物
等 

中部 3 6,647

店舗 
土 地 及
び 建 物
等 

西日本 6 3,501

合計 27 17,360

(1)減損損失を認識した資

産グループの概要 

用途 種類 場所

店

舗

数

金額
(百万円)

店舗
土 地 及
び 建 物
等 

北日本 14 1,725

店舗
土 地 及
び 建 物
等 

関東 4 618

店舗
土 地 及
び 建 物
等 

中部 13 1,858

店舗
土 地 及
び 建 物
等 

西日本 19 1,208

合計 50 5,410

(1)減損損失を認識した資

産グループの概要 

用途 種類 場所 
店

舗

数 

金額 
(百万円) 

店舗
土 地 及
び 建 物
等 

北日本 13 6,266 

店舗
土 地 及
び 建 物
等 

関東 7 4,320 

店舗
土 地 及
び 建 物
等 

中部 3 6,647 

店舗
土 地 及
び 建 物
等 

西日本 7 3,680 

合計 30 20,914 

   (2)減損損失の認識に至っ

た経緯 

 店舗における営業活動か

ら生ずる損益が継続してマ

イナスまたは継続してマイ

ナスとなる見込みである資

産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として

特別損失に計上している。 

(2)減損損失の認識に至っ

た経緯 

同左 

 (2)減損損失の認識に至っ

た経緯 

同左 

  (3)減損損失の金額 

※ その他には、無形固定

資産、投資その他の資産の

「その他」に含まれている

長期前払費用を含んでい

る。 

種類
金額 

(百万円) 

建物・構築物 10,130 
土地 5,627 
器具備品 816 
リース資産 306 
その他   ※ 479 
合計 17,360 

(3)減損損失の金額 

※ その他には、無形固定

資産、投資その他の資産の

「その他」に含まれている

長期前払費用を含んでい

る。 

種類
金額

(百万円) 

建物・構築物 3,449
土地 228
器具備品 855
リース資産 217
その他   ※ 659
合計 5,410

(3)減損損失の金額 

※ その他には、無形固定

資産、長期前払費用を含ん

でいる。 

  

種類 
金額 

(百万円) 

建物 11,575 
構築物 1,373 
器具備品 1,013 
土地 6,018 
リース資産 347 
その他   ※ 585 
合計 20,914 

  (4)資産のグルーピングの

方法 

キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として、店

舗を基礎としてグルーピン

グしている。 

(4)資産のグルーピングの

方法 

同左 

(4)資産のグルーピングの

方法 

同左 



  

  

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年２月21日 至 平成18年８月20日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 1. 当中間会計期間増加自己株式数は、単元未満株式の買取によるものである。 

2. 当中間会計期間減少自己株式数は、単元未満株式の売却によるものである。 

  

当中間会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 1. 当中間会計期間増加自己株式数は、単元未満株式の買取によるものである。 

2. 当中間会計期間減少自己株式数は、単元未満株式の売却によるものである。 

  

前事業年度(自 平成18年２月21日 至 平成19年２月20日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 1. 当事業年度増加自己株式数は、単元未満株式の買取によるものである。 

2. 当事業年度減少自己株式数は、単元未満株式の売却によるものである。 

  

前へ   次へ 

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

  (5)回収可能価額の算定方

法 

 資産グループの回収可能

価額は正味売却価額または

使用価値により測定してい

る。正味売却価額は、土地

については不動産鑑定士に

よる不動産鑑定評価基準ま

たは固定資産税評価額等を

基に算定した金額により、

その他の固定資産について

は取引事例等を勘案した合

理的な見積りにより評価し

ている。また、使用価値

は、将来キャッシュ・フロ

ーを8.3％で割り引いて算

定している。 

(5)回収可能価額の算定方

法 

 資産グループの回収可能

価額は正味売却価額または

使用価値により測定してい

る。正味売却価額は、土地

については不動産鑑定士に

よる不動産鑑定評価基準ま

たは固定資産税評価額等を

基に算定した金額により、

その他の固定資産について

は取引事例等を勘案した合

理的な見積りにより評価し

ている。また、使用価値

は、将来キャッシュ・フロ

ーを7.9％で割り引いて算

定している。 

(5)回収可能価額の算定方

法 

 資産グループの回収可能

価額は正味売却価額または

使用価値により測定してい

る。正味売却価額は、土地

については不動産鑑定士に

よる不動産鑑定評価基準ま

たは固定資産税評価額等を

基に算定した金額により、

その他の固定資産について

は取引事例等を勘案した合

理的な見積りにより評価し

ている。また、使用価値

は、将来キャッシュ・フロ

ーを8.3％で割り引いて算

定している。 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数(千株) 

当中間会計期間
増加株式数(千株) 

当中間会計期間
減少株式数(千株) 

当中間会計期間末 
株式数(千株) 

普通株式 545 2 0 547 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数(千株) 

当中間会計期間
増加株式数(千株) 

当中間会計期間
減少株式数(千株) 

当中間会計期間末 
株式数(千株) 

普通株式 550 3 0 552 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数(千株) 

当事業年度
増加株式数(千株) 

当事業年度
減少株式数(千株) 

当事業年度末 
株式数(千株) 

普通株式 545 5 0 550 



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借手側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借手側) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借手側) 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得 
価額 

相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 

相当額
(百万円)

建物 7,992 3,015 1,024 3,952

(有形固 
定資産) 
その他 

26,129 16,559 1,974 7,595

合計 34,121 19,575 2,998 11,547

  

取得 
価額 
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

減損損失
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高 
相当額

(百万円)

建物 7,992 3,566 1,024 3,401

(有形固 
定資産) 
その他 

19,785 11,954 1,356 6,475

合計 27,777 15,520 2,380 9,877

取得
価額 
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失 
累計額 
相当額 

(百万円) 

期末 
残高 

相当額
(百万円)

建物 7,992 3,299 1,024 3,668

(有形固
定資産)
その他

21,377 13,109 1,393 6,874

合計 29,369 16,408 2,417 10,542

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 

② 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高 

    

１年内 5,180百万円

１年超 8,503 

合計 13,684 

リース資産 

減損勘定 
中間期末残高 

1,708 

    

１年内 3,931百万円

１年超 7,730 

合計 11,661 

リース資産 

減損勘定 
中間期末残高 

1,282 

    

１年内 4,613百万円

１年超 7,709 

合計 12,323 

リース資産

減損勘定 
期末残高 

1,381 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 3,724百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
574 

減価償却費相当額 2,973 

支払利息相当額 190 

減損損失 306 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 2,783百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
312 

減価償却費相当額 2,302 

支払利息相当額 162 

減損損失 217 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 6,748百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
919 

減価償却費相当額 5,456 

支払利息相当額 362 

減損損失 347 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってい

る。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっている。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

      



  

  

  

前へ   次へ 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

２ オペレーティング・リース取引 

(借手側) 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

(借手側) 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

(借手側) 

未経過リース料 

  

― 

  

  
  

１年内 36,893百万円

１年超 266,301 

合計 303,195 

  

(貸手側) 

未経過リース料 

１年内 42,015百万円

１年超 267,874 

合計 309,889 

１年内 692百万円

１年超 5,903 

合計 6,596 

  

(貸手側) 

未経過リース料 

１年内 41,166百万円

１年超 274,134 

合計 315,301 

１年内 240百万円

１年超 2,098 

合計 2,338 



(有価証券関係) 

(前中間会計期間) 

有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

(当中間会計期間) 

有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

(前事業年度) 

有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

前へ   次へ 

種類 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時   価
(百万円) 

差   額
(百万円) 

子会社株式 132,333 742,914 610,581 

関連会社株式 26,375 34,430 8,054 

種類 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時   価
(百万円) 

差   額
(百万円) 

子会社株式 139,210 676,351 537,141 

関連会社株式 96,246 74,506 △21,739 

種類 
貸借対照表計上額

(百万円) 
時   価
(百万円) 

差   額
(百万円) 

子会社株式 133,926 770,495 636,569 

関連会社株式 29,723 39,849 10,125 



(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１ 平成18年９月20日付の代表執行役社長

の決定に基づき、利払繰延条項・期限前償

還条項付（劣後特約付）無担保社債（適格機

関投資家限定）を発行した。その概要は次の

とおりである。 

  

 「第１回」 

（1）発行総額 45億円 

（2）発行価格 額面100円につき100円 

（3）利率    

（4）払込期日 平成18年９月29日 

（5）償還期限 平成68年９月29日 

    但し、平成23年９月29日も

しくはそれ以降に到来する本

社債の利払い期日又は本社

債について著しく不利益な税

務上の取扱を受けた場合に

は期限前償還することができ

る。 

（6）資金使途  短期債務返済資金に充当 

（7）重要な特約 

①劣後特約 当社に破産手続き開始等

の事由が発生した場合、本

社債は全ての一般債権者に

対して劣後する。 

②利払特約 当社の財務状況が一定程

度 以 上 悪 化 し た 場 合 等 に

は、利払いを最長で10年間

繰り延べることができ、また、

当社の財務状況がさらに悪

化した場合には利払いの原

資が新株発行等によって調

達される資金に限定される。 

なお、この場合には、当社

は剰余金の配当及び自己株

式の取得等は行わない。 

③借換制限 償還等が行われる際は本

社債と同等以上の資本性を

認める手段によって資金調

達を行うものとする。 

払込期日の翌日から 

平成28年９月29日まで 
：年3.25％ 

平成28年９月29日の 

翌日以降 
：6ケ月ユーロ円 

 ライボー＋2.40％ 

 平成19年８月21日、当社と㈱ポスフ
ールが平成19年４月２日に締結した吸
収分割契約に基づき、当社が北海道総
合小売事業に関して有する権利義務の
一部を、会社分割により㈱ポスフール
に承継した。その概要は次のとおりで
ある。 
(1) 会社分割の旨及び理由 
この度の分割の目的は、北海道エリ

アで総合小売事業を展開する両社が、
経営資源を集中し経営の効率化を図る
とともに、両社の強みを生かして、よ
り強固な収益基盤を構築し、北海道エ
リアにおける総合小売事業の更なる発
展と成長を図ることにある。 
(2) 会社分割した事業内容、規模、分

割資産及び負債 

なお、上記の分割資産・負債の金

額は、平成19年８月20日現在の帳簿

価額である。 

(3) 会社分割の形態 

当社を分割会社とし、㈱ポスフール

を承継会社とする吸収分割の方式を採

用した。 

本件吸収分割に関する会社分割契約

に従い、㈱ポスフールに北海道総合小

売事業を承継する対価として、㈱ポス

フールが発行する種類株式24,500,000

株の割当交付を受けた。 

(4) 承継会社の名称、資産・負債及び

資本の額、従業員数等 

１ 重要な会社分割 

事業内容 : 北海道におけるジャス

コ、イオンスーパーセ

ンター店舗の運営開発

事業 

規模 : ①店舗数    11店 

②平成19年２月期売上

高 

   66,905百万円

分割資産 

及び負債 

: 流動資産 

固定資産 

 6,121百万円

14,273 

資産合計 20,394 

  

  

  流動負債 

固定負債 

 7,428百万円

 6,196 

    負債合計 13,624 

名称 : ㈱ポスフール 

事業内容 : 総合小売業 

資産・負債

及び資本の

額 

:

 
①総資産 74,309百万円

②負債合計 

72,680百万円

③資本の額 

4,099百万円

④純資産 

1,628百万円

従業員数 : 1,073名 

１ 株式の取得
平成19年３月９日、当社は丸紅㈱及び㈱ダ

イエーと株式譲渡契約を締結し、同年３月16
日に株式を譲り受けた。その概要は次のとお
りである。 
(1) 株式の取得の旨及び目的 

   当社、㈱ダイエー及び丸紅㈱は、平成18
年10月13日に締結した資本・業務提携の独占
交渉に関する覚書に基づき協議・検討を行っ
た結果、当社と㈱ダイエーが共通に有するお
客さま第一主義の基本理念のもと、互いの暖
簾を尊重しつつ協力・協業していくことによ
り、両社が、さらなる企業価値の向上を達成
することが可能であるとの結論に至り、平成
19年３月９日、３社は資本・業務提携契約を
締結した。この業務提携契約の締結を受け
て、３社は、当社が丸紅㈱より㈱ダイエー株
式の一部を譲受け、㈱ダイエーより㈱マルエ
ツ株式の一部を譲受けることに合意した。 

 (2) 株式取得の相手会社の名称 
㈱ダイエー株式：丸紅㈱ 
㈱マルエツ株式：㈱ダイエー 

(3) 取得した株式の企業の名称、事業内容、
規模 

  

なお、上記の数値は、㈱ダイエーが関東
財務局長に提出した平成18年８月期の半期
報告書及び平成18年２月期の有価証券報告
書のうち、①～③は、㈱ダイエー単独の経
営指標等に基づき、④～⑧は、㈱ダイエー
の連結経営指標等に基づいている。 

  

名  称: ㈱ダイエー 
事業内容: 総合小売事業 

規  模:

  平成18年8月期 平成18年2月期

①資本の額（百万円) 56,517 56,517

②従業員数（名) 6,019 6,979

③店舗数（店) ― 210

④売上高（百万円) 551,530 1,431,508

⑤経常利益（百万円) 19,600 24,268

⑥当期（中間）

純利益（百万円) 
13,353 413,160

⑦総資産（百万円) 1,235,598 1,343,307

⑧純資産（百万円) 161,021 112,632

名  称: ㈱マルエツ 

事業内容: スーパーマーケット事業 

規  模:

  平成18年8月期 平成18年2月期

①資本の額（百万円) 37,549 37,549

②従業員数（名) 3,345 3,355

③店舗数（店) 194 201

④売上高（百万円) 161,379 323,313

⑤経常損益（百万円) 2,082 △1,141

⑥当期（中間）

純損益（百万円) 
1,747 △9,631

⑦総資産（百万円) 124,541 130,346

⑧純資産（百万円) 39,902 38,178



  

  
  

前へ   次へ 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

「第２回」 

（1）発行総額 265億円 

（2）発行価格 額面100円につき100円 

（3）利率    

（4）払込期日 平成18年９月29日 

（5）償還期限 平成68年９月29日 

 但し、平成23年９月29日

もしくはそれ以降に到来す

る本社債の利払い期日又

は本社債について著しく不

利益な税務上の取扱を受

けた場合には期限前償還

することができる。 

（6）資金使途  短期債務返済資金に充当 

（7）重要な特約 

①劣後特約 当社に破産手続き開始

等の事由が発生した場合

等には、本社債は全ての

一般債権者に対して劣後

する。 

②利払特約 当社の財務状況が一

定程度以上悪化した場合

等には、利払いを最長で

10年間繰り延べることが

でき、また、当社の財務

状況がさらに悪化した場

合には利払いの原資が新

株発行等によって調達さ

れる資金に限定される。 

 なお、この場合には、

当社は剰余金の配当及び

自己株式の取得等は行わ

ない。 

③借換制限 償還等が行われる際

は本社債と同等以上の資

本性を認める手段によっ

て資金調達を行うものと

する。 

  

２ 平成18年10月４日付の代表執行役社

長の決定に基づき、第２回新株予約権

を発行した。その概要は次のとおりで

ある。 

  

(1) 募集の方法 

 第三者割当の方法によりすべての新

株予約権を新光証券株式会社に割り

当てる。 

(2) 発行価額の総額 

 321百万円 

払込期日の翌日から 

平成28年９月29日まで 

：6ケ月ユーロ円 
 ライボー＋1.40％

平成28年９月29日の 

翌日以降 

：6ケ月ユーロ円 
 ライボー＋2.40％

なお、上記の数値は、㈱ポスフー

ルが北海道財務局長に提出した平成

19年２月期の有価証券報告書の連結

経営指標等に基づいている。 
(5) 会社分割の時期 

平成19年８月21日 
(6) その他の事項 

①本件種類株式の普通株式を対価

とする取得請求権 

  当社は、㈱ポスフールに対

し、本種類株式の発行日から20

年が経過する日までの間、当社

が有する本種類株式を取得し、

これと引換えに、本種類株式１

株につき３株の割合(以下「種

類株式転換比率」)普通株式を

交付することを請求することが

できる。なお、種類株式転換比

率は、合併、株式交換、株式移

転、又は会社分割その他㈱ポス

フールの普通株式の発行済株式

の総数が変更する事由が生じる

場合で、当社の権利・利益に鑑

みての実質的公平の観点から当

該転換比率の調整が必要とされ

る場合には、㈱ポスフールの取

締役会が適切と判断する比率に

変更される。 
②本件種類株式の議決権 

  当社は、㈱ポスフールの株主

総会において本件種類株式に係

る議決権を有しない。 
③㈱ポスフールは平成19年８月21

日付けでイオン北海道㈱に社名変

更している。 

  

  

  

  

      なお、上記の数値は、㈱マルエツが関東財務

局長に提出した平成18年８月期の半期報告書及

び平成18年２月期の有価証券報告書のうち、①

～③は、㈱マルエツ単独の経営指標等に基づ

き、④～⑧は、㈱マルエツの連結経営指標等に

基づいている。 

(4) 株式取得の時期 
 平成19年３月16日 

(5) 取得した株式の数、取得価額及び取得後の

持分比率 

  

(6) 支払資金の調達及び支払方法 
対価の支払いは平成18年11月の新株発行に

より調達した資金の一部を含む手許現金にて

充当している。 

(7) その他重要な特約等 
①役員・従業員の人事交流（㈱ダイエー） 
  当社は、㈱ダイエーに取締役２名、監

査役１名を派遣する予定であり、また業

務提携の推進に必要な従業員の人材交流

を推進する予定である。 
  

名     称： ㈱ダイエー 
取得した株式の数: 甲種類株式 

29,860,000株 
取 得 価 額： １株当たり1,550円、 

総額46,283百万円 
取得後の持分比率: 15.00％  

取得後の議決権率: 15.12％ 
(注) 1. 甲種類株式29,860,000株は、平成

19年５月10日以降、発行価額と同

額（但し、一定の調整が加えられ

ることがある。）にて、㈱ダイエ

ーの普通株式に転換請求すること

ができる。また、甲種類株式は株

主総会において議決権を有し、利

益配当請求権は有さず、残余財産

請求権は普通株式に劣後する。 

  2. 取得後の持分比率及び議決権比率

は、㈱ダイエーの平成18年８月期

の半期報告書に記載されている発

行済株式総数及び総株主の議決権

の数を基準に算出している。 

名      称 ：㈱マルエツ 

取 得 し た 株 式 の 数 ：普通株式 

26,201,000株 

取  得  価  額 ：１株当たり630円、 
総額16,506百万円 

取 得 後 の 持 分 比 率 ：20.33％ 
取得後の議決権比率：21.27％ 

(注)取得後の持分比率及び議決権比率は、

㈱マルエツの平成18年８月期の半期報

告書に記載されている発行済株式総数

及び総株主の議決権の数を基準に算出

している。 



  

  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

(3) 新株予約権の発行総数 

 1,020個 

(4) 割当日及び払込期日 

平成18年10月20日 

(5) 新株予約権の目的となる株式の種

類及び数 
①種類 普通株式 
②数   新株予約権１個の行使に

より当社が交付する普通株

式の数は、金10,000,000円

を新株予約権の行使価額で

除した数とし、１株未満の

端数が生じたときはこれを

切り捨てた数とする。本新

株予約権の行使により交付

する普通株式の総数は、割

当株式数に本新株予約権の

総数を乗じた数とする。 
(6) 行使価額 

 3,196円(新株予約権の行

使時点における当社普通株

式の株価により、修正さ

れ、かつ一定の調整を行

う。) 
(7) 新株予約権の行使期間 

平成18年10月23日から平成28年10

月20日 
(8) 発行の目的 

平成18年９月29日に発行

された当社第１回及び第２

回利払繰延条項・期限前償

還条項付(劣後特約付)無担

保社債の利払いに充当する

ため。 
(9) その他 

 当社は割当先との間で、上記(8)

記載の社債の利払に合わせ割当先

が本新株予約権を行使する義務を

負うコミットメント契約を締結し

た。 
  

３ 当社は㈱ダイエー及び㈱マルエツと

の資本・業務提携を検討しており、

平成18年10月13日付で、丸紅㈱及び

㈱ダイエーとの間で覚書を締結し

た。その概要は次のとおりである。 
(1) 株式取得 
①丸紅㈱が保有するダイエー甲種類

株式の15％(発行済株式総数ベー

ス)程度の譲渡について誠実に協

議、検討および交渉を行う。 
②㈱ダイエーが保有するマルエツ普

通株式の20％(発行済株式総数ベー

ス)程度の譲渡について誠実に協

議、検討および交渉を行う。 
③丸紅㈱、㈱ダイエー及び当社は、

当該提携及び株式譲渡に関して、

互いに独占交渉権を付与する。 
(2) その他 

本覚書の最長の期限は平成19年３

月末日である。 

２ 自己株式の取得 
当社は、平成19年10月４日開催の

取締役会において、会社法第459条

第１項第１号及び当社定款の定めに

基づき自己株式を取得することを決

議し、次のとおり取得した。 

(1) 自己株式の取得の目的：経営環

境の変化に対応した機動的な資本

政策を実行するため。 
(2) 取得した株式の種類：普通株式 

(3) 取得方法：東京証券取引所の

TosTNet-2（終値取引）による買

付け  
(4) 取得した株式の総数： 

 34,692,200株 
(5) 取得価額の総額：60,676百万円 

(6) 取得日：平成19年10月19日 
  

(参考)平成19年10月４日開催の取締

役会における決議内容 

(1) 取得する株式の種類：普通株式 
(2) 取得する株式の総数： 

 35,000,000株（上限） 
(3) 取得価額の総額： 

 70,000百万円（上限） 
(4) 取得する期間： 

平成19年10月５日より 
平成19年12月28日まで 

②議決権行使及び株式の譲渡等の制限（㈱

ダイエー） 
当社は、丸紅㈱、丸紅リテールインベス

トメント㈱（以下「MRI」という。）及び

丸紅フーズインベストメント㈱（以下

「MFI」という。）の間で締結した平成19

年３月９日付株主間契約書に基づき、当社

が有する29,860,000株、丸紅㈱が有する

36,645,394株、MRIが有する19,903,900株

及びMFIが有する1,739,150株につき、一定

の要件が満たされるまでは、一定の事項に

つき特定の方法で議決権を行使すること、

並びに一定の要件が満たされるまでは株式

の譲渡等が禁じられること等について合意

している。 
  

２ 重要な会社分割 
当社と㈱ポスフールは、当社の北海道総合小

売事業を会社分割により、当社の有する権利義

務の一部を㈱ポスフールに承継させることに関

して、平成19年４月２日、当社の代表執行役社

長の決定及び㈱ポスフール取締役会の決議を経

て吸収分割契約を締結した。その概要は次のと

おりである。 

（1）会社分割の旨及び理由 
この度の分割の目的は、北海道エリアで総合

小売事業を展開する両社が、経営資源を集中し

経営の効率化を図るとともに、両社の強みを生

かして、より強固な収益基盤を構築し、北海道

エリアにおける総合小売事業の更なる発展と成

長を図ることにある。 
（2）会社分割する事業内容、規模 

（3）会社分割の形態 
当社を分割会社とし、㈱ポスフールを承継会

社とする吸収分割の方式を採用する。 
本件吸収分割に関する会社分割契約に従い、

㈱ポスフールは北海道総合小売事業を承継する

対価として、㈱ポスフールが発行する種類株式

（以下「本件種類株式」）を当社に割当てる予

定である。㈱ポスフールの取締役会は本件吸収

分割および定款の変更を含む本件種類株式の発

行に必要な議案（以下総称して「本件吸収分割

議案等」）を平成19年５月30日開催予定の㈱ポ

スフールの定時株主総会に付議することを同日

付で決議している。本件吸収分割および種類株

式の発行は上記定時株主総会において本件吸収

分割議案等が承認可決されること等を条件とし

ている。なお、割当交付される本件種類株式数

は24,500,000株の予定である。 
  

事業内容: 北海道におけるジャスコ、イオ

ンスーパーセンター店舗の運営

開発事業 
規  模: ①店舗数 11店 

  ②平成19年２月 
期売上高 

66,905百万円 



  

  

前へ     

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

４ 平成18年10月18日に代表執行役社長

が下記(1)に記載の一般募集による新

株式の発行及び下記(2)に記載の第三

者割当による新株式の発行を決定

し、平成18年11月８日に下記(1)に記

載の一般募集により新株式70百万株

を発行した。 
(1) 一般募集(国内一般募集及び海外募

集) 
発行する株式の種類及び数 

発行日  平成18年11月８日 
資金の使途 国内における店舗の新

設及び増設費用、重要

な後発事象３に記載し

た㈱ダイエー株式及び

㈱マルエツ株式の取得

資金並びに店舗の新設

を目的とする中国子会

社への投融資 
(2) 第三者割当 
発行する株式の種類及び数 

申込期間  平成18年12月４日 
発行予定日 平成18年12月５日 
資金の使途 国内における店舗の新

設及び増設費用、重要

な後発事象３に記載し

た㈱ダイエー株式及び

㈱マルエツ株式の取得

資金並びに店舗の新設

を目的とする中国子会

社への投融資 
  上記(1)の国内一般募集にあたり、

事務主幹事会社である野村證券㈱は

当社普通株式6,300,000株を一般株主

から借入れて売出しており、上記(2)

の第三者割当増資はこの借入れた株

式の返却に必要な株式を野村證券㈱

に取得させるために行われるもので

ある。なお、野村證券㈱が借入れた

株式の返却を目的として、㈱東京証

券取引所において当社普通株式を取

得し、その株式を当該借入れた株式

の返却に充当した場合には、充当し

た株式数を6,300,000株から控除して

株式を発行することとなる。 

普通株式 70,000,000株

発行価額 １株につき 2,593.60円

発行総額 181,552百万円

発行価額のうち資本へ組み入れる額 
  90,776百万円

普通株式 上限6,300,000株

発行価額 １株につき 2,593.60円

発行総額 上限16,339百万円

発行価額のうち資本へ組み入れる額 
上限8,169百万円

  （4）承継会社の名称、資産・負債及び資本の

額、従業員数等 

なお、上記の数値は、㈱ポスフールが北海道

財務局長に提出した平成18年８月期の半期報告書

の連結経営指標等に基づいている。 
（5）会社分割の時期 

平成19年８月21日(予定) 

(6) その他重要な事項 
①第三者割当増資の引受 

当社は、平成19年４月２日、㈱ポスフー

ルが行う第三者割当増資により発行する新

株を引受ける事を、当社の代表執行役社長

により決定した。これに伴い、㈱ポスフー

ルは平成19年４月23日（本件第三者割当増

資の資本組入れ日）付で当社の連結子会社

となった。 

（注）1.引受後の議決権比率は、㈱ポスフー

ルが北海道財務局長に提出した平成18年８

月期の半期報告書に記載されている総株主

の議決権の数215,821個に本件第三者割当

増資により発行される新株式8,700千株に

係る議決権87,000個を加えた302,821個を

基準として計算している。 

2.（  ）内は間接保有分を示し、内

数である。 

②本件種類株式の普通株式を対価とする取得

請求権 

当社は、㈱ポスフールに対し、本種類株式

の発行日から20年が経過する日までの間、当

社が有する本種類株式を取得し、これと引換

えに、本種類株式１株につき３株の割合（以

下「種類株式転換比率」）普通株式を交付す

ることを請求することができる。なお、種類

株式転換比率は、合併、株式交換、株式移

転、又は会社分割その他㈱ポスフールの普通

株式の発行済株式の総数が変更する事由が生

じる場合で、当社の権利・利益に鑑みての実

質的公平の観点から当該転換比率の調整が必

要とされる場合には、㈱ポスフールの取締役

会が適切と判断する比率に変更される。 

③本件種類株式の議決権 

当社は、㈱ポスフールの株主総会において

本件種類株式に係る議決権を有しない。 

名 称：㈱ポスフール  
事 業 内 容：総合小売業  
資産・負債及

び資本の額 

：①総資産 82,280百万円  
  ②負債合計 66,550百万円  
  ③資本の額 4,099百万円  

    ④純資産 15,730百万円  
従 業 員 数：   1,083名 

引受株式の種類 

及び数 

： 普通株式8,700,000株

引受価額 ： 1株につき460円、 

    総額4,002百万円 

引受後の所有 

株式数 

： 16,080,320株 

（5,639,320株） 

引受後の議決権 

比率 

： 53.10％（18.62％） 



(2) 【その他】 

該当事項はない。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  
(1) 訂正発行登録書 
  平成18年４月14日に提出した発行登録書に係る訂正発行登録書である。 
                                平成19年４月３日  
                                平成19年５月15日              

関東財務局長に提出。 
  

(2) 訂正発行登録書 
  平成17年６月27日に提出した発行登録書に係る訂正発行登録書である。 
                                平成19年４月３日 
                                平成19年５月15日 
                                関東財務局長に提出。 
  

(3) 臨時報告書                          
    証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号(会社吸収分割契約締結の

決議)に基づく臨時報告書である。 
平成19年４月３日 
関東財務局長に提出。 

  
(4) 有価証券報告書及びその添付書類 
  事業年度 第82期(自 平成18年２月21日 至 平成19年２月20日) 
                                 平成19年５月15日 
                                関東財務局長に提出。 
  

(5) 発行登録書(社債)                                            平成19年６月29日 
                                関東財務局長に提出。 

  

  

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 
該当事項はない。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

イオン株式会社 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているイオン
株式会社の平成18年２月21日から平成19年２月20日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年２月21日から平成
18年８月20日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本
等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は
経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の
表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に
応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、イオン株式会社及び連結子会社の平成18年８月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連
結会計期間(平成18年２月21日から平成18年８月20日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。 
  

追記情報 
① 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成している。 

② 重要な後発事象３に記載されているとおり、会社は株式会社ダイエー及び株式会社マルエツとの資本・業務提携を
検討しており、平成18年10月13日付で丸紅株式会社及び株式会社ダイエーとの間で覚書を締結している。 

③ 重要な後発事象４に記載されているとおり、会社は平成18年10月18日に一般募集及び第三者割当による新株式の発
行を決定し、平成18年11月８日に一般募集により新株式70百万株を発行した。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以 上 
  

平成18年11月８日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小  川  陽 一 郎  ㊞ 

      

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小 賀 坂     敦  ㊞ 

      

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  轟     一  成  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

イオン株式会社 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるイオン株式会社の平成19年２月21日から平成20年２月20日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成19年２月21

日から平成19年８月20日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、イオン株式会社及び連結子会社の平成19年８月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間(平成19年２月21日から平成19年８月20日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象１に記載されているとおり、会社は平成19年10月４日開催の取締役会において自己株式を取得するこ

とを決議し、平成19年10月19日に取得している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

平成19年10月25日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小  川  陽 一 郎  ㊞ 

      

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小 賀 坂     敦  ㊞ 

      

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  轟     一  成  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

イオン株式会社 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているイオン
株式会社の平成18年２月21日から平成19年２月20日までの第82期事業年度の中間会計期間(平成18年２月21日から平成18
年８月20日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書につ
いて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな
いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追
加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための
合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、イオン株式会社の平成18年８月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成18年２月21日か
ら平成18年８月20日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 
① 重要な後発事象３に記載されているとおり、会社は株式会社ダイエー及び株式会社マルエツとの資本・業務提携を
検討しており、平成18年10月13日付で丸紅株式会社及び株式会社ダイエーとの間で覚書を締結している。 

② 重要な後発事象４に記載されているとおり、会社は平成18年10月18日に一般募集及び第三者割当による新株式の発
行を決定し、平成18年11月８日に一般募集により新株式70百万株を発行した。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上
  

平成18年11月８日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小  川  陽 一 郎  ㊞ 

      

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小 賀 坂     敦  ㊞ 

      

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  轟     一  成  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

イオン株式会社 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるイオン株式会社の平成19年２月21日から平成20年２月20日までの第83期事業年度の中間会計期間(平成19年２月21日

から平成19年８月20日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動

計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、イオン株式会社の平成19年８月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成19年２月21日か

ら平成19年８月20日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象２に記載されているとおり、会社は平成19年10月４日開催の取締役会において自己株式を取得するこ

とを決議し、平成19年10月19日に取得している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

平成19年10月25日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ   

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小  川  陽 一 郎  ㊞ 

      

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  小 賀 坂     敦  ㊞ 

      

指定社員 

業務執行社員
  公認会計士  轟     一  成  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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